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はじめに 

 

避難行動要支援者対策について、平成 25年６月の災害対策基本法の改正にお

いて、避難行動要支援者名簿を活用した実効性のある避難支援がなされるよう、 

① 避難行動要支援者名簿の作成を市町村に義務付けるとともに、その作成に

際し必要な個人情報を利用できること 

② 避難行動要支援者本人の同意を得て、又は条例の定めるところにより本人

の同意を得ずに平時から消防機関や民生委員等の避難支援等関係者に情報提

供すること 

③ 現に災害が発生、または発生の恐れが生じた場合には、本人の同意の有無

に関わらず、名簿情報を避難支援等関係者その他の者に提供できること 

④ 名簿情報の提供を受けた者に守秘義務を課すとともに、市町村においては、

名簿情報の漏えい防止のため必要な措置を講ずること 

などが定められ、平成 26年４月１日に施行されました。 

内閣府では、避難行動要支援者名簿に関して市町村において留意すべき事項

及び関連する参考となる事項について、平成 25年８月に「避難行動要支援者の

避難行動支援に関する取組指針」（以下「取組指針」という。）を示したところ

ですが、市町村がその取組を進めるに当たり参考となるよう、本事例集を作成

しました。 

災害発生時に避難行動要支援者の生命及び身体の安全を確保できるよう、引

き続き市町村において、地域の特性や実情を踏まえた取組を進めるに当たり、

本事例集も活用していただけると幸いです。 

最後になりましたが、作成に御協力いただきました地方公共団体の皆様に対

し、厚く御礼申し上げます。 
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Ⅰ．災害に備えた取組事例 
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Ⅰ．災害に備えた取組事例 

１．名簿作成における取組 

（１）住民が自ら避難行動要支援者名簿への掲載を求められるような取組 

【取組指針Ｐ16～18】 

 

【取組の概要】 

 広報紙やホームページ等に避難行動要支援者名簿の制度を紹介し、その中で住民が自ら

避難行動要支援者名簿に掲載を希望する場合にどのような手続きをすればよいかを案内す

る取組。 

 

【具体的な取組事例】 

《群馬県高崎市》 

＜取組内容＞ 

福祉関係課、各支所市民福祉課、市民サービスセンター、長寿センター、公民館の窓口に

制度説明リーフレット、同意不同意確認書及び返信用封筒を設置し、避難行動要支援者名

簿への掲載を希望する人からの申請を随時受け付けるとともに、市広報誌に名簿掲載希望

者の申請を受け付ける旨の記事を毎年掲載している。 

 

 

  

広報紙・ホームページ等を活用した取組 
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＜リーフレット＞ 
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＜返信用封筒＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜広報高崎平成 28年 12月１日号＞ 
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【実施団体例】 

 

名簿掲載要件から漏れた者が、自ら希望すれば名簿掲載することができるよう市ホーム

ページや広報等で周知した。 

 

 

制度について出前講座で説明を行った。また、電話等での相談に対しても対応する。 

 

 

広報・ＨＰを通じて、対象者として明記していない方が登録できるよう制度の周知を行

っている。 

 

 

水戸市では、市で定める要件に該当しない登録希望者への対応として、庁内の防災、保健

福祉部局の各窓口をはじめ、各地区に整備している市民センター等において、制度のパン

フレットや申請書等を設置するとともに、随時、申請を受け付けている。また、制度の普

及・啓発に向け、ホームページや市広報紙はもとより、福祉団体等の集会や地域の防災訓

練など、多様な機会を通じて、制度の説明、登録の呼び掛けを推進している。 

 

 

毎年町広報誌へ掲載し、避難行動要支援者名簿登録制度を広報し、全住民に対し名簿掲

載方法の周知を図っている。 

 

 

自ら名簿への掲載を求めることができる仕組みづくりのため、町広報誌を使用して、制

度周知を図っている。 

  

北海道恵庭市 

山形県山形市 

福島県郡山市 

茨城県水戸市 

茨城県利根町 

群馬県千代田町 
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制度の対象となるかた以外で、災害時の避難支援等に支援が必要なかたは、自ら申し出

ることによって名簿に登録することができる。市のホームページや広報紙で登録の方法を

案内している。 

（登録できる方の例） 

・75歳以上で 75歳未満の家族と同居しているが、日中・夜間独居のかた 

・緊急通報システム、配食サービス等の見守りサービスを受けているかたや 

 地域包括支援センターで把握しているかたで避難支援が必要と判断されるかた 

・自分一人で避難することが困難な妊産婦や乳幼児 

・日本語の理解が不十分、又は環境に不慣れな外国人 

・民生委員・児童委員による見守りを受けているかた など 

 

 

毎年度更新する。広報掲載。 

 

 

平成 24 年度から名簿情報の提供に同意いただいた方の名簿の作成に取り組み、平成 28

年度に市内全域の名簿が完成した。今後、制度の対象となる方及び、制度の対象となる方

以外で、災害時の避難等に支援が必要な方は、自ら申し出ることによって随時、名簿に登

録することができる。市のホームページや広報紙で登録の方法を案内するとともに、町会・

自治会への回覧、掲示板へのポスター掲示などを活用して周知を図っている。 

また、名簿の管理について、個人情報の手引きを作成し、名簿情報を地域の避難支援な

ど関係者に提供する際に配付している。 

http://www.city.matsudo.chiba.jp/kurashi/anzen_anshin/sonae/bousai_taisaku/

20161026.html  

 

 

杉並区では、発災時の災害時要配慮者支援のため「地域のたすけあいネットワーク制度」

を実施している。当制度への登録は、避難行動要支援者名簿への登載、関係機関への個人

情報の事前提供同意を兼ねている。杉並区では当制度普及のため、避難行動要支援者名簿

登載者については、年に１回登録勧奨通知を送付している。また、名簿登載者以外にも普

及させるため、地域団体等が主催する勉強会、避難訓練等の場で制度の概要について説明

を行い、チラシ等の配布を行っている。 

  

埼玉県三郷市 

埼玉県寄居町 

千葉県松戸市 

東京都杉並区 
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川崎市災害時要援護者避難支援制度について、公式ウェブサイトや各種広報において周

知し、区役所の窓口に備えている申込書にて登録を申込みされた方を名簿に掲載している。 

 

 

年に１・２回、市の広報に要援護者台帳のお知らせを載せたり、市のホームページに登

録の案内を載せたりして、民生委員等を通さなくても、自ら申請することができる。 

 

 

広報・ホームページにおいて名簿に掲載するものを明示し、その者以外でも手挙げでも

掲載できる旨お知らせしている。また、避難支援等関係者への説明会において地域で気に

なる方がいる場合は制度の趣旨を説明のうえ手挙げしてもらうよう促している。 

 

 

広報「おおの」、大野町ホームページでの制度周知啓発により、対象外となっている者が

申請を希望した際に対応できる。 

 

 

広報・ホームページをはじめ、障害、高齢担当課において、窓口での手帳の申請・更新

などの手続きの際、避難行動要支援者に避難行動要支援者登録制度の内容について周知し、

登録を勧奨している。また、各自治会における防災訓練などで出前講座を実施し、制度の

周知をしている。 

登録申請書には障害や介護の状態や緊急時連絡先等を記載してもらい、自治会（自主防

災組織）、民生委員・児童委員に名簿と登録申請書記載の詳細情報も併せて提供し、避難支

援体制づくりを促進している。また、消防機関にも提供することにより、迅速な救助への

利用を可能としている。なお、提供はいずれも紙媒体で年に１回更新している。 

 

 

広報紙（特集記事）及び自治会によるチラシ戸別回覧での周知により、掲載を希望する

本人からの申し出を促している（年１回、８月）。 

 

 

広報誌やチラシ等により周知している。 

 

 

神奈川県川崎市 

富山県滑川市 

山梨県上野原市 

岐阜県大野町 

滋賀県守山市 

大阪府島本町 

京都府長岡京市 
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消防庁「避難行動要支援者名簿に掲載する者」から漏れた者が、自ら避難行動要支援者

名簿への掲載を求めることができるよう、町広報紙やホームページ、自治会の回覧板を利

用し、避難行動要支援者支援制度について周知している。 

 

 

広報紙に掲載、自治会の回覧で事業の概要説明文と合わせて、希望者は問い合わせるよ

うに周知している。 

 

 

町、広報誌に掲載を行う。町内に転入時に、要配慮者支援に関する手引きを配布し、説

明している。 

 

 

定期的に広報掲載することにより、避難行動要支援者名簿掲載該当者、及びその家族に

対し周知を行う。 

 

 

要援護者台帳登録の取組について、広報紙で広報を行い、希望される方は掲載ができる

ようにしている。 

 

 

ＨＰや広報誌に掲載することで、漏れた者が掲載を求めることができるよう周知する。 

 

 

行政文書で名簿登録の希望があれば申し出るよう広報する。 

 

 

保健相談センター等の関連施設に寄せられる相談の中で、災害時の健康相談等、要支援

者に該当する内容があった際には、避難行動要支援者名簿の案内をするとともに、名簿管

理課へ連絡を入れる連携を図っている。 

 

 

広報誌、HP、チラシ等により制度を周知する。県内の特別支援学校で防災についての講

演を行い、その際保護者に周知した。 

大阪府熊取町 

奈良県生駒市 

奈良県上牧町 

和歌山県串本町 

鳥取県若桜町 

岡山県備前市 

広島県庄原市 

徳島県松茂町 

香川県琴平町 
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要援護者支援制度に関する説明会を開催。対象外の者でも希望があれば掲載、計画を作

成する。 

 

 

市報で制度周知を図る。制度概要チラシと登録申請書を市民向けの出前講座等で配布し、

登録が必要な人の登録を促してもらう。 

 

 

緊急キットの申請用紙に名簿掲載同意を付して受付している。 

 

 

  

福岡県筑後市 

佐賀県佐賀市 

大分県杵築市 
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【取組の概要】 

 住民全員に対して意向調査を行い、自ら地方公共団体に赴いて意思表示ができない方で

も漏れなく、容易に避難行動要支援者名簿への掲載を求めることができる取組。 

 

【具体的な取組事例】 

《大阪府阪南市》 

＜取組内容＞ 

日常の見守り、声掛けから災害時の安否確認等を行う登録制度を実施しており、２年に

１度、市広報誌に登録申請書を折り込み、全戸配布している。登録者は、その他支援を必

要とする方として名簿に掲載しており、必要とする方が自ら掲載を求めることができるよ

う、登録申請書は、料金受取人払により郵送で申請できるようにしている。 

市広報誌への折り込み方としては、登録申請書兼制度周知チラシとして、Ａ３両面刷り

のものを２つ折りで折り込んでいる。また、全戸配布の方法としては、民間の配布業者へ

の委託により、各戸にポスティングをしている。 

 

【実施団体例】 

 

南伊勢町見守り支援対象者登録制度について、地域へ出向き説明会を開催するなどして

制度の周知を図り、避難行動要支援者だけでなく対象外の方であっても希望する場合は避

難行動要支援者同様、名簿への掲載が可能なため、区や民生児童委員の協力も得ながら「南

伊勢町見守り支援対象者登録制度届出書兼同意書」の提出を呼びかけている。 

 

 

  

住民全員への意向調査の実施 

三重県南伊勢町 
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【取組の概要】 

 市の職員が直接避難行動要支援者に該当しそうな方のところに赴き、直接対話すること

で状況等を把握し、かつ制度について理解を深めていただくことで名簿への掲載を希望し

ていただくという取組。 

 

【具体的な取組事例】 

《和歌山県和歌山市》 

＜取組内容＞ 

①市の HPへ制度について掲載している 

②市の調査員が名簿掲載対象者宅を訪問調査に行った際、対象者以外の家族のうち避難が

困難であると思われる場合において登録を勧める 

③民生委員が避難行動に支援が必要であると判断した場合に、市へ状況を説明し、市の調

査員が訪問を行い、支援が必要であると判断した場合に登録することができる 

＜取組のきっかけ・経緯＞ 

平成 26年４月に高齢者・地域福祉課が災害対策基本法の改正をきっかけに上記を開始し

た。精神障害者の対象者に関する管轄は県の管轄であり、災害対策基本法では市町村は「県

へ情報提供を求めることができる」と明記されているが、県が回答しなければならないと

明記されていないため、調整に苦慮した。開始当初、郵送にて、対象者の個人情報提供に

関する意向確認を行うが、高齢者が多く、制度を理解されないまま返送されず、意向確認

ができない対象者がいた。また、市へ届けている住所に居らず、実際は施設へ入所してい

る方が多数いた。 

＜取組の効果・今後について＞ 

１件１件戸別訪問することで、条件的には対象外であるが、実際は避難行動を要する状

況である潜在的な方を掘り起こすことができている。また、自治会ヘ提供する名簿を単位

自治会ごとや、民生委員の担当地域ごとに出力することで、余分な個人情報の流出防止に

も努めている。 

実施しているなかで、対象者を訪問し、意向確認を行う際、制度の説明を行い、自助の

大切さ等を理解していただくことに努めているが、災害が発生したら必ず助けに来てくれ

るのか、助けに来てくれないなら必要ない、という意見や、対象者の配偶者が条件的には

対象外であるが、実際は避難行動を要する状況であった場合に登録ができてよかったとい

う意見もある。さらに、制度の趣旨を理解せず返送しなかった高齢者に対して、戸別訪問

を行い制度の説明を行うことで、制度が理解できてよかったという意見もある。 

訪問による取組 
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今後に向けて、対象者の個別計画を地域と連携して作成することと、居所不明の対象者

に対する意向確認や、住民票を住家においたまま施設に入所している対象者の把握をして

いきたいと考えている。 
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＜リーフレット＞ 
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【実施団体例】 

 

訪問等で必要者を把握している。 

 

 

高齢者 65歳以上の方を対象に調査訪問し希望者の登録を行った。その後、登録をしてい

る方で、自主避難できる方は名簿から本人の同意を得て除外した。また、地域の在宅福祉

アドバイザーの座談会へ出席し、登録対象となりえる方の情報をもらい、本人へ訪問して

同意を得て登録を行った。在宅で介護を受けている方に関しては、居宅介護事業所のケア

マネに情報をもらい登録の手続きを行っている。障害の認定、サービスを利用されている

方々については、郵送で登録案内を行い、同意・希望された方で登録している。 

 

  

鹿児島県天城町 

北海道むかわ町 
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【取組の概要】 

 住民が地方公共団体の窓口を訪問した際に避難行動要支援者名簿について説明したのち、

名簿への掲載を案内する取組。 

 

【実施団体例】 

 

広報紙での制度の周知や、福祉部局の関係する窓口で案内を行っている。 

 

 

障害福祉課を訪れた市民に対し、避難行動要支援者名簿について説明し、必要に応じて

危機管理防災課へ案内してもらっている。 

 

 

窓口等、様々なタイミングで支援に係る手続きを周知し、登録を促している。 

 

 

 今後起こり得る災害において、市外への避難をされる方がいた場合における対応として、

参考となる事例として、南相馬市の事例を紹介する。 

 

【実施団体例】 

 

基準日に市外避難者として扱われた者を、本人の希望により別途名簿登載を行った。 

南相馬市は、住基上、市内に居住していることとなっている者の中にも、市外へ自主避

難をされている者が数千人いる。自主避難者が市内へ戻って来た際は、住基法上の転入で

はなく、別の届出を行うことを定めているが、その届出を本人が失念し、市民として住民

サービスが十分受けられない場合も散見されるものである。今回、名簿を作成する際には

「市外への自主避難者を除いて」作成したため、登録から漏れてしまったものであるが、

実態は市内で生活していたことが確認できたため、追加で名簿登録を行ったもの。 

 

市外避難者に対する取組 

窓口等における取組 

埼玉県上尾市 

群馬県伊勢崎市 

三重県玉城町 

福島県南相馬市 
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（２）避難行動要支援者名簿の作成時における取組 

【取組指針Ｐ16～19】 

 

【取組の概要】 

 避難行動要支援者名簿自体の様式を工夫することによって、混乱が予想される発災時の

状況においても確実な名簿の活用ができるようにする取組。 

 

【具体的な取組事例】 

《福岡県北九州市》 

＜取組内容＞ 

北九州市では、事業の実効性を高めるために、身体的要件だけでなく、危険度の高い地

域の方を避難行動要支援者名簿に掲載することとしている。 

＜取組のきっかけ・経緯＞ 

 事業開始に当たり関係部局で構成する「北九州市避難行動要支援者避難支援事業推進本

部」を設置することとなり、そこでの検討の中で対象者の要件など基本的な考え方を定め、

平成 26年５月から開始している。 

＜取組の効果・今後について＞ 

 避難行動要支援者名簿に掲載するものとして、身体的要件だけでなく、危険度の高い地

域の方を対象としており、具体的には、土砂災害特別警戒区域、水防計画に定める浸水想

定区域、津波浸水想定区域などの地理的要件を加えている。 

なお、民生委員等からの情報により自力避難が困難なものがいれば、地域の中で話し合

い本人から情報提供に係る同意が得られれば、要件にかかわらず名簿に追加できることと

している。そのような点をふまえ、今後事業を継続する中で要件によらない、地域による

名簿づくりの仕組みが促進されることを期待している。 

北九州市では事業の実効性を高めるため、地理的要件を設けているが、いつかはこの要

件を廃止していくことを考えており、そのことによる地域の反応や事業の実効性が薄れて

いくことを危惧している。 

  

 

 

  

避難行動要支援者名簿の様式における取組 
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【実施団体例】 

 

現在、配布している避難行動要支援者名簿に関しては、システム処理により同一の様式

で出力し自主防災会に提供しているが、一部の自主防災会より依頼があり、自主防災会が

使用しやすい名簿に加工する等の対応を行っている。 

 

 

情報を A３横長で見開きページに収め、字を大きめに読みやすいようにする。 

 

 

同意確認書の様式を両面から片面に変更。記入項目を見直し（メールアドレスや自治会

名等は除いた）を行った。年１回実施する名簿登載対象者への送付時は、事前に「住所・

氏名・生年月日・性別」と管理コードを印字し対象者の誤り等を防ぐ。 

 

 

平成 28年度より避難行動要支援者支援システムを構築し、避難行動要支援者名簿登載対

象者の効率的な把握を行っている。さらに、システム上の帳票である「災害時安否確認申

出書」を名簿登載者宛てに配布・記入を依頼し、発災時における安否確認等に活かすため

の名簿登載者情報（安否確認連絡先、普段の居場所等）の収集に努めている。「災害時安否

確認申出書」の記載内容をシステムに取り込むことにより、民生・児童委員、警察署、消

防署、消防団等の外部機関へ提供している避難行動要支援者名簿に反映される仕組みにな

っている。 

 

 

住基や介護認定情報等を組み合わせ、名簿に掲載する者を自動抽出するシステムを導入

している。また、同意確認書や提供名簿等の必要書類の自動作成・出力も可能となってい

る。 

 

 

同意の有無、要支援者情報、避難場所、支援時の留意事項などの情報が一目でわかるよ

うコンパクトにまとめて記載している。 

 

 

 

 

茨城県ひたちなか市 

埼玉県狭山市 

東京都足立区 

愛知県豊田市 

和歌山県みなべ町 

埼玉県川口市 



 

19 

 

 

【取組の概要】 

 集めた名簿情報を地図上に落とし込むことによって、管理しやすくし、実際の避難行動

支援の際に迅速に対応できるようにする取組。 

 

【具体的な取組事例】 

《熊本県御船町》 

＜取組内容＞ 

名簿システム管理を業者へ委託し、要支援者の情報（氏名、性別、生年月日などの住民

情報のほか、本人の申し出による緊急連絡先、避難協力者情報、かかりつけ医の情報など）、

地図情報、担当民生委員情報など正確に管理できるようにしている。システムについては、

地域福祉支援システムというものを活用しており、平成 23年３月に導入を行った。 

 

【実施団体例】 

 

避難行動要支援者名簿管理システムに、要支援者の地図情報及び地区（連合自治会）情

報を付加しており、地図上での把握及び地区ごとの判別を行うことができる。 

 

 

住基システム等の基幹システムからデータ取り込み、及びゼンリン地図と連携した支援

システムの導入。 

 

 

自主防災組織が管轄する地域ごとに名簿を地図に落とし込んでいる。また、避難支援の

程度を段階分け（A～C）している。区分けは下記の通り。 

A：誰かの援助がないと避難できない。 

B：誰かの誘導があれば、一緒に避難できる。 

C：自分で避難できる。 

  

地図による取組 

栃木県宇都宮市 

兵庫県芦屋市 

静岡県清水町 
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【取組の概要】 

 避難行動要支援者名簿の情報の中に一定の基準に基づく分類の紐づけを行い、発災時に

配布する際に迅速かつ正確な実施ができるような取組。 

 

【具体的な取組事例】 

《広島県広島市》 

＜取組内容＞ 

本市では、避難行動要支援者名簿に民生区名や小学校区名、地区社会福祉協議会名（そ

れぞれ約 100 地区）の情報を追加することで、地域ごとに避難行動要支援者名簿を分割で

きるようにしており、これにより、各地域の避難支援等関係者（民生委員・児童委員、町

内会・自治会、自主防災組織、地区社会福祉協議会など）に対して必要最小限の名簿情報

を提供することを可能としている。また、避難行動要支援者名簿登録者の一人一人に、住

基記録システムで個人を識別するための番号と紐付けした管理番号を割り振っており、死

亡や転居等の情報管理を行う際に役立てている。 

＜取組のきっかけ・経緯＞ 

平成 28年度から避難行動要支援者名簿の登録対象者の範囲を拡大したこと。 

 

【実施団体例】 

 

名簿の印刷時に対象者を住所順で出力することで、自治会で共有しやすくしている。ま

た、年に３回程度避難支援等関係者が保有する名簿を更新することで、新しい情報を保つ

ようにしている。避難支援等関係者との共有名簿を活用しやすいように、民生委員のエリ

アごと、自治会のエリアごと、警察署の管轄エリアごとに出力することとし、不必要な個

人情報流出防止のため、このような出力をしている。 

 

 

  

分類をすることで配布しやすくする取組 

和歌山県和歌山市 
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（３）本人同意を得るための取組 

【取組指針Ｐ20～22】 

 

【取組の概要】 

 郵送による意向確認を行う際に、制度の仕組や受けられる支援等が記載された文書を同

封し、制度について十分な理解を得ていただき、そのメリットを把握してもらうことで、

より多くの同意を得られるようにする取組。 

 

【具体的な取組事例】 

《愛知県豊田市》 

＜取組内容＞ 

住基情報をもとに、対象者宅へ直接同意確認書を郵送している。その際「名簿制度の案

内ちらし」や「よくある質問」を同封し同意につながるよう取組んでいる。 

また、1年おきに、不同意者や未返信者に対して同意確認を行い、同意者を確保できるよう

進めている。平成 28 年 10 月末時点で、対象者約 7,500 人中約 6,000 人が同意している

（同意率 80％）なお、ちらしの詳細は以下のとおりである。 

○掲載項目 

  ・制度目的 

  ・具体的な対象者の要件 

  ・名簿に掲載する内容 

  ・名簿の提供先 

  ・個人情報の取扱い 

  ・名簿を活用した支援のイメージ 

  ・地域支援者の目的と役割 

  ・自助、共助、公助の取組 

 ○よくある質問の例 

  ・同意確認の方法 

  ・同意すれば必ず支援してもらえるか 

  ・個人情報の取扱いの不安 

  ・同意後の支援内容 

  

郵送による意向確認の際に制度説明を同封する取組 
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＜チラシ＞ 
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【取組の概要】 

 一度、意向確認をしたのちに、一定の期間ごとに繰り返し、郵送によって意向確認を行

う取組。 

 

【具体的な取組事例】 

《島根県浜田市》 

＜取組内容＞ 

○郵送による意向確認 

 避難行動要支援者名簿に登録された対象者へは、避難支援等関係者への情報提供の意向

確認を郵送で行っている。対象者には、郵送した「浜田市避難行動要支援者名簿外部提供

等同意書」の『同意します』『同意しません（照会は毎年してください）』『同意しません（今

後の照会は不要です）』のいずれかを選択後、返信用封筒を使って返送していただいている。 

『同意しません（照会は毎年してください）』を選択した方と、『返送が無い方』へは年 1

回の意向確認を行っている。『同意しません（今後の照会は不要です）』を選択した方へも、

一定年数経過後に確認を行う予定である。 

○障害者手帳取得時などの意向確認 

 障害者手帳取得や更新時などに、窓口で、「浜田市避難行動要支援者名簿外部提供等同意

書」による意向確認を行っている。これは、制度内容などを対象者に直接説明することが

でき、理解していただきやすくなるので行っている。 

 

  

不同意者に定期的な再調査をする取組 
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＜同意書＞ 
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【実施団体例】 

 

身体障害者手帳１級、２級、療育手帳Ａ１、Ａ２、精神保健福祉手帳 1 級を新たに取得

した方やそれらの手帳を持って転入した方で名簿に未登録の方に対して、手帳交付のタイ

ミング等に合わせ個別に郵送にて名簿登録の案内を行っている。また、案内済だが不同意

者の方に対しても定期的（１年に１回程度）に再度確認として名簿登録の案内を行う予定。 

 

 

年に一度、それまでの不同意者に対し、郵送にて同意とするかどうかの確認を取ってい

る。新規の名簿登載者に対しては、郵送にて、「不同意の申し出をするか」及び「施設入所 

や家族同居等の為、対象外とするか」を確認している。 

 

 

 

同意調査は年に一回実施しているが、新規対象者のほか、過去の調査で不同意・未提出

だった者に対しての再調査を同時に実施している。再調査については、調査年度から３年

前の不同意者に対して毎年実施するようにしている。 

 

 

定期的に不同意者や未返信者に対して同意確認を行い、同意者を確保できるよう進めて

いる。 

 

 

 

  

栃木県下野市 

千葉県習志野市 

神奈川県大和市 

愛知県豊田市 
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【取組の概要】 

 まず、郵送によって意向確認をしたのち、各地方公共団体ごとの基準に基づいて個別訪

問をし、より効率的な訪問調査を行う取組。 

 

【具体的な取組事例】 

《栃木県高根沢町》 

＜取組内容＞ 

平成 23年度地域支え合い体制づくり事業費補助金を活用し、災害時要援護者名簿管理シ

ステムを導入。以前から町社会福祉協議会で把握していた独居高齢者・高齢者のみの世帯

の情報管理システムに上乗せする形で、町が把握する要介護者・障害者の情報も加えた要

援護者について、災害発生時に何らかの支援を必要とする方々の台帳を管理し、地域の支

援者や関係機関の協力を得ながら支援活動が円滑に進められるよう体制を整備することと

した。 

＜取組のきっかけ・経緯＞ 

東日本大震災においては、本町でも建物の倒壊など甚大な被害を受けた。これを機に、

地域における要援護高齢者や障害者等の情報を管理し、災害が発生し、避難が必要な時に、

地域住民の協力を得ながら安全に避難誘導、安否確認をするための体制づくりの必要性が

クローズアップされたことによる。 

要援護者の情報を把握している健康福祉課が主管課となり、要援護者の訪問調査、要援

護者台帳への登録業務については町社会福祉協議会に委託して事業を進めている。 

新たに名簿登録要件になった方全員に、郵送により名簿登録制度ついてお知らせし、登

録の意向を確認している。そこで登録を希望するという回答があった方について、専任の

調査員（要援護者台帳整備業務を町社会福祉協議会に委託しており、「調査員」は訪問調査

のために社協が採用している者で、専門職としての特に資格を持っている方ではない）が

戸別訪問し、詳細な調査を行うとともに、併せて登録された情報を地域の支援者に提供す

ることの同意を得ている。個別訪問することで、制度の理解を得やすく、登録の進捗・本

人の同意に繋がっているものと考えている。 

実際、新たに登録要件に該当する方に郵送で登録の意向を確認するに当たり、登録制度

についてのリーフレットを同封してお知らせしているが、書面だけでは詳細まで理解して

いただくのは難しい方もいる。訪問時に個別に制度についての説明をすることで、内容を

理解したうえで登録するかどうか判断していただける。また、地域の支援者への情報提供

についても、活用方法を理解していただいたうえで同意の可否を確認している。 

 

郵送と訪問による取組 
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＜取組の効果・今後について＞ 

工夫しているところとしては、独居高齢者や高齢者世帯については、民生委員など地域

の支援者からの情報を得ている点である。要介護３以上、身体障害１・２級、精神障害１

級、療育手帳 A の新規登録者については、情報を管理している健康福祉課から「登録の意

向確認」の文書を送付し、登録を希望する方について、社会福祉協議会の訪問員が訪問し、

制度の説明と詳細な調査、支援者への情報提供にかかる同意確認等を行っている。制度開

始当初、この手順を経ずに、健康福祉課からの情報を基に社会福祉協議会の訪問員が訪問

しており、個人情報漏えいではないかとの問題に発展してしまった事例があったため、ま

ず情報を管理している健康福祉課が趣旨の説明をし、意向を伺ったうえで訪問するという

手順になった。 

また、登録後の対応として、登録した情報は、平時の見守りに活用していただくために、

台帳に登録されている詳細な情報を各担当地区の民生委員に提供している。また、基本的

な情報を名簿として警察署と消防署に提供している。登録者本人には、登録情報を入れた

「緊急情報キット」を配布し、緊急時に備えて保管していただくとともに、災害時の避難

の際にも携帯していただくようお願いしている。 

 要援護者登録制度の本来の目的は、地域の支援者の協力を得て災害弱者の支援にあたる

ことだと思うが、本町は自治会の加入率が低く、地域との連携体制の整備が最も大きな課

題となっている。 

今後については、現在の名簿管理システムは住民情報と連動していないため、登録者等

の異動の反映が手作業であり、最新の情報にしておくことが困難な状況である。このあた

りのシステムのバージョンアップが必要であると感じている。さらに、地図情報との連動

も、局地的な災害等には有効であることから、こちらも取り組む必要があるのではないか

と思っている。 
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＜チラシ＞ 
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【実施団体例】 

 

各地域会から提供された避難行動要支援者情報を元に訪問し、名簿を作成して関係機関

に提供すること等を説明した。また避難支援者についても訪問し、避難支援に当たって、

強制的なものではなく、自分の命を最優先で守り、安全を確保した後に支援を行うもので

あることを説明した。 

 

 

65歳以上の住民で、身体障害者の方や独居の方を訪問して、説明する。対象者に書類を

郵送するだけでは、理解を得ることは難しく登録に至らない。直接会うことで、行政側の

住民把握にも繋がる。 

 

 

要支援者と思われる方を対象に、通知により「災害発生時に支援を必要とするか？」「情

報開示に同意していただけるか？」を確認し、同意確認ができた方のお宅を区役員が訪問

し、登録様式への記入等の作業を行い、名簿登録を行う。登録様式にも同意確認の書名欄

を設け情報開示の同意確認を行う。 

 

 

郵送にて同意書を発送し、同意の有無を記入後返信いただく。同意の有無が不明確な場

合は、電話等で確認する。 

 

 

平成 28年 11月に避難行動要支援者を対象に本人同意を確認するためのダイレクトメー

ルを発送。平成 29 年１月末より、他課の職員の協力を得て、訂正分、未回収分について、

訪問による、回収等を実施。 

 

 

役場職員が集落の全戸訪問を年１回行い、該当者には一人ずつ丁寧に事業の説明をして

同意をとる様にしている。 

  

北海道泊村 

茨城県美浦村 

山梨県笛吹市 

奈良県奈良市 

奈良県吉野町 

鳥取県若桜町 
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福祉部局が避難行動要支援者（要配慮者）に対して、制度の趣旨及び避難支援等関係者

への名簿情報の提供について、「避難支援者への情報提供に関する同意書」をもって同意確

認を行う。なお、重度の認知症や障がい等により本人の意思確認が困難な場合は、親権者

や法廷代理人等からの同意をもって本人の同意に替える。同意書は郵送にて提出していた

だくよう通知する。返送のない方には、個別に対応し状況把握をする。避難支援等関係者

にも制度説明し、周知を図る。 

 

 

毎年新規対象者に対してダイレクトメールによって、調査票を送付している。調査票の

中で同意確認をとることとしているが、未返信者が多く、その場合は、職員によって電話

でのききとりや訪問するなどの追跡調査を実施している。 

 

  

高知県大豊町 

福岡県北九州市 
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【取組の概要】 

 避難行動要支援者に該当する者、もしくは、該当しうる者に対して郵送による意向確認

を行う取組。 

 

【実施団体例】 

 

避難行動要支援者の避難支援制度について、毎年１回、対象となる方に郵送により案内

を実施。制度の利用を希望する方については、意思確認のため、平時からの避難支援等関

係者への名簿提供についての同意書（郵送時同封）を返信用封筒（郵送時同封）で返送し

てもらうことで、本人の同意確認を行っている。この際に、回答がなく本人の同意確認が

行えなかった場合には、次年度の案内時に再度郵送による意思確認を行っている。 

 

 

手上げ方式による名簿作成でなく、福祉部局等で保有する情報を基に仮名簿を作成し、

その後に名簿登載者（本人）への登録届出及び同意（意思確認）等を取っている。意思確

認とは、以下の３つから意思を示してもらうことである。 

 ①平常時の避難支援関係者への名簿情報提供についての同意 

 ②平常時の避難支援関係者への名簿情報提供についての不同意 

 ③名簿からの登載削除 

上記①②の意思表示をもって、本人より個人情報（氏名、生年月日、性別、住所、障がい

種別の内容、緊急連絡先等）を記載した届出を受ける。なお、仮名簿登載者に対しては、

郵便により上記に係る書類を送付している。 

 

 

平成 27 年度、地域防災計画に定める避難行動要支援者のうち、76 歳以上の約１万人に

対し、制度の周知文書と事前提供同意書を返信用封筒付きで送付した。未送付の要支援者

に対しても、順次送付していく予定。 

  

郵送調査による取組 

北海道岩見沢市 

岩手県大槌町 

埼玉県熊谷市 
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毎年６月を登録・更新の強化月間として位置づけ取組を行っている。更新された名簿を

もとに登録されていない要配慮者への個別通知を防災訓練前に行っている。 

 

 

名簿登録対象者には、要支援者名簿に登録させる旨の通知を行い、同封の同意書及び返

信用封筒を用いて、平時から地域の避難支援関係機関に対して名簿情報を提供することの

同意を得ている。 

※通知時期は１年に２回の名簿データ作成時であり、新しく登録要件を満たす方だけで

なく、返事をいただいていない方へも引き続き制度の案内・名簿情報を提供することの同

意を確認している。 

 

 

平成27年度に、避難行動要支援者全員に対し同意確認書及び返信用封筒を郵送し、また、

平成 28年度は、新たに避難行動要支援者となった方全員に対し同意確認書及び返信用封筒

を郵送し、同意確認を行った。 

 

 

避難行動要支援者名簿登録者で、避難支援等関係者への情報提供について本人の同意が

得られていない方に対して、同意確認書を郵送し、同意・不同意の意向を記入の上、返送

用封筒にて返送してもらう。今年度同意確認書発送対象者は新規名簿登録者及び前年度ま

での同意確認書未回答者 3,214人と前年度までの不同意者 516名の合計 3,730人。 

不同意者に対しては、２～３年に１度同意確認書を発送する予定であったが、前回（平成

27 年 10 月）発送した後熊本地震が発生したため、地震の影響も考慮し、今年度も意思確

認を行うこととした。 

 

  

神奈川県開成町 

愛知県半田市 

兵庫県尼崎市 

熊本県八代市 
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【取組の概要】 

 窓口で障害者手帳の交付を受けた人に名簿の説明を行い、本人同意の確認を行う取組。 

 

【実施団体例】 

 

新たに要介護認定を受けたり、障害者手帳を交付された人等を対象として、名簿説明チ

ラシ、同意不同意確認書及び返信用封筒を同封したダイレクトメールを毎年送付している。

また、障害福祉課の窓口で重度の障害者手帳の交付を受けた人に名簿の説明を行い、本人

同意の確認を行っている。 

 

 

障害者手帳取得時、対象者へ「避難行動要支援者名簿外部提供同意書」の記入を窓口で

依頼する。 

 

 

【取組の概要】 

制度の内容への質問や、個別計画の作成について相談があった場合は、個別に対応を行

う取組。 

 

【実施団体例】 

 

災害時避難行動要支援者制度を毎月月初に更新し、新たに名簿に掲載された者に対して

制度の案内パンフレットと制度への登録（情報提供の同意及び個別計画の作成）案内をし

ている。また、制度の内容への質問や、個別計画の作成について相談があった場合は、個

別に対応を行っている。 

 

  

窓口における取組 

相談対応に関する取組 

群馬県高崎市 

島根県浜田市 

滋賀県彦根市 
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【取組の概要】 

広報媒体を利用し、同意に関する情報を発信することで同意の促進を図る取組。 

 

【実施団体例】 

 

ホームページや広報紙に、災害時要援護者避難支援制度へ登録する場合、個人情報が避

難支援等関係者に情報提供されることに同意することが条件となっていることを掲載し、

周知している。 

 

 

広報及び改正後災害対策基本法に位置付けられる対象者宛個人通知に、同意の必要性に

ついて、記載している。 

 

  

広報媒体を利用した取組 

埼玉県春日部市 

愛知県豊明市 

【参考】 

「災害対策基本法等の一部を改正する法律による改正後の災害対策基本法等の運用に 

ついて」（抄） 

（平成 25年６月 21日付け府政防第 559号、消防災第 246号、社援総発 0621第１号） 

第一 災害対策基本法の一部改正関係 

Ⅳ 災害予防 

５ 避難行動要支援者名簿（法第 49条の 10から第 49条の 13まで関係） 

（３）名簿の利用及び提供（法第 49条の 11関係） 

  ② 平常時における名簿情報の外部提供（第 2項） 

   エ）条例による特例措置 

     本項に基づく名簿情報の事前提供は、本人同意を前提としているが、より積極的

に避難支援を実効あるものとする等の観点から、自治体が条例で特に定める場合に

ついては、同意を要しないこととした。 

このような特例措置としては、外部提供について同意を不要とする旨を条例上明

文で根拠を設けてある場合のほか、「個人情報保護審議会の意見を聴いて、公益上

の必要があると認めたとき」のように、個人情報保護条例上の他の規定を根拠とす

る場合についても、本項にいう「条例に特別の定めがある場合」に該当する。 
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【取組の概要】 

本人同意を前提としているが、より積極的に避難支援を実効あるものとする等の観点か

ら、地方公共団体が条例で特に定めることで、同意を要しないこととする取組。 

 

 

 

○石狩市避難行動要支援者名簿に関する条例 

平成 27 年 12月 17日条例第 37 号 

 

（名簿情報の提供） 

第４条 市長は、災害の発生に備え、避難支援等関係者に対し、避難支援等（石狩北部地

区消防事務組合にあっては、消防組織法（昭和 22 年法律第 226 号）第１条に規定する

任務を含む。第６条及び第７条において同じ。）の実施に必要な限度で、前条第１項の規

定により作成した避難行動要支援者名簿に記載し、又は記録された情報（以下「名簿情

報」という。）を提供するものとする。 

 

２ 前項の規定にかかわらず、市長は、避難行動要支援者が、規則で定める方法により名

簿情報の提供について同意しない旨を申し出たときは、当該避難行動要支援者に係る名

簿情報を提供することができない。 

 

３ 市長は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、避難行動要支援者

の生命又は身体を災害から保護するために特に必要があると認めるときは、避難支援等

関係者その他の者に対し、避難支援等の実施に必要な限度で、名簿情報を提供すること

ができる。この場合において、前項の規定は、適用しない。 

 

 

  

条例による取組 

北海道石狩市 
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石狩市避難行動要支援者名簿に関する条例施行規則 

平成 27年 12月 28日規則第 45号 

 

（名簿情報の提供に係る不同意の方法） 

第３条 条例第４条第２項の規則で定める方法は、本人又はその代理人が、市長に対し、

避難行動要支援者名簿情報提供不同意申出書（別記第１号様式）により申し出る方法と

する。 

 

２ 条例第４条第２項の規定により、避難支援等関係者（条例第２条第３号に規定する避

難支援等関係者をいう。）への名簿情報（条例第４条第１項に規定する名簿情報をいう。

以下同じ。）の提供について同意しない旨を申し出た者が、当該申出を撤回しようとする

ときは、本人又はその代理人が、市長に対し、避難行動要支援者名簿情報提供不同意撤

回申出書（別記第２号様式）により申し出なければならない。 
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避難行動要支援者名簿情報提供不同意申出書 

 

  年  月  日   

 

石狩市長  様 

 

 私は、石狩市避難行動要支援者名簿に関する条例第４条第２項の規定に基づき、災害の

発生に備えるため、平常時の名簿情報の提供に同意しない旨を申し出ます。 

 

１ 申出者（本人） 

ふりがな  
性 

別 
男・女 

氏  名 
 

生年月日  

住  所 
石狩市 

連 絡 先 
電 話 番 号  

ＦＡＸ番号  

 

２ 代理人（代理人が申し出る場合のみ記載願います。） 

ふりがな  
本人との

関 係 

本人からみて 

氏  名 
  

住  所 

□ 申出者（本人）と同居 

□ 申出者（本人）と別居（下欄に記入願います。） 

 

連 絡 先 
電 話 番 号  

ＦＡＸ番号  

備考 

 １ 住所の欄は、建物名、部屋番号等まで記入願います。 

 ２ 代理人が申し出る場合は、代理人であることを証する書類の写しの添付を求める

場合があります。 
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避難行動要支援者名簿情報提供不同意撤回申出書 

 

  年  月  日   

 

石狩市長  様 

 

 私は、石狩市避難行動要支援者名簿に関する条例第４条第２項の規定に基づき、災害の

発生に備えるため、平常時の名簿情報の提供に同意しない旨を申し出ておりましたが、こ

れを撤回する旨を申し出ます。 

 

１ 申出者（本人） 

ふりがな  
性 

別 
男・女 

氏  名 
 

生年月日  

住  所 
石狩市 

連 絡 先 
電 話 番 号  

ＦＡＸ番号  

 

２ 代理人（代理人が申し出る場合のみ記載願います。） 

ふりがな  
本人との

関 係 

本人からみて 

氏  名 
  

住  所 

□ 申出者（本人）と同居 

□ 申出者（本人）と別居（下欄に記入願います。） 

 

連 絡 先 
電 話 番 号  

ＦＡＸ番号  

備考 

 １ 住所の欄は、建物名、部屋番号等まで記入願います。 

 ２ 代理人が申し出る場合は、代理人であることを証する書類の写しの添付を求める

場合があります。  
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○千葉市避難行動要支援者名簿に関する条例（抄） 

平成 25 年 12月 19日条例第 40 号 

 

（名簿情報の提供） 

第５条 市長は、災害の発生に備え、避難支援等の実施に必要な限度で、避難支援等関係

者に対し、前条第１項の規定により作成した避難行動要支援者名簿に記載し、又は記録

された情報（以下「名簿情報」という。）を提供するものとする。 

 

２ 前項の規定にかかわらず、市長は、避難行動要支援者が、規則で定める方法により、

名簿情報の提供の拒否を申し出たときは、当該避難行動要支援者に係る名簿情報の提供

をすることができない。 

 

３ 市長は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、避難行動要支援者

の生命又は身体を災害から保護するために特に必要があると認めるときは、避難支援等

の実施に必要な限度で、避難支援等関係者その他の者に対し、名簿情報を提供すること

ができる。この場合において、前項の規定は、適用しない。 

 

  

千葉県千葉市 
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○我孫子市避難行動要支援者名簿に関する条例（抄） 

平成 27 年３月 24日条例第６号 

 

（名簿情報の提供） 

第５条 市長は、災害の発生に備え、避難支援等の実施に必要な限度で、避難支援等関係

者に対し、名簿情報を提供するものとする。 

 

２ 前項の規定にかかわらず、市長は、避難行動要支援者が、規則で定める方法により、

名簿情報の提供の拒否を申し出たときは、当該避難行動要支援者に係る名簿情報の提供

をすることができない。 

 

３ 市長は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、避難行動要支援者

の生命又は身体を災害から保護するために特に必要があると認めるときは、避難支援等

の実施に必要な限度で、避難支援等関係者その他の者に対し、名簿情報を提供すること

ができる。この場合において、前項の規定は、適用しない。 

 

○我孫子市避難行動要支援者名簿に関する条例施行規則（抄） 

平成 27 年３月 31日規則第 18 号 

 

（名簿情報の提供の拒否） 

第５条 条例第５条第２項の規則で定める方法は、避難行動要支援者又はその代理人が、

我孫子市避難行動要支援者名簿情報提供拒否申出書（様式第５号）を市長に提出する方

法とする。 

 

２ 前項の申出書を提出した避難行動要支援者又はその代理人は、当該申出を撤回しよう

とするときは、我孫子市避難行動要支援者名簿情報提供拒否撤回届出書（様式第６号）

により市長に届け出なければならない。 

  

千葉県我孫子市 
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様式第５号（第５条関係） 

 

我孫子市避難行動要支援者名簿情報提供拒否申出書 
 

    年  月  日 

我孫子市長あて 

 

 私は、避難支援等関係者に対し、平常時において避難行動要支援者名簿の情

報を提供されることを拒否します。 
 

１ 名簿登録者 

ふりがな  
性別 男 ・ 女 

氏  名  

生年月日 明・大・昭・平      年   月   日 

住所又は居所 我孫子市 

連 絡 先 

電話 
自宅  

携帯  

ＦＡＸ  

メール  

 

２ 代理人（代理人が申出をする場合に、記載すること。） 

ふりがな  

氏  名  

名簿登録者 

と の 関 係 
（名簿登録者から見た関係） 

住  所  

連 絡 先 

電話 
自宅  

携帯  

ＦＡＸ  

メール  

 ※ 代理人による申出の場合、連絡は全て代理人を通じて行います。 
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様式第６号（第５条関係） 

 

我孫子市避難行動要支援者名簿情報提供拒否撤回届出書 
 

    年  月  日 

我孫子市長あて 
 

 私は、避難支援等関係者に対し、平常時において避難行動要支援者名簿の情

報を提供されることについて拒否の申出をしました

が、避難支援等関係者への提供が必要となったため、

拒否の申出を撤回します。 
 
１ 名簿登録者 

ふりがな  

性別 男 ・ 女 
氏  名 

 

生年月日 明・大・昭・平       年   月   日 

住所又は居所 我孫子市 

連 絡 先 

電話 
自宅  

携帯  

ＦＡＸ  

メール  

 
２ 代理人（代理人が届出をする場合に、記載すること。） 

ふりがな  

氏  名 
 

名簿登録者 

と の 関 係 
（名簿登録者から見た関係） 

住  所  

連 絡 先 

電話 
自宅  

携帯  

ＦＡＸ  

メール  

 ※ 代理人による届出の場合、連絡は全て代理人を通じて行います。 
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○渋谷区震災対策総合条例（抄） 

平成８年３月 29 日条例第 19号 

第七節 災害時要援護者の援護 （節名改正…18年 47号） 

（災害時要援護者の援護） 

第 36条 区長は、震災発生時に災害時要援護者を救助し、又は援護する体制が地域におい

て整備されるよう、必要な助成及び助言を行わなければならない。 （一部改正…18年

47号・25年９号） 

 

２ 区長は、災害時要援護者が被災した場合において、必要と認めるときは、区立福祉施

設等の介護可能な施設で、当該災害時要援護者に対し、適切な援護を行わなければなら

ない。 （一部改正…18年 47号） 

 

３ 区長は、第１項に規定する体制の整備又は前項の援護を行うため、災害時要援護者に

係る個人情報（渋谷区個人情報保護条例（平成元年渋谷区条例第 40号。以下「保護条例」

という。）第２条第１号に規定する個人情報をいう。以下同じ。）のうち区規則で定める

ものについて、保護条例第14条第２項の規定により目的外利用をし、又は自主防災組織、

消防団、消防署、警察署及び民生委員（以下これらを「自主防災組織等」という。）並び

に区規則で定めるものに対して、保護条例第 15条第２項の規定により外部提供をし、必

要な個人情報を共有させることができる。 （追加…18年 47号） 

 

４ 区長は、第１項の規定による救助又は援護を行うため、震災対策基礎調査（区内の全

建築物を対象に実施した建築物の倒壊危険度及び危険箇所を明らかにする調査をいう。）

に基づく建築物の個別情報（区規則で定める倒壊危険度の建築物に係るものに限る。以

下同じ。）を、自主防災組織等及び区規則で定めるものに対して、提供することができる。

この場合において、区長は、当該個別情報に個人情報に該当するものが含まれるときに

ついても、当該個人情報を自主防災組織等及び区規則で定めるものに対して、保護条例

第 15条第２項の規定により外部提供をすることができる。 （追加…18年 47号） 

 

東京都渋谷区 
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○渋谷区震災対策総合条例施行規則（抄） 

平成８年３月 29 日規則第 23号 

 

（災害時要援護者の援護） 

第 26条  

３ 条例第 36条第３項の規定により、目的外利用をし、又は外部提供をし、共有させるこ

とができる個人情報のうち区規則で定めるものは、次のとおりとする。ただし、区内在

住の単身世帯者で、介護保険法（平成９年法律第 123 号）に基づく要介護二以上の要介

護認定を受けているもの又は身体障害者福祉法（昭和 24年法律第 283号）第 15条第４

項の規定による身体障害者手帳の交付を受けているもの（視覚障害、下肢障害又は体幹

障害の障害程度がそれぞれ二級以上のものに限る。）の個人情報に限る。 （本項追加…

19年 36号） 

一 氏名 

二 住所 

三 生年月日 

四 性別 

五 連絡先 

六 身体の状況 

 

４ 条例第 36条第３項の規定により、個人情報について外部提供をし、共有させることが

できる相手方として区規則で定めるものは、次に掲げる者とする。 （本項全部改正…

28年 15号） 

 

一 災害対策基本法（昭和 36年法律第 223号）第 42条の規定により作成された渋谷区

地域防災計画で定める二次避難所である福祉施設の管理者 

 

二 介護保険法（平成９年法律第 123号）第 117条の規定により作成された渋谷区介護

保険事業計画で定める地域包括支援センターの管理者 
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三 老人福祉法（昭和 38年法律第 133号）第 20条の８の規定により作成された渋谷区

高齢者保健福祉計画で定めるセーフティネット見守りサポート事業の安心見守りサポ

ート協力員 
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○茅野市災害に強い支え合いのまちづくり条例（抄） 

平成 27 年３月 30日条例第１号 

 

第５章 避難行動湯支援者に対する支援 

 

（名簿情報の提供） 

第 22条 市は、災害の発生に備え、避難支援等の実施に必要な限度で、長野県警察、諏訪

広域消防、民生委員法（昭和 23年法律第 198号）に定める民生委員（以下「民生委員」

という。）、社会福祉法人茅野市社会福祉協議会、自主防災組織その他避難支援等の実施

に携わる関係者として規則で定めるもの（以下「避難支援等関係者」という。）に対し、

避難行動要支援者名簿に記載された情報（以下「名簿情報」という。）を提供するものと

する。この場合において、長野県警察、諏訪広域消防及び民生委員へ提供する場合に限

り、名簿情報を提供することについて本人（当該名簿情報によって識別される特定の個

人をいう。次項において同じ。）の同意を得ることを要しないものとする。 

 

２ 前項後段の規定にかかわらず、市は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合

において、避難行動要支援者の生命又は身体を災害から保護するために必要があると認

めるときは、本人の同意を得ることなく避難支援等関係者へ名簿情報を提供することが

できる。 

  

長野県茅野市 
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○津市避難行動要支援者名簿情報の提供に関する条例（抄） 

平成 27 年６月 25日条例第 31 号 

（名簿情報の提供） 

第３条 市長は、災害の発生に備え、避難支援等の実施に必要な限度で、津市地域防災計

画の定めるところにより、避難支援等関係者に対し、名簿情報を提供するものとする。

ただし、次に掲げる場合を除き、名簿情報を提供することについて本人（当該名簿情報

によって識別される特定の個人をいう。）の同意が得られない場合は、この限りでない。 

 

（１）避難行動要支援者が当該名簿情報の提供に関し、規則で定めるところにより拒否の

申出をしていない場合 

 

（２）前号の拒否の申出をした場合であっても、津市防災会議において、避難支援等の実

施のために名簿情報の提供が必要であると認める場合 

 

（３）第１号の拒否の申出をした場合であっても、津市情報公開・個人情報保護審査会の

意見を聴いて、市長が避難支援等の実施を支援するために名簿情報の提供が必要であ

ると認める場合 

 

○津市避難行動要支援者名簿情報の提供に関する条例施行規則（抄） 

平成 27 年６月 30日規則第 39 号 

 

（名簿情報の提供に係る拒否の申出等） 

第２条 条例第３条第１号の拒否の申出（次項において「拒否申出」という。）は、避難行

動要支援者又はその代理人（以下「避難行動要支援者等」という。）が、避難行動要支援

者名簿情報提供拒否申出書（第１号様式）を市長に提出することにより行うものとする。 

 

２ 避難行動要支援者等は、拒否申出を撤回しようとするときは、避難行動要支援者名簿

情報提供拒否申出撤回申出書（第２号様式）を市長に提出するものとする。 

  

三重県津市 
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第１号様式（第２条関係） 

 

避難行動要支援者名簿情報提供拒否申出書 

 

年  月  日   

（宛先）津市長 

（〒      ）   

住 所           

申出人 氏 名         ㊞ 

電 話           

避難行動要支援者との続柄  

 

  

津市避難行動要支援者名簿情報の提供に関する条例施行規則第２条第１項の規定によ

り、避難支援等関係者に対し、名簿情報を提供することについて拒否の申出をします。 

 

ふりがな  

性 別 男・女 
氏  名 

 

生年月日 年   月   日 

住  所 
 

 

自治会名 
 

連

 

絡

 

先 

自宅電話番号  携帯電話番号 
 

F A X 番 号  

メールアドレス  
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第２号様式（第２条関係） 

 

避難行動要支援者名簿情報提供拒否申出撤回申出書 

 

年  月  日   

（宛先）津市長 

（〒      ）   

住 所           

申出人 氏 名         ㊞ 

電 話           

避難行動要支援者との続柄  

 

 

    年  月  日付けで避難支援等関係者に対し、名簿情報を提供することに

ついて拒否の申出をしましたが、津市避難行動要支援者名簿情報の提供に関する条例施

行規則第２条第２項の規定により、拒否の申出に係る撤回の申出をします。 

 

ふりがな  

性 別 男・女 
氏  名 

 

生年月日 年   月   日 

住  所 
 

 

自治会名 
 

連

 

絡

 

先 

自宅電話番号  携帯電話番号 
 

F A X 番 号  

メールアドレス  
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○箕面市災害時における特別対応に関する条例（抄） 

平成 24 年３月 28日条例第１号 

 

（避難支援等のための体制整備等） 

第６条の２ 市長は、災害の発生に備え、避難行動要支援者名簿（災害対策基本法第 49条

の 10 第１項に規定する避難行動要支援者名簿をいう。）に記載し、又は記録された情報

（拒否を申し出た者の情報を除く。次項において「名簿情報」という。）を避難支援等関

係者（同法第49条の11第２項に規定する避難支援等関係者をいう。次項において同じ。）

に提供するものとする。 

 

２ 避難支援等関係者は、名簿情報を提供された者の避難支援等（災害対策基本法第 49条

の 10 第１項に規定する避難支援等をいう。）が円滑に実施されるようにするため、当該

名簿情報を利用して、必要な体制の整備又は事業若しくは活動をすることができる。 

  

大阪府箕面市 
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○明石市避難行動要支援者名簿情報の提供に関する条例（抄） 

平成 28 年３月 24日条例第６号 

 

（名簿情報の提供） 

第３条 市長は、災害の発生に備え、法第 49条の 11第２項の規定により、避難支援等の

実施に必要な限度で、避難支援等関係者に対し、名簿情報を提供するものとする。この

場合においては、名簿情報を提供することについて避難行動要支援者の同意を得ること

を要しない。 

 

２ 前項の規定にかかわらず、市長は、避難行動要支援者が、規則で定める方法により、

名簿情報の提供の拒否を申し出たときは、当該避難行動要支援者に係る名簿情報を提供

することができない。 

 

３ 市長は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、避難行動要支援者

の生命又は身体を災害から保護するために特に必要があると認めるときは、法第 49条の

11第３項の規定により、避難支援等の実施に必要な限度で、避難支援等関係者その他の

者に対し、避難行動要支援者の同意を得ることなく、名簿情報を提供することができる。 

 

 

○明石市避難行動要支援者名簿情報の提供に関する条例施行規則（抄） 

平成 28年８月 15日規則第 49号 

（名簿情報の提供に係る拒否の申出等） 

第５条 市長は、避難支援等関係者に名簿情報を提供する前に、避難行動要支援者に対し、

名簿情報の提供の拒否を申し出る機会を与えなければならない。 

 

２ 条例第３条第２項に規定する規則で定める方法は、避難行動要支援者又はその代理人

（以下「避難行動要支援者等」という。）が、避難行動要支援者名簿情報提供拒否申出書

（様式第１号）を市長に提出する方法とする。 

兵庫県明石市 
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３ 避難行動要支援者等は、条例第３条第２項の規定による拒否の申出を撤回しようとす

るときは、避難行動要支援者名簿情報提供拒否申出撤回申出書（様式第２号）を市長に

提出しなければならない。 
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様式第１号（第５条関係） 
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様式第２号（第５条関係） 
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○宮崎市避難行動要支援者名簿に関する条例（抄） 

平成 27 年３月 20日条例第５号 

 

（名簿情報の提供） 

第３条 市長は、法第 49条の 11第２項の規定により、避難支援等関係者に対し、名簿情

報を提供するものとする。この場合においては、名簿情報を提供することについて避難

行動要支援者の同意を得ることを要しない。 

 

２ 前項の規定にかかわらず、市長は、避難行動要支援者が、規則で定める方法により、

名簿情報の提供の拒否を申し出たときは、当該避難行動要支援者に係る名簿情報を提供

しないものとする。 

 

 

○宮崎市避難行動要支援者名簿に関する条例施行規則（抄） 

平成 27 年３月 31日規則第 15 号 

 

（名簿情報の提供を拒否する方法等） 

第２条 条例第３条第２項の規則で定める方法は、本人又はその代理人が、市長に対し、

避難行動要支援者名簿情報提供拒否申出書（様式第１号）を提出する方法とする。 

 

２ 条例第３条第２項の規定により、避難支援等関係者への名簿情報の提供の拒否の申出

をした者が、当該申出を撤回しようとするときは、本人又はその代理人が、市長に対し、

避難行動要支援者名簿情報提供拒否撤回申出書（様式第２号）を提出しなければならな

い。 

 

宮崎県宮崎市 
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様式第１号 
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○都城市避難行動要支援者名簿に関する条例（抄） 

平成 28 年 12月 26日条例第 48 号 

 

(名簿情報の提供) 

第５条 市長は、法第 49条の 11第２項の規定により、避難支援等関係者に対し、名簿情

報を提供するものとする。この場合において、名簿情報を提供することについて避難行

動要支援者の同意を得ることを要しない。 

 

２ 前項の規定にかかわらず、市長は、避難行動要支援者が規則で定める方法により、名

簿情報の提供の拒否を申し出たときは、当該避難行動要支援者に係る名簿情報を提供し

ないものとする。 

 

 

都城市避難行動要支援者名簿に関する条例施行規則（抄） 

平成 28年 12月 26日規則第 55号 

 

(名簿情報の提供を拒否する方法等) 

第２条 条例第５条第２項の規則で定める方法は、本人又はその代理人が、市長に対し、

避難行動要支援者名簿情報提供拒否申出書(様式第１号)を提出する方法とする。 

 

２ 条例第５条第２項の規定により避難支援等関係者への名簿情報の提供の拒否の申出を

した者が、当該申出を撤回しようとするときは、本人又はその代理人が、市長に対し、

避難行動要支援者名簿情報提供拒否撤回申出書(様式第２号)を提出しなければならない。 

  

宮崎県都城市 
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様式第１号（第２条関係） 

 

 都城市長 宛て 

 

避難行動要支援者名簿情報提供拒否申出書 

 

 私は、都城市避難行動要支援者名簿に関する条例第４条第１項の避難行動要支援者名簿

に記載されていることを確認しましたが、避難支援等関係者に対し平常時に名簿情報を提

供されることを拒否するので、同条例第５条第２項の規定により申し出ます。 

 

                  申出日      年   月   日  

 

１ 申出者（本人） 

フリガナ  
性

別 
男・女 

氏 名 
 

生年月日           年    月    日 

住 所 

都城市 

建物名・部屋番号等  

連絡先 

電話 

携帯電話 

 

２ 代理人（代理人が提出する場合のみ記載） 

フリガナ  
本人との 

関  係 

本人から見て 

氏 名 
 

住 所 都城市 

連絡先 電話・携帯 
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様式第２号（第２条関係） 

 

 都城市長 宛て 

 

避難行動要支援者名簿情報提供拒否撤回申出書 

 

 私は、避難支援等関係者に対する名簿情報の提供の拒否を撤回するので、その旨を申し

出ます。 

 

                  申出日      年   月   日  

 

１ 申出者（本人） 

フリガナ  
性

別 
男・女 

氏 名 
 

生年月日           年    月    日 

住 所 

都城市 

建物名・部屋番号等  

連絡先 

電話        

携帯電話 

 

２ 代理人（代理人が提出する場合のみ記載） 

フリガナ  
本人との 

関  係 

本人から見て 

氏 名 
 

住 所 都城市 

連絡先 電話・携帯 
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○日之影町福祉情報の取扱いに関する条例 

平成 28 年９月２日日之影町条例第 12号 

 

（名簿情報の提供） 

第７条 町長は、災害の発生に備え、地域における支え合い活動を推進するために必要が

あると認めるときは、次に掲げる団体、者又は機関（以下「団体等」という。）に対し、

避難行動要支援者名簿に記載された情報（以下「名簿情報」という。）を提供することが

できる。この場合において、第１号から第５号までに規定する団体等へ提供する場合に

限り、名簿情報を提供することについて本人（当該名簿情報によって識別される特定の

個人をいう。以下次項において同じ。）の同意を要しないものとする。 

(１) 民生委員法（昭和 23年法律第 198号）に定める民生委員 

(２) 介護保険法（平成９年法律第 123号）第 115条の 46第３項の地域包括センター 

(３) 社会福祉法（昭和 26年法律第 45号）第 109条第１項の市町村社会福祉協議会 

(４) 警察法（昭和 29年法律第 162号）第 53条第１項の警察署 

(５) 消防組織法（昭和 22年法律第 226号）第９条の消防本部、消防署及び消防団 

(６) 前各号に定めるもののほか、地域における支え合い活動に携わる関係者として規則で

定めるもの 

 

２ 前項の規定による名簿情報の提供は、規則で定めるところにより調整する名簿を書面

で提供することにより行うものとする。 

 

３ 前項の規定にかかわらず、第１項第２号に規定する地域包括センター又は同項第３号

に規定する市町村社会福祉協議会から申出があった場合は、オンライン結合（町長が管

理する電子計算機と町長以外の者が管理する電子計算機その他の機器とを通信回線を用

いて結合し、町長が保有する名簿情報を町長以外の者が随時入手し得る状態にする方法

をいう。）により名簿情報を提供することができる。この場合において、これらの者は、

名簿情報の漏えいの防止その他名簿情報の安全管理を図るために必要な措置を講じなけ

ればならない。 

宮崎県日之影町 
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【取組の概要】 

個人情報保護審査会に名簿作成に伴う個人情報の取扱いを諮問し、本人同意を原則不要

とした取組。 

 

【具体的な取組事例】 

《神奈川県秦野市》 

＜取組内容＞ 

 避難行動要支援者は、「支援がなくては避難ができない方」とされているため、本市の対

象範囲についても介護・障害の区分を「全面的な支援が必要な方や介助者が必要な方」と

し、その対象となる方の情報について、本人同意を得ず、平時から支援者への情報提供に

ついて、諮問している。その後、本人に対する意向確認を行い、そこで提供拒否の意向を

示された方に関しては提供をしていない。精神障害者の方については対象外としている。 

＜取組の効果・今後について＞ 

避難行動要支援者名簿を支援者に提供する前に、名簿掲載に関する拒否確認の通知を送

り、拒否する人は、市に連絡してもらうことにしたが、他の障害者に比べ精神障害者から

の拒否の意思表示が少なかった反面、一部の精神障害者からは名簿に絶対載せないでくれ

という強い意見があった。そのため、秦野市情報公開・個人情報保護審査会から答申を受

けてはいるものの、掲載後に支援者となる自治会・自主防災会・民生委員とトラブルにな

ることを避けるために、精神障害者については、同意方式にした。 

 

  

個人情報保護審査会に諮問する取組 
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＜秦野市個人情報保護条例＞ 
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＜説明資料（避難行動要支援者の避難支援対策手引）＞ 

 

  



 

68 

 

【実施団体例】 

 

名簿作成の準備段階で、町の個人情報保護審査会に名簿作成に伴う個人情報の取扱い（関

係機関への開示等）を諮問し、必要な情報開示であるとの判断をいただき、本人同意を原

則不要として名簿の作成を行った。  

北海道苫前市 
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（４）名簿の更新を効率的に行うための取組 

【取組指針Ｐ19～20】 

 

【取組の概要】 

 システムを用いて、市内部及び関係機関から収集した情報との連携を図ることによって、

より効率的な名簿情報の更新を行う取組。 

 

【具体的な取組事例】 

《岩手県軽米町》 

＜取組内容＞ 

要支援者の情報と地図情報を合わせて管理できるシステムを導入し活用している。具体

的には、地理情報システムというもので、住宅地図上に要支援者や支援者、民生委員、指

定避難場所等のデータを重ねて表示するシステムである。 

＜取組のきっかけ・経緯＞ 

平成 25年３月要支援者担当部署（健康福祉課）が中心となり、防災担当課（総務課）と

協議の上、実施することとした。導入に当たっては、財源の確保が課題となり、財源につ

いては、地域支え合い体制づくり事業費を活用することとした。システムについては、業

者による説明会や随時の相談ができたため、導入をスムーズにすることができた。また、

システム導入前に、近隣の市町村を視察し参考にした。 

＜取組の工夫・効果・今後について＞ 

力を入れた点としては、要支援者担当課、防災担当課及び社会福祉協議会で要支援者の

情報を閲覧・編集できるようにしたことである。また、一人暮らし高齢者を中心とする対

象者の年１回の実態把握を社会福祉協議会へ依頼しており、随時、情報を更新している。

さらに、ID やパスワード管理を行い、住宅地図のみ閲覧することもでき、他の業務でも活

用することができる。システム導入前と比べて、情報の更新・管理がしやすくなり、また、

災害等発生時に名簿や地図をもとに安否確認や避難の促しに活用している。 

課題としては、住基システム等とは連動しておらず、更新は随時、手入力で行っている

状況であること。町の人口、対象者数から考えると、手入力でも可能な範囲ではあるが、

情報の正確さを考えると不安がある。名簿の更新において、一人暮らしの高齢者について

は年１回確認をしているが、その他の対象者については関係機関と連携しながら状況を把

握し、適切な更新に努めていきたい。 

  

システムを使った取組 
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《島根県浜田市》 

＜取組内容＞ 

平成 26年度Ruby導入促進支援補助金を使って開発した避難行動要支援者名簿システム

に、市関係部署及び関係機関から収集した情報（住民基本情報、障がい者情報、介護保険

情報など）を取り込み避難行動要支援者名簿の更新を行っている。 

避難支援等関係者への名簿の一斉更新は年１回とし、名簿の差し替えは、本庁又は各支

所の窓口などや、民生児童委員については地区民児協定例会で行っている。 

要支援者が新たに避難支援等関係者への名簿提供に同意したり、名簿対象者でなくなっ

た場合などには、関係する避難支援等関係者へ加除名簿を随時配布している。 

※加除名簿とは、新規同意者名簿、名簿掲載非該当者名簿(死亡、転出、名簿要件非該当、

同意取下げ者)、市内転居者名簿のことであり、毎月データの更新をしている。 

＜取組の工夫・効果・今後について＞ 

 浜田市の状況にあったオリジナルのプログラムを作成するため、Ruby導入促進支援補助

金を活用することにした。 

また、関係者名簿の更新の際に気を付けていることとしては、個人情報の取扱いに注意

していただくことを関係者へ周知するという点である。 

名簿全体の差し替えは、支援関係者が多いため更新を年１回としている。 

 

 

  



 

71 

 

《愛知県豊田市》 

＜取組内容＞ 

①名簿管理システムの運用 

市区町村（福祉部局）が主体となり、名簿管理システムを活用して、住基異動（死亡、

転出など）や介護認定、障害者手帳の情報を自動抽出できるようにしている。また、抽出

された情報をもとに、名簿提供者に対して変更通知を自動出力できるシステムとなってお

り、毎月定期的名簿の更新を行っている。 

○自動抽出についての詳細 

手順① 以下の項目を各データベースから毎月自動抽出する 

     ・毎月１日時点の住民基本情報（住所、氏名、年齢） 

     ・前月までの住民票異動情報（死亡、転出、転居など） 

     ・介護認定情報 

     ・障害者手帳情報 

 手順② 抽出したデータをシステムに取り込み、対象要件にあてはまる者（対象からは

ずれる者）かどうかを突合作業 

 手順③ システムの突合結果に基づき、同意確認書等の帳票をシステムから自動出力 

 

②居宅訪問等による状況確認 

市から提供された名簿情報をもとに、自治区関係者、民生委員等が対象者宅を訪問し、

詳細の状況確認をしている。居所訪問は地域に任せているため、特に対象者選定等の基準

はない。毎月新しく同意された方の情報を地域に提供しており、その都度可能な範囲で訪

問をお願いしている。住基異動を伴わない転居や訪問入所などは市でも把握することが困

難なため、地域の訪問活動による把握をお願いしている。 

 

【実施団体例】 

 

障害者福祉、高齢者福祉、難病患者に対する医療費助成を所管する部署から避難行動要

支援者の特定に必要な情報と住基データを照合できるシステムを導入している。 

 

 

住基と連動したシステムを導入することにより、名簿更新の効率化が図られた。 

  

北海道旭川市 

北海道岩内町 
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福祉部局で管理運用する要援護者支援システム（GISシステム）による要支援者の把握、

更新を定期的に行っている。 

 

住民記録システムと連携し、発災時に対象者をリストアップできる体制を構築している。 

 

 

システムを導入し、住民情報、障害者情報・介護情報をそれぞれ担当課から提供を受け、

システムに取り組むことにより更新作業を行う。 

 

 

要支援者の名簿の更新を効率的に行うために「村田町要援護者支援システム」を導入し、

定期的に対象者の更新を行っている。 

 

 

地理情報システムを活用した標記システムで避難行動要支援者情報を管理している。ま

た、当該システムは住民基本台帳と連動しており、住所変更や死亡等の情報が比較的早く

更新されるほか、新規登録も容易に行える。 

 

 

要支援者管理システムと住基・介護システムを連携させることで名簿登録者の異動に速

やかに対応している。 

 

 

名簿情報を管理・更新するためのシステムを導入している。さらに住基システムと連携

し、死亡情報の反映や、障がい・要介護等の区分や連合自治会ごとの管理・出力が可能と

なった。 

 

 

住基システムと連携した避難行動要支援者台帳管理システム導入により、対象者名簿を

定期的に更新している。 

  

北海道日高町 

北海道湧別町 

北海道日高市 

宮城県村田町 

秋田県秋田市 

福島県須賀川市 

栃木県宇都宮市 

群馬県太田市 
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住民基本台帳情報をベースとして、高齢者、障害者及び一人暮らし高齢者等の個人台帳

管理を行う市の基幹システムに、避難行動要支援者システムを構築し、避難行動要支援者

名簿の登録や更新を電算処理し、効率的な名簿管理を行っている。 

 

 

台帳システムを導入し、名簿の印刷や候補者の抽出等をできるようにしている。 

 

 

災害時要援護者システムの導入により、避難行動要支援者の管理が効率化された。 

 

 

手管理・紙管理では限界があるので、システムを導入し、効率化を計った。 

 

 

民生・児童委員に名簿を渡し、登録者の現状を適宜報告してもらう。システムにより管

理。他部署のシステムとも連携し、更新を行う。 

 

 

災害時要支援者名簿のシステムを活用し、住民基本台帳その他データを定期的に更新し、

死亡・転出・転居や介護・障害その他関係データを定期的に取り込み更新を行う。 

 

 

避難行動要支援者名簿の登録者及び対象者等の情報をシステムによって一括管理するこ

とで、死亡・転居等によるデータ更新や対象者の新規追加、名簿の印刷等を効率化してい

る。 

 

 

避難行動要支援者名簿の更新は、従来より職員の手作業（Excel の関数、Access 等デー

タベースの活用等）で行っていたが、28年度より、名簿情報の一元化・更新作業のシステ

ム化を主な目的として、「板橋区避難行動要支援者名簿管理システム」を構築した。このシ

ステムの導入により、担当職員の業務負担の大幅な軽減及び効率的な名簿情報更新が可能

となった。 

  

群馬県高崎市 

埼玉県飯能市 

埼玉県伊奈町 

埼玉県越生町 

千葉県館山市 

東京都品川区 

群馬県伊勢崎市 

東京都板橋区 
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平成28年度より避難行動要支援者支援システムの運用を開始した。庁内の住記システム、

介護システム、福祉システム等と連動しているため、要介護認定や身体障害者手帳・愛の

手帳の交付、死亡・区外転出等の情報を効率的に集約し、名簿情報を更新することが可能

である。現在、システム内の名簿情報に関する更新を月に１回の頻度で行い、庁内の関係

部署間で名簿情報を共有している。 

 

 

障がい情報の管理を行っている総合システムの中に避難行動要支援者名簿の台帳管理

DB を構築することにより、従来は本人からの申し出でのみ情報の更新が可能であったが、

障がいに関する情報、住民基本台帳情報、要介護情報等がリアルタイムで更新できるよう

になった。 

 

 

避難行動要支援者名簿の更新については、住基システムとデータ連携を行っていること

により、住基情報が日次で反映されている。そのため、名簿登録者の住基異動により更新

作業が円滑に行えている。 

 

 

要支援者の各種情報を一元管理し、住基情報、障害者手帳情報、介護保険情報のデータ

を連携することにより、台帳登録作業を効率的に行っている。 

 

 

避難行動要支援者の情報を管理・運用するシステムを導入し、福祉システムから高齢、

介護、障害者のデータを取り込み、住民記録システムの転出入、死亡などの異動情報を反

映させて、名簿を最新の情報に更新している。 

  

東京都足立区 

東京都狛江市 

東京都東大和市 

長野県佐久市 

岐阜県岐阜市 
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住民基本台帳情報システムと連動し、転入・転出・転居・死亡などの異動が随時、更新

される。障がい手帳資格情報、介護認定情報をデータ転送により、一括更新を行うことが

できる。 

 

 

住基システムと連携した管理システム導入により最新の情報を反映した管理体制が構築

できることを考慮しシステム導入を計画している。 

 

 

住基システム等の基幹システムからデータ取り込みを可とした支援システムを運用して

いる。 

 

 

住民基本台帳の異動情報が自動反映出来るようにしている。難病患者情報の更新に合わ

せて、介護度情報なども取り込んで対象者の更新をしている。 

 

 

避難行動要支援者名簿については、住基情報と連動した避難行動要支援者台帳システム

で管理している。なお、障害情報、介護情報は担当課が毎月情報をシステムに入力するこ

とで更新している。 

 

 

住民基本台帳と連携した独自システムを活用し、市内高齢者台帳が作成されており、新

規名簿登録の際には、要支援者の全情報を入力する必要はなく、氏名、生年月日、住所等

について、当該台帳から引用することができるため、入力誤りや入力にかかる手間を省く

ことができている。また、既登録者の転出や死亡等による資格喪失について、自動的に名

簿から削除する仕組みとなっているため、削除漏れ等が起きないようになっている。 

 

 

災害時避難行動要支援者名簿システムで管理し、庁内の他システムと連携することによ

り、毎月バッチ処理により名簿を更新できる仕組みを作っている。 

  

岐阜県瑞穂市 

岐阜県下呂市 

静岡県清水町 

愛知県西尾市 

愛知県尾張旭市 

愛知県豊明市 

滋賀県彦根市 
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要援護者管理システムを導入しており、住民基本台帳情報、障害者手帳情報、要介護認

定情報を連携させて反映させている。 

 

 

福祉関係情報システム及び住民登録システム間のデータ連携により、脂肪、転出、施設

住所、転居を把握し異動リストを２ヵ月に１回作成している。 

 

 

市で保有する住民記録情報や障害者情報等と連携することにより、新たに避難行動要支

援者となる者を抽出している。転出や死亡、転居等の住民登録の変更をシステムにより名

簿に反映している。 

 

 

避難行動要支援者の名簿を管理するシステムと住民基本台帳を管理するシステムを連携

することにより、死亡・転居等の住民記録の異動を反映している。地域の取組団体、民生

委員・児童委員、本人や家族からの連絡により名簿情報に変更のあった場合には更新を行

っている。また、５年に１度、地域の取組団体へ地域の避難行動要支援者全員分の名簿を

提供し、更新を行っている。 

 

 

避難行動要支援者名簿の作成及び更新を効率的に行うため、システムを導入した。本シ

ステムは、住民基本台帳システムと連動しているため、更新は毎日行われている。 

 

 

現在まで関係課担当者が手作業で行っていた名簿登録情報をシステムに登録するととも

に、新規対象者を抽出を行い案内を送付する。返送された「避難行動要支援者確認書」の

記載内容を入力し名簿作成を行う。 

 

 

避難行動要支援者名簿登録システムを導入し、定期的に名簿の追加・削除・修正等の更

新を行っている。 

  

兵庫県淡路市 

島根県出雲市 

岡山県倉敷市 

広島県福山市 

徳島県阿南市 

愛媛県松前町 

高知県土佐市 
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対象者の情報を管理するためのシステムに住基、介護度や各種障害の最新情報を自動で

取り込めるようにしており、名簿の作成を効率的に行っている。 

 

 

要支援者をシステム管理している。 

 

 

登録された避難行動要支援者については、住民情報システムによる住民番号を特定し、

当該住民番号に紐付く各システムから、住民情報のほか要介護認定情報、障害等級等最新

の情報を定期的に更新している。 

 

 

システムを導入し、住民基本台帳（転入出・死亡）及び福祉システム（要介護・障がい）

との連携を図っている。 

 

 

平成 27年度に名簿管理システムを導入し、運用を行っている。 

 

 

役場と社会福祉協議会間で、住民基本台帳を活用した定期的な名簿更新（福祉支援シス

テム）を運用している。

http://www3.e-reikinet.jp/hinokage/d1w_reiki/428901010012000000MH/428901

010012000000MH/428901010012000000MH.html 

 

 

住民記録システムと連動した避難行動要支援者名簿システムとすることで常に最新の情

報に基づいた要支援者名簿とできるため、その改修に取り組んでいる。 

 

 

 

  

高知県南国市 

長崎県諫早市 

熊本県天草市 

大分県別府市 

宮崎県日之影町 

鹿児島県肝付町 

高知県香美市 
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【取組の概要】 

 単独の部局で、もしくは市町村のみで避難行動要支援者の情報を把握しきることは困難

であるため、名簿を管理している部局だけでなく他部局の情報を集められる体制を整えた

り、避難支援等関係者や他団体から情報を得られる体制を整えたりする取組。 

 

【具体的な取組事例】 

《高知県大豊町》 

＜取組内容＞ 

福祉部局が名簿情報を最新の状態に保つよう努めている。避難支援等関係者に町からあ

らかじめ提供する名簿は、原則として年１回、先に提供している名簿と差し替え更新する。

名簿は町の関係部局で把握している台帳を基本とし、町が把握していない情報は、県やそ

の他の機関の協力を得るなどして情報収集し管理している。 

＜取組の工夫・効果・今後について＞ 

台帳ではわからない情報を得るために、社会福祉協議会、ケアマネージャー、自治会長

などと連携して情報収集に努める。 

 

  

複数部局・避難支援等関係者・他団体の協力により更新作業を行う取組 
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【実施団体例】 

 

実施要綱にて、町は登録名簿の内容を最新に保つため、調査又は要支援者への聞き取り

を行い、変更が生じた場合は避難支援等関係者へ変更内容を報告することを定めている。 

 また、各町内会長及び民生委員へ名簿の内容等に変更が生じた場合には、随時、報告を

お願いする旨、協力依頼を行っている。 

 

 

名簿の更新についてはが３ヵ月ごとに行っている。名簿に掲載する者のデータを所有す

る所管課にデータ提供を依頼し、集約したデータを住基情報と突合し名簿を更新している。 

 

 

民生委員には提供した名簿をもとに日常の安否確認を兼ねて訪問を依頼、訪問の際に名

簿登録情報を確認してもらい、変更がある場合はその都度連絡をもらい更新を行う。 

 

 

名簿情報の更新については、住民基本台帳との照合等を随時行っているが、避難支援等

関係者である民生委員への名簿の配付及び説明を単身高齢者台帳の内容確認と同時期に行

うことで、要支援者に係る長期入院や施設入所等に関するより多くの情報を得ることがで

きる。 

  

福島県いわき市 

北海道別海町 

栃木県下野市 

埼玉県熊谷市 
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【取組の概要】 

 地方公共団体における作業量は多くなってしまうが、定期的に住民全体に調査を行うこ

とで、避難支援を求める人への確実な調査を行う取組。 

 

【具体的な取組事例】 

《鳥取県若桜町》 

＜取組内容＞ 

役場職員が年１回、町内全戸訪問している。 

＜取組のきっかけ・経緯＞ 

 平成 22年に始めたが、要支援者を加えたのは平成 26年からになる。始めるに当たり、

民生委員なのか、自治会なのか、役場職員なのかといったように、誰が訪問するのかとい

ったことや、要援護者台帳に登録する範囲、記入内容についてどうするか決める点におい

て課題があった。当初は、職員の事務内容理解度と個人情報の問題で登録しない人がいた

が、役場職員は集落担当者が決まっており、要援護者台帳に登録する内容の業務であるた

めスムーズに取り組むことができた。 

＜取組の工夫・効果・今後について＞ 

 工夫した点としては、前もって自治会長、民生委員に話をしていただいた点と、２人一

組で訪問し、理解を得るよう心掛けた点である。実際の効果として、救急出動などで広域

消防が出動し緊急情報カードを使ったなどといった情報が役場包括支援センターに入って

くるため、要支援者の情報が共有できている。 

 職員を１名増員し要援護者の情報を更新しているが、更新が遅れがちになっている点は

課題である。今後は、要支援者ネットワーク作りや、自治会、近所の方々、民生委員、消

防、警察、包括支援センター、防災係等でネットワーク作りを行いたいと思っている。 

 

【実施団体例】 

 

既に名簿に記載されている方も含め、町内すべての対象者へ３年に一度、申請書を送付

して、もう一度確認の意味も込めて提出してもらっている。 

  

住民全体に調査を実施し更新作業を行う取組 

愛知県東郷町 
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２．避難支援等関係者に関する取組 

（１）避難支援等関係者を確保するための取組  

【取組指針Ｐ20～22】 

 

【取組の概要】 

 実際に避難支援等関係者となる団体に対してあらかじめ協力を依頼して、平時より連携

を行うことで確実な避難支援者等関係者の確保をしていく取組。 

 

【具体的な取組事例】 

《沖縄県南城市》 

＜取組内容＞ 

日常から見守りを行う方を決めて、必要に応じて支援を行っている。また、支援員が個

人では難しい地域においては、鉄工所、クリーニング店、スポーツ用品店、タイヤ販売店、

介護事業所、観光センター、自動車整備工場など、近所の企業に協力をお願いしている。 

＜取組のきっかけ・経緯＞ 

支援員が不足していることと、地域での見守りが必要となったため、平成 26年５月から

上記の活動を行っている。 

 

【実施団体例】 

 

不定期ながら、社会福祉協議会主導のもと、小地域支え合い活動の担い手育成事業を展

開し、住民同士の支え合い活動を推進している。 

 

 

水戸市では、避難支援等関係者の空白地区を無くすとともに、一定の団体や機関に支援

が偏ることが無いよう、下記の者を避難支援等関係者として位置付けており、各団体の会

議等において、丁寧に制度の趣旨を説明し御理解を得ているところ。今後、より一層の連

携を図りながら、起こり得る災害の種別や災害リスクなど、地域の特性と実情に応じた支

援体制を構築していく。水戸市においては、現時点で避難支援等関係者の空白地域はない。 

[水戸市の避難支援等関係者] 

・市職員 ・自主防災組織 ・消防本部 ・消防団 

・民生委員 ・警察署 ・地域支援センター ・社会福祉協議会 

避難支援等関係者となる団体との協力 

秋田県三種町 

茨城県水戸市 
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民生、児童委員と習志野市独自の制度である高齢者相談員が市内全域を担当地区ごとに

区分し、避難行動要支援者の受け持ちをお願いしている。 

 

 

災対法で定める消防機関、都道府県警察、自主防災組織、民生委員の他に、見守りサポ

ート協力員、地域包括支援センターに名簿が提供できる規定を整備している。 

 

 

区内 99か所にある小中学校を避難拠点（避難所+防災拠点）と位置付けている。避難拠

点に災害時要援護者名簿を設定して、避難拠点に参集した区職員、学校職員、地域住民で

構成される避難拠点運営連絡会・民生委員等で協力して安否確認を行う。 

災害ボランティア制度を活用し、登録された対象者が災害時避難拠点に参集し、名簿によ

る安否確認、避難後の支援等を補助する。 

 

 

居宅介護支援事業者、指定特定相談支援事業者と契約を結び、利用者の中から避難行動

要支援者の対象になっている者を抽出し、その個別支援計画を作成する業務委託を行って

いる。 

 

 

自主防災組織の立ち上げなどの組織化に２万円、組織化後の資機材購入等に上限 14万円

の市単独補助事業を実施している。 

 

 

市内にある 69の全ての自治会において、区長、民生児童委員、消防団員、保健補導員等

の関係機関や団体等により、ネットワーク会議を組織し、見守りの対象となる世帯に対し

て、当該世帯と親しい方等を含め、地域全体で支援する体制を整えている。 

 

 

各民生委員の担当地区内に２～10名程度避難支援を呼びかけ、ボランティアとして協力

員をお願いしている。災害時には避難の声かけ、誘導、引率等に支援協力していただき、

各民生委員への状況報告をしていただいている。 

 

 

千葉県習志野市 

東京都練馬区 

東京都西東京市 

新潟県新発田市 

長野県須坂市 

徳島県つるぎ町 

東京都渋谷区 
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避難支援等関係者のうち、中心となる組織を町内会等の自治組織に依頼し、町内会等未

加入者についても民生委員に仲介役となっていただき、町内会等による避難支援活動を依

頼している。 

町内会等による避難支援者登録に際しては、個人支援に加えて団体支援を推進している。

町内会の中には 10数世帯単位の「班」が形成されており、災害時には班単位で要援護者の

避難支援が実施できるような体制づくりを自治組織に依頼している。 

 

 

地域支援者については、要支援者本人やその家族からのご依頼により、承諾を得た方を

登録することとしているが、事情により困難な場合がある。 

その場合は、本事業は地域における共助の取組みであることを説明し、自治会や自主防

災組織といった地域の中で話し合っていただくことを地域関係者に対してお願いしている。 

 

 

 

 

 

  

広島県廿日市市 

熊本県天草市 
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【取組の概要】 

 地域における説明会を実施し、避難行動要支援者名簿に関する取組を説明したり、避難

支援等関係者になっていただくよう呼びかけをしたりすることで、直接説明をして制度理

解を深めてもらったうえで、避難支援等関係者になってもらえるような取組。 

 

【具体的な取組事例】 

《大阪府豊中市》 

＜取組内容＞ 

市内41小学校区ごとに避難支援等関係者への事業説明会を概ね6,7,8月の3ヵ月をかけ

て実施した。本市での既存事業である「豊中市災害時要援護者安否確認事業」では安否確

認実施機関として、民生・児童委員会、校区福祉委員会へ依頼していたものを、新たな事

業では避難支援等関係者として、自主防災組織や地域自治組織等、その他各種団体にも拡

充できる旨を説明し、協力を依頼している。当初は説明内容にボリュームがありすぎ、思

うように伝わらなかったが、繰り返し実施する中で伝えるポイントが押さえられるように

なった。 

＜取組の工夫・効果・今後について＞ 

この取組みへの工夫として、既存事業から取り組んでいただいていた民生・児童委員会

と校区福祉委員会に、説明会日時や会場の設定、当日の参加団体への案内等を依頼した。

また、豊中市社会福祉協議会へはこの事業にかかる地域調整業務を委託しているため、地

域との連絡や資料印刷等の準備を依頼した。その結果、説明会当日までの準備への負担が

軽減され、限られた期間、職員数でも全校区への説明会の実施に対応することができた。 

説明会の中で特に力を入れた点は、この事業が災害時の取組みではあるが平常時からの

福祉活動や地域コミュニティの形成が重要であるという内容の説明であり、既存団体であ

る民生・児童委員会と校区福祉委員会の福祉団体には引き続き関わっていただき、さらに

校区全体で取り組んでいただくように依頼した。 

各校区ごとに説明会を開催することで、より多くの避難支援等関係者へ事業説明ができ

たことと、質疑応答や校区ごとの課題抽出ができたため、大規模な説明会や資料配布のみ

での周知に比べて非常に効果はあった。また、説明会実施後、避難支援体制の構築に向け

て地域内で積極的な連携体制がとられている校区が出てきている。 

 

  

地域説明会の実施 
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【実施団体例】 

 

地区連合町内会や単位町内会に対し、災害時要援護者支援の制度周知を行い、支援体制

の構築を呼びかけている。 

 

 

防災意識の向上を図るため、町内会連絡協議会や各町内会に出向いた際に、町内会での

体制の重要性を説明し、自主防災組織の設立を促したり、設立済みの町内会へは、補助金

の有効活用についても説明している。また、各町内会へ北海道地域防災マスターの認定講

習への参加も促し、意識の高揚を図っている。 

 

 

区の事業である”しながわ防災学校”のコースの一部に、要配慮者に関する内容を盛り込み

受講生を公募することで幅広く支援者を募り、避難支援等関係者の獲得に努めている。 

 

 

年１回、市内の全自治会長に呼び掛け、地域別に支援制度に関する説明会を開催してい

る。 

 

 

東大和市において、避難行動要支援者の避難支援は地域の方が主な担い手となり、自治

会及びマンション管理組合が中心となると考えている。そのため、毎年行われる自治会長

会議及びマンション管理組合理事長会議において、事業周知を行い、避難支援等関係者の

確保に努めている。また、必要に応じ、自治会の会議に出向き、説明会及び意見交換会を

実施している。 

 

 

 避難行動要支援者名簿情報を提供する避難支援等関係者については、自治会・町内会等

に所属していないマンション管理組合も提供先として想定している。 

 

 

地域へ出向き避難行動要支援者制度の出前講座を開催し、地域住民へ制度の周知を図り、

避難支援等関係者の確保に取り組んでいる。市の広報紙及びホームページによる啓発も行

っている。 

  

北海道帯広市 

北海道名寄市 

東京都品川区 

東京都立川市 

東京都東大和市 

広島県福山市 

兵庫県尼崎市 



 

86 

 

 

 

消防、防災担当部局と連携し、地域防災組織の会合時に避難支援等関係者確保の必要性

を説明している。 

  

山口県田布施町 
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【取組の概要】 

 地域で行われる防災訓練の際に実際に避難行動要支援者に参加してもらったり、訓練後

等に名簿に関する説明を実施したりすることで、避難支援等関係者を確保する取組。 

 

【具体的な取組事例】 

《埼玉県春日部市》 

＜取組内容＞ 

春日部市は 199の自治会がある中で、196の自治会で自主防災組織が設立されており、

毎年、ほぼすべての組織で自主防災訓練を行っている。訓練のなかで災害時要援護者避難

支援制度等の説明を通じて、自助・共助の取組の啓発を行い、避難支援等関係者の積極的

な確保に努めている。 

また、自治会連合会に加盟していない地区が行う防災訓練への職員派遣や、年度ごとに

自主防災組織のない自治会等を選定し、既存の自主防災組織と一緒に訓練に参加する防災

訓練の実施、自主防災組織がない自治会に職員が訪問し、組織設立の必要性を説明するな

ど、自助・共助の取組みへの意識を啓発し、避難支援等関係者の確保に努めている。 

更に、市ホームページや広報紙に災害時要援護者避難支援制度について掲載し、周知活

動を行っている。 

＜取組の工夫・効果・今後について＞ 

防災対策課職員等が、各地区で行われる自主防災訓練に出向き、災害時要援護者避難支

援制度について説明するとともに、媒体を通じた周知活動を継続することにより、制度を

導入する自治会が年々増加しており、要援護者への避難支援体制が着実に構築されてきて

いる。今後も訓練時や様々な機会において周知活動を行い、避難支援体制を広げていき、

自助・共助の取組みへの強化を図っていく。 

 

 

  

防災訓練における周知活動 
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【実施団体例】 

 

平時から登録台帳を書く地区の区長、民生委員・児童委員とも情報開示をしている。こ

のため、台帳は平時からの見守りにも役立てていただいたり、地区の防災訓練にも役立て

ている。過疎、コミュニケーション不足等により近隣支援者との結びつけができない方に

ついては、地区の一時避難所へ避難してきた方が、台帳に基づき安否確認、避難誘導を行

うよう、訓練を通じて各地区において確認している。 

 

 

各自治会に防災訓練の実施を依頼する際、避難行動要支援者の支援を取り組んでいただ

くよう依頼している。実際の避難訓練を行うだけでなく、地域の要支援者の支援について

検討したり、図上訓練を行なったりしていただいている。 

 

 

避難行動要支援者の避難の仕組みづくりのため、地域において防災マップや緊急連絡網

の作成や避難訓練を実施し、最終的には個別計画策定推進につなげている。 

 

 

 

 

 

 

  

山梨県笛吹市 

京都府綾部市 

福岡県柳川市 
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（２）避難支援等関係者に対する安全確保に関する取組  

                 【取組指針Ｐ28】 

 

【取組の概要】 

 発災時には避難支援等関係者も避難行動要支援者と同様に被災者になる中で、避難支援

等関係者自身の安全も確保できるようし、安心して避難支援等関係者になっていただくた

めの取組。 

 

【具体的な取組事例】 

《千葉県旭市》 

＜取組内容＞ 

旭市津波避難計画は、平成 25年３月に策定し、平成 28年 2月に一部修正を加えている。

＜以下、旭市津波避難計画を基に記載＞ 

・発災時は、津波情報をもとに「退避時刻」を設定する。 

「退避時刻」＝「津波到達予想時刻」－「退避時間」－「安全時間 15分」 

例えば、津波到達予想時刻が 15 時 30 分と発表された場合、退避時間 10 分かつ安全時

間 15分とする場合、退避時刻は 15時５分となる。退避時間については、主な活動現場か

ら浸水想定区域外への退避経路を設定し、その経路距離を移動速度で除して算定する 

（東日本大震災における避難車両の速度は平均９km/h である）。また、安全時間について

は、、確実に退避するために見込む余裕時間で、約 15分と設定する。 

・退避時刻に達した際には、直ちに退避を開始する。 

・退避時刻前に危険を察知した場合は、住民と一緒になって率先避難を開始する。 

・救命胴衣を着用し、１班３名以上で活動する。 等 

＊１班とは１グループの意味であり、特段事前に決められたものではない。 

 

  

避難支援等関係者に対する安全確保 
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《東京都目黒区》 

＜取組内容＞ 

地域避難所から安否確認や避難支援に向かう民生児童委員、包括支援センター職員、地

域住民、介護・福祉サービス事業所職員、区職員等の安全確保を図るため、ヘルメットや

メッシュのベスト、ヘッドライト、防水ライト、軍手などを各地域避難所に 28 年度と 29

年度の 2か年で配備することとした。以下各地域避難所に配備している（配備予定である）

ものの一覧であり、現在配備中である。 

 品  名 
１ 非常用持出袋 

２ スベリ止め付き軍手 
３ サバイバルホイッスル 

４ 災害用メッシュゼッケンベスト 
５ 防じんマスク 

６ 水性サインペン 

７ ヘルメット 
８ ポケットコート 

９ 防水ライト 
10 アルカリ単２乾電池（防水ライト用） 

11 ＬＦＤヘッドライト 
12 アルカリ単３乾電池（ヘッドライト用） 

 

【実施団体例】 

 

避難支援等関係者は、本人又はその家族等の安全が大前提であり、可能な範囲で避難支

援等を実施することとし、自身の安全確保が難しいと判断したときは、自らの命を守るた

めの避難行動を最優先することとしているほか、避難支援等関係者の被災状況によっては、

安否確認・避難誘導などの避難支援が困難となるおそれがあることを、避難行動要支援者

に十分に理解を得るよう、周知徹底を図っている。 

 

 

地域の実情や災害の状況に応じて、可能な範囲で避難支援等を行えるよう避難支援等関

係者等の安全確保に配慮する。また避難支援等関係者等による避難支援等に関し、法的な

責任や義務を負うものではないことを避難行動要支援者に周知する。 

 

 

危険判断基準について講習し、防災機関との連携について講習している。 

 

北海道様似町 

北海道夕張市 

宮城県色麻町市 
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自分の身の安全を確保した上で、災害の状況により、可能な範囲で支援を行うように説

明している。 

 

 

全体計画及び周知用パンフレットに、実災害時に、支援者が要支援者を支援できなくて

も、責任を負うものではいと明記することで、支援者になることへの抵抗を和らげている。 

 

 

名簿情報の提供を受けた避難支援等関係者（公務災害補償等の対象者を除く。）が、災害

が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、避難支援等を実施するため緊

急の必要があると認められるときに、避難支援等に従事したことにより、死亡し、負傷し、

もしくは病気にかかり、又は障害の状態となった場合は、災害対策基本法第 65 条第１項、

第 84条第１項に基づき損害補償の対象となる旨を、避難行動要支援者支援体制構築実施マ

ニュアルに記載している。 

 

 

要支援者の情報の収集に際して、支援等関係者に対しては、要支援者の避難支援等に関

して責任を負うものではないこと、また、要支援者に対しては、災害時の支援を保証する

ものではないことについて理解してもらうことで、支援等関係者の負担感を軽減するよう

取り組んでいる。 

 

 

「安否確認等のためのリスト登録について」の内容に以下を記載している。 

「『安否確認等』は、『救助』ではありません。また、災害の状況等により『安否確認等』

が実施できるとは限りません。安否確認等を行ったときに、ご本人が被災されている場合、

地域で可能と判断した場合には、できる限りの必要な措置をとりますが、『救助』は、原則、

消防、警察等で行っていただきます。そのために関係機関への速やかな連携を地域で行っ

ていきます。」 

 

 

避難支援の手引きを作成し、その中へ支援者となっても支援を行う法的義務を負わない

事や、自身の安全を確保した上で可能な範囲での支援活動を行う事などを明記している。 

  

栃木県宇都宮市 

埼玉県蕨市 

千葉県千葉市 

大阪府大阪市 

兵庫県川西市 

和歌山県みなべ町 
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趣意書や個別避難支援計画書で「必ず支援できるものではない」と但し書きをしている

地域もある。説明会やマニュアル等で、避難支援等関係者や支援者に対して、災害時はま

ず自分や家族の安全確保を最優先とし、支援は可能な範囲で行えばよいこと、法的義務を

負うものではないことを伝えている。 

  

宮崎県宮崎市 
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（３）避難支援等関係者に対する補償に関する取組 

                   【取組指針Ｐ28】 

 

【取組の概要】 

 発災時、避難支援等関係者が避難支援等を行った際に損害を生じてしまった場合、その

損害を地方公共団体の制度として補償する取組。 

 

【具体的な取組事例】 

《熊本県小国町》 

＜取組内容＞ 

地震津波・風水害ともに、福祉課を中心とした「避難行動支援者支援班」を設置し、安

全確保に努めている。 

「災害救助等に協力した民間協力者の災害給付に関する条例」 

地震津波・風水害ともに、町の災害発生時に災害救助等に協力した民間協力者がその災害

によって生じた損害を補償し、民間協力者の社会復帰の促進、遺族の援護等を図るための

町独自の条例あり。（給付制限あり） 

弔慰金（死亡した場合 200万円） 

災害見舞金（障害の程度によって 100万円又は 30万円） 

入院見舞金（入院し、又は通院した場合）入院又は通院１日につき 2,000円。 

ただし、20万円を限度とする。 

Http://www1.g-reiki.net/aso-oguni/reiki_honbun/q445RG00000702.html 

＜取組のきっかけ・経緯＞ 

平成 25年９月に条例制定を行い、総務課総務係（防災担当部署）が担当している。議員

からの提案を受けて、条例化したことがきっかけであり、「自助・共助・公助」が叫ばれる

中、中山間地域である本町は都市部に比べて、まだ、近所のつながりや地域のつながりは

強く、いざとなれば、近所の高齢者の救助や避難支援をしてくれる方は多い。しかし、も

しもその行動でけが等をした場合に補償的なものがなく、東日本大震災の影響もあったた

め、その仕組みづくりを行ったが、先進的な事例がなかったため、手探り状態で始めるこ

ととなった。 

  

避難支援等関係者に対する補償 



 

94 

 

【実施団体例】 

 

ご近所あんしんネットワーク支援協力者に対してボランティア活動保険に加入。補償内

容は賠償・傷害補償・天災危険補償。 

 

支援者は大規模災害時には要支援者と同様に支援者又はその家族が被災することも鑑み、

支援者に対し安否確認及び救援活動の義務を課さないことを要綱に定めている。 

 

 

避難支援者として個別計画に記載されているかたで、一定の条件を満たしたかたは、災

害時の避難支援活動中の万一のケガ等に対して、市が加入するボランティア活動保険を適

用している。適用条件は、要支援者の親族（３親等以内）及び同居者でないかたである事、

個人として避難支援者となっているかたである事、ボランティア活動保険に既に加入して

いないかたであることの３つ。 

 

 

危険判断基準について講習し、防災機関との連携について講習する。法的に消防隊等か

らの支援要請を受けた場合のみとしている。 

 

 

自主防災訓練時に、訓練参加者（避難支援等関係者含む）がけが等を負った場合の補償

制度に加入。 

 

 

避難行動要支援者名簿を提供している団体において、災害対策基本法第 65条第 1項、第

84条第 1項に基づき損害補償の対象となる旨を説明している。また、千葉市における「千

葉市ボランティア補償制度」について説明し、避難支援等関係者の避難支援中におけるケ

ガや事故の補償の対象について案内している。 

https://www.city.chiba.jp/shimin/shimin/jichi/documents/leaflet280401kaitei.pdf 

  

北海道別海町 

青森県青森市 

宮城県色麻市 

埼玉県春日部市 

千葉県千葉市 

北海道長沼町 
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発災時は、津波情報をもとに「退避時刻」を設定する（「退避時刻」＝「津波到達予想時

刻」－「退避時間」－「安全時間 15分」）。退避時刻に達した際には、直ちに退避を開始す

る。退避時刻前に危険を察知した場合は、住民と一緒になって率先避難を開始する。救命

胴衣を着用し、１班３名以上で活動する。 

 

 

小千谷市自主防災組織連絡協議会（事務局：市危機管理課）が自主防災会等の活動の活

性化と充実を図ることを目的として、平時及び災害時に活動した際の損害を補償するため、

自治会活動保険（賠償責任保険）に加入している。なお、市単独では自治会活動保険に加

入できないため、市が自主防災組織連絡協議会に対し、保険加入費用を負担金として納入

している。補償の対象は、平時又は災害時の自主防災会活動中に起こった事故等で、損害

が発生した場合によるもの。 

 

 

まちづくり活動補償制度（平時）、ボランティア活動保険、消防団員等公務災害補償条例

の整備を行っている。 

 

 

要支援者の情報の収集に際して、支援等関係者に対しては、要支援者の避難支援等に関

して責任を負うものではないこと、また、要支援者に対しては、災害時の支援を保証する

ものではないことについて理解してもらうことで、支援等関係者の負担感を軽減するよう

取り組んでいる。 

 

 

市が加入しているボランティア保険に、市と協定を結んだ支援組織は加入しているので、

支援活動中に負傷等した場合、保険金が支給される。 

  

千葉県旭市 

新潟県小千谷市 

愛知県知多市 

大阪府大阪市 

大阪府富田林市 
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避難支援等関係者に対しては、自治会長や避難支援員への説明会で「自分自身及び家族

の安全を確保したうえで、支援を行うものであり、近隣住民としてできる範囲の支援をす

るものであること」を説明するとともに市の広報誌や自治会の回覧を通じて本事業の趣旨

を掲載して災害時の避難支援を安全に行っていただくよう啓発に努めている。応急措置を

実施すべき現場にある者（自治会員及び現場に居合わせた人）を当該業務に従事させたた

め、死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり又は障害の状態になったときは、政令で定め

る基準に従い、生駒市消防団等公務災害補償条例を適用し、これらの原因によって受ける

損害を補償する。 

 

 

関係者に対しては、名簿配布等の機会において、避難支援の実施に当たっては、自らの

安全を確保したうえで行っていただくようお願いするとともに、万が一避難支援のために

死亡等あった場合は、公務災害補償の対象となることを説明している。 

 

 

全国市長会市民総合賠償補償保険の補償保険に加入している。 

 

 

  

奈良県生駒市 

熊本県天草市 

宮崎県宮崎市 
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（４）避難行動要支援者の活動を助ける取組  

           【取組指針Ｐ28】 

 

【取組の概要】 

 避難支援等に関するマニュアル・手引きを地方公共団体が作成し、それを活用して避難

支援等関係者が支援をしやすくする取組。 

 

【具体的な取組事例】 

《長野県飯田市》 

＜取組内容＞ 

平成 19年度に「災害時助け合いマップ策定マニュアル」を、平成 21年度に「飯田市災

害時要援護者避難支援プラン」を策定して、災害時における要援護者に対する避難行動の

支援を住民や地域自治組織、自主防災組織に求めている。 

また、「地区防災計画策定の手引」を作成し、地区ごとの災害特性を明らかにした上で、

冒頭に平時に何をどこまで備えておくのかという目標設定を掲げ、それを実現させるため

に取組まなくてはならないことは何で、それを誰が、いつまでに、どのように取り組むの

かということを具体的に例示するとともに、それをフォーム化し自分たちの自主防災組織

にあったものに修正しやすいようにした。あわせて、希望する自主防災組織に対しては出

前説明会も行うなど策定支援を行い、飯田市内全 20地区で計画策定を終えた。 

＜取組のきっかけ・経緯＞ 

平成 26年度の飯田市防災会議において、全地区の地区防災計画が承認され、飯田市地域

防災計画に位置付けられることとなった。 

  

マニュアル・手引き等の作成 
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＜策定マニュアル＞ 
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＜災害時要配慮者避難支援プラン＞  
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《愛知県知立市》 

＜取組内容＞ 

毎年、一回町内会・民生委員・児童委員に同意が取れている避難行動要支援者のご自宅

訪問を実施するように依頼している。「支援されるもの」と「支援をするもの」の顔の見え

る関係を作ることが趣旨である。 

＜取組のきっかけ・経緯＞ 

昨年から上記試みを開始した。当初は事前に連絡はせずに、町内会や民生委員など 2、3

名で自宅を訪問していたが、急に来られるということもあり、対象者の方も抵抗感があっ

た。そのため、今年から同意書に関する案内文に町内会や民生委員が訪問することを記載

した。また、町内会や民生委員の訪問に関しては各町内会ごとに打合せをしたうえで訪問

を実施するよう依頼した。 

＜取組の工夫・効果・今後について＞ 

本年は、避難行動要支援者調査票を作成し自宅訪問の際に活用した。町内会、民生委員、

児童委員がご自宅訪問を実施する際に、調査票を持って調査をするように依頼した。それ

までは要支援者名簿の項目を使っていたが、それだけであると特記事項など細かい様子が

書けないということで、細かく聴取ができるものに変更した。寝たきりの高齢者などは間

取りを書けるスペースがあったり、といったように各人に応じた詳細把握ができるように

している。調査結果は、個別計画の策定等に利用する予定である。 

地域によっては、町内会の会長が訪問するケースや民生委員だけが訪問するケースなど

様相は多種多様であるが、課題としては、町内会の方を含め訪問について負担を感じてい

る点である。また、聴覚障害を持つ方などは訪問に気づかないといったこともあるようで

ある。それから、会長が 1年任期というところも多く、そうした会長にとっては自宅訪問

は負担が大きい点も課題である。 
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＜調査票＞  
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【実施団体例】 

 

福祉部局において、災害時に支援を要すると想定される方の家屋等の位置図や、災害弱

者車椅子等使用者の名簿の作成をし、関係部局と情報の共有を図っている。 

 

 

町内各行政区長・民生委員・社会福祉協議会・消防・警察へ各担当範囲内の避難行動要

支援者名簿を渡しており、避難行動要支援者の情報、支援体制の把握ができるようにして

いる。また、支援者には個別計画と併せて避難支援マニュアルを渡し、制度の内容、具体

的な支援方法について分かるようにしている。 

 

 

災害時に円滑な救援活動及び連絡体制の確立を図るため、「避難準備情報が発表された場

合」と「避難勧告又は避難指示が発表された場合」の２パターンの避難支援フローチャー

トを作成し、避難支援等関係者へ送付している。 

 

 

地域が支援活動に取り組む際の参考として、「いろはで進める！ご近所支援参考集」を作

成し、出前講座等で地域に情報発信をしている。 

 

 

避難行動要支援者、安心サポーター（支援をする人）、自治会長、民生委員に個別支援安

心カード（要支援者の氏名、性別、生年月日、住所、電話番号、状況や自治会長、民生委

員、安心サポーターの氏名、電話番号が記載されたもの）を配付し災害時に活用する。 

 

 

区内の消防署が名簿情報に基づいて行う総合的な防火防災診断に福祉部局職員も同行し、

区民に対し消防署職員とともに平時からの災害（地震津波・風水害）への備えについて説

明を行っている。 

また、防災区民組織等が地域内で支援体制構築を行う際に、防災区民組織等からの要請

に応じて区が連名で要支援者に対し活動を周知することで、防災区民組織等が活動しやす

くなるようにしている。 

  

北海道比布町 

北海道別海町 

宮城県多賀城市 

茨城県東海村 

東京都中央区 

北海道島牧市 
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避難行動要支援者名簿を活用した支援の手引きを作成し、避難支援の主体となる自治町

会（防災市民組織）に配布している。地域が主体となって運営・実施する避難所運営訓練

や防災訓練において、区の支援を受け避難行動要支援者の避難支援に関する訓練を実施し、

それをもとに地域で安否確認及び避難支援実施計画策定指針を策定した。 

 

 

年１回、防災担当課及び名簿作成を担当している高齢介護課において、自治会長や民生

委員児童委員等を対象に災害時に備えた地域防災研修会を開催し、支援者と名簿登載者間

の情報共有を図るための参考様式を示すなど、各行政区での自主的な取組を支援している。 

 

 

民生委員を対象に研修会を行い、身体・知的・精神・障害・難病等をお持ちの当事者の

方にも参加していただき、障害の種別によって、必要な支援や配慮が異なるため、支援す

る側が支援方法を理解し、支援を円滑に行えるようにする。 

 

 

市内において先進的な取組を実施している自治会・町内会の状況を取材し、事例集を作

成した。作成した事例集は、名簿を用いた避難支援体制づくりのための参考資料として、

その他の自治会・町内会への提供を図っている。 

  

新潟県三条市 

富山県高岡市 

静岡県三島市 

東京都葛飾区 
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平成 28年 7月に、自治会、自主防災会、民生児童委員向けの「災害時にともに助けあう

制度（災害時要配慮者支援制度）活用の手引き」を作成し、配付した。 

［目次］ 

作成の趣旨と活用の方法 

① 要配慮者への支援体制づくりを進める理由 

② 「災害時にともに助けあう制度」の意味とイメージ 

③ 災害への備えから発災まで、それぞれの役割 

④ 避難誘導と避難生活において配慮していただきたいこと 

⑤ 災害時要配慮者とは 

⑥ 災害時にともに助けあう制度（災害時要配慮者支援制度） のくわしい内容 

⑦ 災害時要配慮者を支援するための体制 

⑧ 避難支援者とは 

⑨ 個人情報保護について 

    ＜参考＞長岡京市防災情報お知らせメール 

 

 

市による出前講座や地域の防災訓練支援を通じ、避難支援等関係者となる地域の方に要

配慮者への配慮について周知しているほか、特に防災訓練では地域との協働により、アイ

マスクや車椅子を使用した避難支援、リヤカーや担架を使用した搬送方法などを実際に避

難支援等関係者に経験してもらう取組を継続的に行い、習熟を図っている。 

 

 

避難支援等関係者への名簿提供時に購入した冊子を提供し、要配慮者への支援を地域等

で考えてもらえるようにしている。 

 

 

 

  

兵庫県明石市 

岡山県岡山市 

京都府長岡京市 
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【取組の概要】 

 避難行動要支援者名簿や個別計画に、避難支援等関係者が避難支援等を助けることとな

る情報を記載する取組。 

 

【具体的な取組事例】 

《静岡県牧之原市》 

＜取組内容＞ 

平成20年３月に牧之原市災害時要援護者避難支援計画に様式として掲載することとした。 

個別計画の中では以下の内容を記載している。 

・住居の見取り図、普段要支援者が生活する部屋や寝室 

・避難誘導時の留意事項 

 普段使っている部屋や寝室を記載してもらうことで、有事の際のスムーズな避難に繋が

ると考えている。 

  

名簿・個別計画における記載内容に関する工夫 
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＜登録申請書兼登録台帳＞  
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【実施団体例】 

 

居所において緊急の避難が必要な場合、避難支援者が要支援者を早急に発見・支援する

ために、要支援者の居所で主な生活範囲を確認し、データ化している。 

 

 

発災時の安否確認を容易にするため、寝ている場所等（同意者のみ）を台帳に記載した。 

 

 

申請書兼同意書提出時に、本人又は家族等により、申請者が必要とする避難支援レベル

をＡ・Ｂ・Ｃの３段階で分けてもらい、さらに支援が必要な理由で該当するものを記載し

て提出してもらっている。その内容を名簿提供時に留意事項として転記し、避難支援等関

係者が避難支援を行う際に活用してもらっている。 

また、個別支援計画の作成に関しても同様に、地域での個別支援計画作成が必要か、自

分や家族等だけで避難できるかを申請時に選択してもらい、避難支援等関係者が避難支援

を行うための判断材料となるように提供している。 

 

 

地域から手上げをした要援護者（申請者）について、地域が A～Cのランク分け（支援が

必要な人数、状態像によるランク分け）をしている。 

 A ランク：寝たきりの方など自分では動けない方。目安として要介護３～５。        

３～４人の支援が必要な方 

 Bランク：足腰に不安のある方。車椅子の方。認知症の方。１～２人の手助けが必要と考

えられる方。 

 Cランク：移動に少し不安がある方。避難の際に声かけがあれば一人で避難出来る方。 

 

 

台帳において「かかりつけの医療機関」「治療中疾患」「使用薬・用量・服用上の注意」「避

難時に必要とする支援の内容」等を記入してもらい支援をされる方が「何を持って行けば

よいか」「どんな支援が必要か」「急変した場合どこへ連絡すればよいか」を記載している。 

 

 

災害時要援護者システム登録者一人一人の緊急連絡カードを作成し、その中に避難支援

時の留意事項を記入。作成後は、地区嘱託員・民生委員へ依頼し、各登録者の自宅に配布

して頂く。 

秋田県羽後町 

長野県信濃町 

滋賀県近江八幡市 

兵庫県香美町 

熊本県人吉市 

鹿児島県瀬戸内町 
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【取組の概要】 

 避難行動要支援者と地図情報を紐づけし、避難支援等に係る経路や要支援者の居所等が

一目でわかるようにして、避難支援等を実施しやすくする取組。 

 

【具体的な取組事例】 

《愛知県碧南市》 

＜取組内容＞ 

民生委員、警察等に避難行動要支援者のうち、同意した者の自宅を掲載した地図を名簿

とともに配布している。同意者は名簿の記載内容のほか、自宅周辺及び自宅から避難所ま

での地図（避難経路は記載していない）を記載した個別表を作成し、保管している。 

＜取組のきっかけ・経緯＞ 

地図を含めた個別票は、平成 27年の避難行動要支援者台帳システム導入時より検討して

いた。高齢介護課及び福祉課の協議において決定し、平成 27年度における避難行動要支援

者への同意確認後に作成を開始した。個別票に掲載している地図データのデータ量が大き

く、個別票をファイル出力及び印刷時に時間がかかるといった点や、地図上で隣り合った

対象者の氏名を表示させる際に氏名が重なってしまうため、その調整に時間がかかるとい

った問題があった。 

＜取組の工夫・効果・今後について＞ 

情報を A４用紙１枚に必要な情報を収めるレイアウトにすること、また自宅周辺及び自宅

から避難所までのエリアの地図を掲載することにより、災害時の安否確認を行いやすくし

ている。効果として、避難支援等関係団体の対象者の可視化へとつながった。避難支援等

関係者には、どのくらい要支援者が担当地区にいることが分かりやすくなったと評価され

ている。 

今後、地図情報が毎年古くなっていくが、更新にはコストがかかること、また地図作成

時の業務量が非常に多いこと、身体・精神面でも自立している高齢者のみの世帯の方でも、

同意してくださっている方が多く、避難行動要支援者数が多くなっていること、地区にお

いて避難行動個別支援計画を作成する際に、個別票をどのように活用するかということと

いう点については課題であると認識している。 

  

地図情報を利用して、支援をしやすくする取組 
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＜個別票＞ 
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【実施団体例】 

 

名簿の住所表記のみでは場所を特定することが難しいことから、要支援者住所をプロッ

トしたマップを名簿に添付した。また、マップに浸水想定区域、レッドゾーン、イエロー

ゾーンをかけ、ハザードを分かりやすくした。 

 

 

個別支援計画のデータの一部を能美広域事務組合消防本部へ提供している。同本部が整

備した指令センターシステムにデータを取り込むことで、該当する世帯は指令台の地図画

面上に「援」の表示がされ、避難行動要支援者がいる世帯が一目で分かるようになってお

り、災害時の避難支援に役立てることとしている。 

 

 

災害時等における安否確認、避難誘導、保健福祉サービスの要否、在宅における状況把

握を行うため、担当区域民生委員によって「災害時等要援護者登録台帳」を作成。「災害時

等要援護者登録台帳」に基づき、各地区で「災害時等住民支え合いマップ」を作成。この

マップには、支援が必要な人、援護する人、地域の人材資源等の情報を話し合いにながら

マップに落としていく。この「支え合いマップ」から地域の生活課題、問題点等を提起し、

その課題に対する解決策をみんなで話し合う。総合防災訓練等にマップを使った避難誘導

訓練を実施し想定した要援護者を確実に避難誘導ができるか検証する。毎年１回、マップ

の情報を更新。 

 

 

住民支え合い台帳により、避難行動要援護者の把握と支援者の把握を行い、各地区ごと

災害時住民支え合いマップを地区住民が作成することで、日頃の見守りや災害時の支援を

円滑に行えるよう進めている。 

 

 

庁内システム内の GIS を活用し、避難行動要支援者名簿及び松本市災害時等要援護者登

録制度登録者の住所（居住地）を地図上へ落とし込んでいる。ただし、名簿管理と GIS の

システムが異なるため、作業には苦労している。 

  

埼玉県長瀞町 

石川県能美市 

長野県松本市 

岐阜県可児市 

長野県麻績村 
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九州大学が主体となって取り組んでいる事業で、各行政区ごとにリスクマップを順次作

成している。図上訓練等を通して住民より聴取した要配慮者情報を、このマップ上に記載

することで、どこに避難行動要支援者がいるかを地域全体で把握し、避難の遅れを改善さ

せることに繋がっている。 

 

 

 

 

 

 

 

  

福岡県糸島市 
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【取組の概要】 

 避難支援等関係者を団体単位で確保し、それらの結成に関する支援や資器材の配布、講

習の実施などの支援を行う取組。 

 

【具体的な取組事例】 

《東京都杉並区》 

＜取組内容＞ 

杉並区では災害時要配慮者の支援は、区立小中学校に設置されている震災救援所運営連

絡会が主体となって行うこととしている。震災救援所運営連絡会は、区職員、学校職員、

地域住民、地域団体等によって構成され、年数回の連絡会会議及び、訓練を実施している。

杉並区では災害時要配慮者支援対策として、「地域のたすけあいネットワーク登録者台帳」

「安否確認チェックシート」「要配慮者地図」を作成して各震災救援所（避難所）に保管し

ており、災害時には震災救援所連絡会が安否確認等に利用できるようにしている。また震

災救援所に保管しているパソコンを使用して、要配慮者の安否確認結果を区内の避難所で

共有できるシステム（要配慮者支援システム）を今年度より稼働している。 

＜取組の詳細＞ 

「たすけあいネットワーク登録者台帳」：避難行動要支援者名簿登載者のうち、事前の個人

情報提供に同意した要配慮者の名簿（たすけあいネットワーク登録者の名簿） 

「安否確認チェックシート」：たすけあいネットワーク登録者の安否確認を実施するための

書式。登録者の氏名・住所、福祉情報等に加え、安否確認活動時に確認すべき項目を記載

している。 

「要配慮者地図」：たすけあいネットワーク登録者の居住地をプロットした地図。1/3500

及び 1/700の地図を作成している。 

「要配慮者支援システム」：安否確認チェックシートの内容を入力することで、区内の避難

所、災害対策本部で安否確認結果を共有できるシステム。操作は区職員が行う。 

 

 

  

避難支援等関係者になる団体への支援 
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＜たすけあいネットワーク登録者台帳＞ 

 

＜安否確認チェックシート＞ 

 

 

 

＜要配慮者地図＞ 
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【実施団体例】 

 

各町会・自治会で結成した要配慮者サポート隊が、避難行動要支援者の避難時の支援に

協力することとしている。サポート隊の結成時に、支援のための資器材を交付したり、隊

員の普通救命講習受講助成を実施したりして、サポート隊活動の活性化を図っている。ま

た、未結成の町会・自治会に向けた、結成促進講演会も昨年度実施する等、結成に向けた

取組も行っており、引き続き未結成町会等へ働きかけている。 

 

 

町内会を対象として避難行動要支援者支援事業に対して、「自主防災組織等活動補助金」

を交付している。これは、上限を 50,000円として、事業を進める上で必要となる消耗品費

や講師謝礼を補助するものであり、支援事業を実施しようとする町内会を費用面で援助し

ている。 

 

 

災害時において、スムーズな支援が行えるよう、地域の防災訓練と併せて要援護者避難

訓練の実施も推奨し、実施された町内会・自主防災組織に対して、補助金を交付する。 

 

 

災害時、登録申請者に対して、実際に誰が避難支援等をするかが最大の課題であり、支

援者になっていただく方からも「責任が持てない」という意見が多い。このような状況が

あることから、避難支援等関係者である自治会の「班」や「組」などを活用し、特定の支

援者を決めるのではなく、その地域内で地域ぐるみによる支援体制をとってもらうことを

例示として挙げている。 

 

  

東京都墨田区 

愛知県尾張旭市 

京都府宇治市 

大阪府泉大津市 
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【実施団体例】 

 

地震津波・風水害ともに、福祉課を中心とした横断的な組織「避難行動支援者支援班」

を設置し、避難訓練の実施、災害時には避難行動要支援者情報の共有化避難誘導、安否確

認、避難情報などの把握などの業務を行う。 

 

 

要支援者が避難を終えているところについては、要支援者の自宅の玄関等、目につきや

すい位置に「避難済」の案内を掲示していただくようにしている。 

 

 

 

  

その他取組 

山形県小国町 

大阪府忠岡町 
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（５）避難支援後の避難所における避難支援等関係者による引継ぎに関する取組 

                       【取組指針Ｐ31】 

 

【取組の概要】 

 避難後の避難所への引継ぎについて、マニュアル等で避難支援等関係者に指示している

取組。 

 

【具体的な取組事例】 

《埼玉県春日部市》 

＜取組内容＞ 

避難支援等関係者から、医療的な措置を受ける必要がある方や持病の薬を持参できなか

った方など、継続的な支援を要する災害時要援護者等の情報を、災害対策本部に報告する

ことなど、避難所運営を行うための基本的ルールを示した避難所運営基本マニュアルを作

成。 避難所において、災害時要援護者等にスムーズに対応ができるよう、随時災害対策

本部と自治会が災害時要援護者等の情報を共有しておくことが大切だと考えている。 

 

【実施団体例】 

 

災害時における円滑な救援活動及び連絡体制の確立を図るため、避難支援フローチャー

トを作成し、それに基づき引き継ぎを行ってもらう。 

 

 

 マニュアルを作成し対応できる体制を整えている。 

 

 

 提供した冊子の中で、「安否確認」「情報伝達」「避難誘導」とともに掲載。 

  

マニュアル等の作成 

北海道別海町 

栃木県矢板市 

岡山県岡山市 
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【取組の概要】 

 地域で行う訓練において避難行動要支援者が避難したあとの動きについても訓練を行い、

発災時に備える取組。 

 

【具体的な取組事例】 

《北海道苫小牧市》 

＜取組内容＞ 

町内会・自主防災組織に対し避難行動要支援者制度の説明会にて制度の概要を説明して

いる。そのなかで個別避難支援計画等を作成し、支援者が、避難所へ同行した場合は要支

援者の情報などを避難所担当者に伝え引継ぎを行うよう説明している。 

＜取組のきっかけ・経緯＞ 

 苫小牧市市民生活部危機管理室が、平成 28年９月 30日「避難行動要支援者制度」説明

会を機に開始。当初は、全町内会・自主防災組織への周知が困難で、その上で理解を得る

ことが難しいといった点や、特に家庭訪問、面談しての個別計画の作成、支援者の確保な

どが課題であった。 

＜取組の工夫・効果・今後について＞ 

町内会・自主防災組織へ理解されるまで何回も出向し、個別説明を続け、わずかではあ

るが、少しずつ理解されてきているが、まだまだ多くの時間がかかると思っている。 

毎年、理解を浸透させるため様々な規模で制度概要の説明会を開催したり、町内会等の

防災部・福祉部、民生委員等の実務担当者研修を行っていく必要があると感じている。市

全体の連携として福祉等関係課、社会福祉協議会等の連絡会議等を開催して行きたいと考

えている。 

 

【実施団体例】 

 

要支援者の避難場所について協議し、統一した場所を選定した。要支援者に対して、避

難時における情報手帳など持出品について説明した。避難所受付担当者によるトリアージ

訓練を実施した。 

 

 

 防災訓練において各避難所における避難支援者の有無を確認するなどの訓練を実施。 

避難所における避難行動要支援者についての訓練の実施 

宮城県色麻町 

長野県天龍村 
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 防災訓練時、町と福祉避難所の協定を締結している事業者と開所状況と受入体制等の確

認を無線を使用し実施した。 

 

  

静岡県東伊豆町 
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【取組の概要】 

 避難行動要支援者を避難させた後の名簿情報の引継ぎ等を行うよう取り決めを定め、そ

れを避難支援等関係者にあらかじめ伝えておく取組。 

 

【実施団体例】 

 

避難行動要支援者が避難所等へ避難した際は、避難支援等関係者から避難行動要支援者

及び名簿情報を引き継ぎ、安否確認などの避難支援を行う。 

 

 

特に配慮が必要な避難者については避難所以外（老人短期入所施設等）の施設に移動さ

せるなどしている。 

 

 

地震津波・風水害を想定し、引き継ぎにあたっては、個別計画に掲載の情報を引き継ぐ

ことを基本とし、個別計画に記載されていない情報の伝達については、本人の承諾を得て、

避難生活に必要な情報について引き継ぐ。引き継ぎを受けた避難所等の責任者等は、その

情報を適切に管理し避難者の見守り活動に活用する。 

 

 

避難場所に避難後、自治会役員が中心となり、各自治会の独居高齢者等の安否を確認し、

市の担当者に報告する。民生委員はいくつかの自治会をまとめて担当しているため、自治

会役員と市の間をもってもらい、安否確認に協力してもらう。 

 

 

避難所にいる民生委員・児童委員が避難所責任者に情報提供を行う。 

 

 

要援護者を移送した支援者は、その旨を避難所で受付にあたる職員へ口頭報告するよう

に依頼している。 

 

  

事前の取り決め 

北海道夕張市 

北海道浦河町 

茨城県常陸太田市 

千葉県香取市 

岐阜県美濃加茂市 

京都府八幡市 
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（６）名簿の管理に関する取組  

【取組指針Ｐ18、22】 

 

【取組の概要】 

 避難支援等関係者が適切に名簿を管理するよう、地方公共団体で作成した協定書や受領

書に明記し、徹底させる取組。 

 

【具体的な取組事例】 

《岩手県雫石町》 

＜取組内容＞ 

避難行動要支援者に関する情報は役場総合福祉課内で管理しており、定期的に要支援者

管理専用地図システムとのマッチングを行い、「お互いさま情報交換会」で得た情報等を更

新している。要支援者に関する情報は、町が定める「雫石町避難行動要支援者避難行動支

援プラン」に則り、年１回、雫石町社会福祉協議会、盛岡西警察署雫石駐在、盛岡西消防

署雫石分署、民生委員及び地域コミュニティの代表（民生委員と地域コミュニティ代表に

は担当地域分のみ）に紙ベースで提供している。提供の際には、個人情報保護に留意して

漏えい等の事故がないよう、提供の際には誓約書を取り交わしている等、情報の適正な管

理をするよう求めている。地域コミュニティ代表からは、雫石町災害時避難行動要支援者

名簿受領書兼誓約書（要支援者プランで定めるもの）を受領している。年に１回、民生委

員に依頼して登録した方の情報を更新する形をとり、スムーズに進んでいる。 

＜取組のきっかけ・経緯＞ 

活動に際しては、平成７年の阪神・淡路大震災後、仮設住宅棟でのひとり暮らし高齢者

の孤独死が問題となり、見守りと地域コミュニティづくりが始まったとのことで神戸市の

各種団体活動や資料を参考とした。民生委員や地域コミュニティ担当者など高齢の方もい

ることから電磁的記録を全員が取り扱えるとはいえないため、紙ベースでの提供としてい

る。 

＜取組の工夫・効果・今後について＞ 

工夫している点としては、登録申請書の裏側に個別計画を登載することにより、要支援

者登録と同時に緊急連絡先やかかりつけ医、常用薬等を把握できるようにしている。地域

コミュニティの必須事業であるお互いさま情報交換会において、有事の際の要支援者の避

難経路を話し合うことにより、地域全体で要支援者をどう支援していくかの意識付けが行

われている。また、一人暮らし高齢者の連絡先の把握にも役立っている。 

協定書・受領書等の活用 
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＜同意書＞  
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《神奈川県大和市》 

＜取組内容＞ 

避難支援等関係者として名簿を提供している自治会・民生委員・地区社協に対しては、

名簿は個人情報という認識をもってもらうため、避難行動要支援者名簿を提供する際に提

出してもらう受領書や、名簿表紙の裏面に遵守事項を明記するなどして、管理には細心の

注意を払うようにしてもらっている。また、名簿更新の際に必ず古い名簿を市で回収し、

個人情報の管理を厳重にしている。提供している名簿については、複写防止のため必ず改

ざん防止用紙に印刷し提供するようにしている。 

＜取組の工夫・効果・今後について＞ 

受領書は両面になっており、名簿を取り扱う際の決まりごとを記載している。内容は、

遵守事項や個人情報の管理、複製の禁止などであり、反対面に受領者の署名や日付を記載

する様式となっている。 

古い名簿の回収については、自治会長が集まる会合などでまとめて回収しているが、一

部の自治体では個別に自治会長に市役所に来ていただき、古い名簿を回収する、といった

個別対応なども行っており、そうした際に自治会長の負担になるといった点が課題と考え

ている。 
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＜受領書＞ 
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【実施団体例】 

 

町内会及び自主防災組織等への名簿情報の提供は、当該避難行動要支援者を担当する地

域に限り提供。避難支援等関係者は、名簿を取り扱う者を限定し、名簿の提供を受けた際

には、「避難行動要支援者への支援及び個人情報の管理に関する協定」を締結。避難支援等

関係者は、施錠可能な場所に名簿を保管するなど、名簿情報漏えいの防止に必要な措置を

講じ、厳重に管理。 

 

 

避難行動要支援者名簿の適正な取扱いを図るため、名簿の提供に関する手続、名簿の提

供を受ける避難支援等関係者の負担する義務及びその者に対する市長の権限等に関し基本

的事項を定めた要綱を策定し、名簿を提供する際には、取扱いに関する協定書を交わし適

正な名簿管理に努めている。 

 

 

避難行動要支援者名簿を提出する際に、適正な管理を行うことの確認と管理場所を明記

させる受領書の提出を依頼している。 

 

 

避難行動要支援者名簿の提供を受けた避難支援等関係者は、受領書を提出し、取扱いに

十分注意する。また、避難支援等関係者は、避難行動要支援者名簿の複製は最小限にとど

めると共に、複製したときは複製記録簿に記録する。市（福祉部局）は、毎年避難行動要

支援者名簿の更新を行い、各避難支援等関係者に提供する。その際避難支援等関係者は、

前年度に配付した名簿、複製記録簿及び複製名簿を市（福祉部局）へ返却する。 

 

 

  

埼玉県北本市 

愛知県東郷町 

奈良県桜井市 

北海道森町 
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【取組の概要】 

 名簿情報を紙媒体として避難支援等関係者に提供する際にコピー偽造防止用紙に印刷し

て提供する取組。 

 

【実施団体例】 

 

個人情報保護の観点から、民生委員に配布する際には、コピー防止用紙に印刷し、不要

なコピーを防止するほか担当区域の該当者のみを配布している。 

 

 

毎年 4月～5月に、各地区の区長、民生委員・児童委員を対象に説明会を開催し、名簿の

管理について徹底をお願いしている。また、配布する名簿はコピー偽造予防用紙とし、コ

ピーやＦＡＸの対策を行っている。 

 

 

名簿のコピーを禁止するため、名簿は改ざん防止用紙に印字し、避難支援等関係者へ配

布している。 

 

 

小学校区ごとの避難支援等関係者団体の長が代表となり、同意者リストを受領する。そ

の際、同意者リストを配布する範囲を決定し、リスト管理責任者を記載した受領書を市に

提出する。避難支援等関係者に提供する同意者リストはコピーガード用紙に印刷したもの

とする。同意者リストの保管場所は出張所での保管も可能としている。 

 

 

名簿を出力する際、コピー偽造防止用紙を使用し、個人情報を保護している。避難支援

等関係者が保有する名簿を更新する際に、古い名簿と差し替えることで確実に回収し、シ

ュレッダーで処理している。  

コピー偽造防止用紙の活用 

栃木県足利市 

山梨県北杜市 

愛知県岡崎市 

大阪府八尾市 

和歌山県和歌山市 
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【取組の概要】 

 地方公共団体や避難支援等関係者が管理する名簿情報に関するデータをスタンドアロー

ンのパソコン上で管理し、不正アクセスから名簿情報が漏えいすることを防ぐ取組。 

 

【実施団体例】 

 

スタンドアローン方式の端末にて管理している。災害時、持ち運び可能である。 

 

 

電子データはスタンドアローン方式のＰＣのみで管理している。紙媒体データは他機関

提供用として、要支援者本人の同意があった場合のみに作成する。 

 

 

第三者からの不正アクセス等による情報流出防止のため、外部ネットワーク（インター

ネット等）から独立したシステム上で名簿の管理を行っている。庁内ネットワークには接

続しており、住基との連動は可能だが、庁内ネットワーク自体が外部と分離しているため、

サイバー攻撃の被害を受ける恐れはない。また、紙ベースでの管理は施錠可能なキャビネ

ット等での保管を義務付けている。 

 

 

スタンドアローンのシステムを構築し、権限の限られた職員でのみ情報入力と管理を実

施。民生委員・広報委員には、更新の都度、個人情報保護についての啓発を実施し、自宅

保管には鍵のついた棚を使用する等啓発している。更新により使用済となったものは、行

政に返却し、機密書類として厳重処分する。 

 

 

名簿管理ついては、スタンドアローンのシステムで一括管理し、定期的に情報の更新を

行いながら、関係課で情報共有している。 

 

 

関係部署ではインターネットから切り離したシステムで情報管理している。民生委員は

非常勤公務員の立場で守秘義務がある。自治会、警察では平時の管理について、直接ある

いは文書にてお願いしている。 

名簿情報をスタンドアローンのパソコン上で管理 

北海道弟子屈町 

東京都西東京市 

岐阜県大野町 

三重県御浜町 

京都府綾部市 

北海道厚岸町 
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作成した名簿のデータは CD、USBメモリ等の外部持ち出し可能なメディアへの保存を禁

止し、基幹系システムのクローズドネットワーク内にフォルダを作成し保存している。フ

ォルダにはパスワード制限を行い、名簿の閲覧は防災、福祉部局のみ可能とする。 

 

  

山口県萩市 
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【具体的な取組事例】 

《長野県箕輪町》 

＜取組内容＞ 

・避難行動要支援者名簿には避難行動要支援者の氏名や住所、連絡先、要介護状態区分な

ど避難支援を必要とする理由等、秘匿性の高い個人情報が含まれるため、その避難行動要

支援者を担当する地域の避難支援等関係者に限り提供するものとし、個人情報が無用に共

有、利用されないようにする。 

・災害対策基本法第 49条の 13に基づき避難支援等関係者個人に守秘義務が課せられてい

ることを十分説明する。 

・避難行動要支援者名簿の保管は施錠可能な場所とし、複製は行わない。 

・避難行動要支援者名簿の提供先が個人ではなく団体である場合には、その団体内部で避

難行動要支援者名簿を取り扱う者を限定する。 

・名簿情報の取扱い状況の報告を求める。 

役場庁内では、関係課長会議で事前説明を行い、平成 26年 3月の地域防災会議で説明して

避難行動要支援者の定義を承認し、ホームページでも公開した。(名簿については、未公表) 

＜取組のきっかけ・経緯＞ 

平成 25年 6月 21日災害対策基本法の一部改正により、避難行動要支援者名簿の作成が

盛り込まれたことから、箕輪町地域防災計画の修正に着手して該当者を定義づけ、平成 26

年 3月に名簿を作成した。 

防災担当の箕輪町役場危機管理セーフコミュニティ推進室が中心となって実施。災対法

の一部改正により作成したが、必要性は以前から感じていた。取り組むに当たり、避難行

動要支援者の定義づけや個人情報保護との関連性をどうするかといった問題があった。ま

た、当時災害時支え合いマップを作成していたが、この更新にも多大な労力が必要であっ

た。支え合いマップ登載者も原則として避難行動要支援者名簿の対象者としたことからこ

の整合性をどうするか、また作成当初から名簿の活用が課題となっており、平時に地区防

災関係者にどのような形でおろすのかが問題となった。 

 

 

  

その他管理に関する取組 
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【実施団体例】 

 

名簿の保持者は、市個人情報保護運用審議会で諮問したのちに決定している。 

 

 

名簿管理ファイルを提供している。名簿を適正に管理できるよう、市（福祉部局）がリ

ングファイルを購入し、避難支援等関係者全員に提供している。名簿を含め、名簿に関連

する書類等はそのファイルを活用するよう周知している。 

また、閲覧者台帳を提供している。市（福祉部局）は地域内において、不必要に名簿を

閲覧させないよう、「誰が地域で閲覧するのか（したか）」を管理できるよう参考様式とし

て「閲覧者台帳」を自治区に提供している。 

 

 

関係機関に配った名簿に、番号をふって特定できるようにしている。情報を安易にもら

せないようにしている。 

 

 

避難支援等関係者に配布した名簿の管理者名簿の保管場所の届出する。 

 

 

 

  

高知県香美市 

埼玉県飯能市 

愛知県豊田市 

愛知県阿久比町 



 

140 

 

３．制度の周知・研修・訓練等に関する取組 

（１）制度の周知に関する取組  

【取組指針Ｐ38】 

 

【取組の概要】 

 様々な広報媒体を用いて、避難行動要支援者名簿についての周知を行い、住民に対して

名簿に係る制度を知ってもらい、発災時の対応に活かす取組。 

 

【具体的な取組事例】 

《北海道比布町》 

＜取組内容＞ 

避難行動要支援者名簿制度について、比布町のウェブページに掲載して周知している。 

また、平成 28年１月に支援者を募るチラシを町内全戸に配布した。 

＜ホームページ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

様々な広報媒体の活用 
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＜チラシ＞ 
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《愛知県西尾市》 

＜取組内容＞ 

地区別に開催される民生委員協議会、全自主防災会長が集まる自主防災会長会議にて、

制度の仕組み、名簿の活用方法、名簿の管理等について説明を行っている。 

＜取組のきっかけ・経緯＞ 

平成 18年ごろから、避難行動要支援者に対する対策の必要性が高まり、当時の所管課で

あった総務課防災対策室が中心となり、制度整備などの取組みを開始した。平成 21年１月

に制度のパンフレットを作成、同２月には実施要綱を施行した。 

災害対策基本法の一部改正により、災害時要援護者名簿から避難行動要支援者名簿へ移

行整備を行った。また、所管課も要介護度情報及び身体障害者情報を把握している健康福

祉部長寿課及び福祉課へ変更し、福祉部局と防災部局の連携を強化している。 

それぞれの説明会の際には、質問や要望等も受け付けており、質問や要望については、

町内会長や民生委員との連携方法（お互いに連携をとり、情報共有していただくよう、そ

れぞれに依頼するなど）や、具体的な支援策（市内の先進事例を提示するなど）、名簿管理

の難しさ（特定のファイルにまとめたり、年度末の引継ぎの依頼を行うなど）など多岐に

渡る。 

＜取組の工夫・効果・今後について＞ 

 自主防災会長及び民生委員に、避難行動要支援者名簿を渡しているが、「青色のファイル」

に「個人情報の取扱いに関する注意点」・制度説明のチラシ・一覧表（対象者が一覧で掲載

されているもの）をまとめて渡し、「青色のファイル」を引き継いでいただいている。「青

色のファイル」という呼び方で浸透することにより、問い合わせ対応や会長同士の引継ぎ

などがスムーズになった。また、制度を毎年説明することで、「青色のファイル」つまり「避

難行動要支援者名簿」に対する認知度も進み、制度に対する理解も進んだ半面、活用の難

しさも浮き彫りになった。また、直接、自主防災会長や民生委員へ説明できる機会であり、

質問や要望、苦情なども積極的に出ている。 
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《滋賀県甲賀市》 

＜取組内容＞ 

パンフレットやＤＶＤを使った説明と登録方法の周知については、平成 27年度から、福

祉団体から出前講座の申請があったことから開始した。市において区・自治会等の地域市

民の方等を対象とした出前講座を実施しており、このメニューを活用して、防災担当課の

危機管理課と、避難行動要支援者名簿の作成担当の社会福祉課が連携して、申請のあった

地域に出向いて説明を行っている。 

＜取組のきっかけ・経緯＞ 

当初、出前講座でのメニューにはない内容であったが、避難行動要支援者名簿の登録や

自主防災活動を推進する上で重要なテーマでの要望があったことから行うようになった。

当初は、説明会を開催し登録方法を説明しても、名簿登録の行動に移す人が少なかったた

め、出前講座の際に登録用紙を配布し登録してもらう機会にできるようにした。 

＜取組の工夫・効果・今後について＞ 

パンフレットやＤＶＤ等により、制度の仕組みと重要性を訴え、理解していただいた直

後に、名簿登録の手続きを行っていただくことで、以前よりは同意をいただく方が増加し

た。 

今後に向けては、同意確認を実施したが、回答が全体の半数ほどであり、同意確認の  

回答率をあげることが課題である。また、個別計画の作成に今後取り組むが、区・自治会

や自主防災組織の状況が地域ごとに違うことから、効果的なものが作成できるかである。 
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＜パンフレット＞  
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《兵庫県三木市》 

＜取組内容＞ 

・市ホームページでの周知 

・新規の障がい者手帳交付者や介護認定者に対する制度説明 

・民生委員・児童委員への制度ならびに手続方法の説明 

・区長会への制度説明 

・防災訓練での名簿活用ＰＲ 

上記のような各種活動を行っている。実際に訪問活動に深くかかわっていただく民生委

員・児童委員へは、取組開始する前から何度も取組方法や申請様式等について説明を繰り

返し行った。各自治会区長へは、実際に制度開始となる前に、市の取組方法と地域での要

援護者支援について説明を行った。また、訓練におけるＰＲについては、市の総合防災訓

練において、仮想の避難行動要支援者名簿を活用した住民避難訓練を実施することにより、

避難行動要支援者名簿の存在意義と重要性を認識していただく機会とした。 

＜取組のきっかけ・経緯＞ 

 上記について、平成 26年度末頃から行っている。以前から手上げ方式での災害時要援護

者登録制度を推進していたが、平成 25年度の災害対策基本法改正をきっかけとして、本当

に避難支援が必要な方の洗い出し、見直し作業を一からやり直しする必要があると認識し

た。また併せて、福祉的な面からも平時の要援護者の見守り活動に生かすことができると

考えた。 

＜取組の工夫・効果・今後について＞ 

当初は、避難行動要支援者名簿として統一させるための既存台帳システムのカスタマイ

ズとその運用方法、担当部署の調整、予算の捻出と確保、事務従事者の人材確保、民生委

員・児童委員への制度主旨説明と協力依頼などが課題であった。 

 実際に訪問活動していただく民生委員・児童委員へは並々ならぬ支援と協力をいただく

必要があるため、何度も説明する機会を設けた。また、事前の調査書やくらしあんしんシ

ートの様式については、何度も協議を重ね、要援護者ができるだけ見やすい、回答しやす

いような様式作成に努めた。さらに、事前調査の回答がない方に対して、再発送を２回実

施した。そうしたことで、平成 29年１月末時点で事前調査対象者 5,411名に対し、4,861

名が回答。うち災害時要援護者は、2,433名となっており、その中でも自分で避難するこ

とが困難である避難行動要支援者は 1,378名ということで把握し、名簿作成することがで

きている。また、事前調査の回答を受けて、実際に民生委員・児童委員の訪問を通して、

くらしあんしんシートを作成するという段階を踏んでいるため、同時に個別支援計画が作

成できる状態となっている。したがって 90％以上の高い確率で個別支援計画まで作成でき

ているということになっている。作成に協力していただいている民生委員・児童委員から

は、作って終わりではなく定期的な更新作業を行ってほしいと声をいただいている。 
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 課題としては、事前調査を実施しているが、まったく返事のない人（本当に支援が必要

かどうか、支援必要なら平時からの名簿提供が可能かどうかの状態がわからない方）に対

するケア、方針をどうするか、また、名簿を作っただけで終わるのではなく、それをどの

ように活用するのか、地域（自主防災組織）での日頃からの支援体制の構築に具体的にど

のように繋げるのかといった点が挙げられる。今後は、名簿の適正な管理と定期的な更新 

ならびに、地域が主体となった個別支援計画づくり（地域支援者へ個別支援計画・くらし

あんしんシートを浸透させる方法）を行っていきたいと考えている。 

＜くらしあんしんシート＞ 
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【実施団体例】 

 

町内会へ赴き、要援護者避難支援対策についての出前説明会及び、図上訓練を実施。こ

れらを同時に行うことにより、いっそう防災に対し意識づけがされるようにしている。 

 

 

 高齢者や障がい者障害者等の災害時における避難行動に困難がある要支援者への情報伝

達体制や避難支援体制が、災害時に円滑に機能するよう日常的な見守り体制などを構築し、

要支援者の安全・安心の強化、平常時平時からの地域でのつながりの強化を図るため、避

難支援体制づくりが地域ぐるみで推進されるよう、それぞれが役割をもって体制づくりに

取組んでいる。 

 

 

ＨＰや防災無線で避難行動要支援者制度に関する周知を行っている。 

 

 

 市のホームページに制度案内を掲載しているほか、健康福祉政策課、障がい者障害者支

援課へ制度案内のリーフレットを設置している。 

 また、市内の高齢者及び要介護者については、民生委員を通じて、同リーフレットの配

付を行っている。 

（URL：

https://www.city.aomori.aomori.jp/kenko-fukushi/anzen-kinkyu/bousai-syoubou/

saigai-hinanshien.html） 

 

 

１ 毎年、名簿制度や名簿登録を募集する旨の周知を、市広報紙及びラジオ放送を通じて

行っている。 

２ 自主防災組織の主体となる町内会の会長が参加する会議の時や市が行う出前講座（職

員を地域の集まり等に派遣し、講義を行う制度）において、名簿の取扱いや避難支援方法

について説明を行っている。 

 

 

HPに全体計画及びパンフレットを掲載した。対象者が窓口に来た際に、制度について案

内し、防災に関する出前講座等の際には、パンフレット配布及び制度に関する説明を行う。 

 

北海道岩内町 

青森県青森市 

埼玉県蕨市 

北海道比布市 

群馬県高崎市 

北海道八雲町 
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たすけあいネットワーク制度について区ホームページやチラシ等での周知に加え、民生

児童委員、震災救援所運営連絡会、地域団体の会議等の場で普及啓発を行っている。 

 

 

 避難支援等関係者に対する制度及び平時からの名簿情報提供に係る覚書の締結に向けた

説明会を実施し周知した。 

 また、避難支援等関係者のうち自主防災組織については、市内を 11地区に分け、11地

区全てに自主防災組織を結成していることから、全ての地区で制度説明及び覚書の締結に

向けた説明会を実施するとともに、自治会の回覧を活用した制度説明により周知を行った。

さらに、市ホームページに避難行動要支援者支援制度について掲載し、周知を図っている。 

 

 

①市内の自治会から要望があった場合、制度担当の３課（防災安全課・高齢福祉課・障

害福祉課）より説明員を派遣し、制度や名簿に関する説明を行い、質問を受けている。 

②自治会・自主防災組織を対象とした説明会を市が開催している。また PR動画の作成を

進めており、完成次第公開予定。 

③市が作成する自治会向けの情報誌「地域かわら版」に制度の概要を掲載 

④市 HPに制度の概要を掲載 

 

 

チラシ、ホームページ、広報とやま、ラジオ、出前講座、ツイッター等により、避難行

動要支援者支援制度の市民への周知を行っている。また、 町内会、自主防災組織、民生

委員へ本制度のチラシ、申請書等を配布し、地域の方への登録勧奨をお願いしている。 

  

東京都杉並区 

富山県富山市 

東京都青梅市 

東京都日野市 
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市が作成した防災パンフレットに避難行動要支援者名簿を記載し、周知している。また、

同パンフレットを利用して、住民向けの説明会（出前講座）等でも制度の周知をしている。 

 

 

毎年 5月から 6月に避難行動要支援者登録活動を実施している。 

各区長を通じて、市内全世帯に新規の登録票（避難行動要支援者の要旨説明付）を配布、

同時に昨年登録した個別計画書を再登録用紙とし、対象者に配布。 

 新規登録票、再登録票を各世帯から班長→町内会長→区長と回収し、毎年の決まった時

期に登録活動を行っている。 

登録されたデータをフィードバックし、名簿や個別計画としてファイリングし、区長、町

内会長、班長がそのファイルを保持し、有事に備える。 

 

 

民生委員、自治会、ふれあいサロン等で構成される、まめネット協議会のメンバーが日

頃の何気ない見守りにより、台帳未登録の要支援者を発見し、制度の周知・登録支援を行

う。 

・民生委員・児童委員 

・自治会 

・ふくしまちづくり推進員 

・女性防火クラブ 

・消防団 

・老人クラブ 

・ふれあいサロン 

・身体障害者福祉協会 

・その他各地区で必要な団体 

以上がまめネット協議会である。 

 

 

３年に１度を目安に、制度の未登録者（対象者）に対して制度の周知を図るために案内

を送付している。また要介護認定者へ介護用品の引換券を支給する際、制度対象者と重複

することから、案内を同封している。 

障害者手帳の受取時に、窓口にて職員から制度についての説明をする。 

年間を通じて市のＨＰに制度に関する説明を掲載し、年に１度、市の広報に制度に関す

る記事を掲載する。 

石川県能美市 

岐阜県山県市 

愛知県豊川市 

福井県勝山市 
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障害者手帳を新たに取得された方へ市の福祉施策についてまとめた冊子「ながくて福祉

ガイド（障がい編）」を配布し、様々な事業や制度を紹介している。その中に避難行動要支

援者支援制度についての記載もある。 

 

 

市の防災展などでの制度周知の展示、出前講座での制度の説明、名簿掲載者への制度の

案内パンフレット、登録申請書の送付を行う。 

 

 

年に１回、制度対象者に対してパンフレットを配布し、制度登録を促している。制度説

明依頼のあった自治会についてのみ、日程調整の上、各自治会へ伺い、制度の説明を行っ

ている。 

 

 

 高齢者や障がい者障害者等の災害時における避難行動に困難がある要支援者への情報伝

達体制や避難支援体制が、災害時に円滑に機能するよう日常的な見守り体制などを構築し、

要支援者の安全・安心の強化、平常時平時からの地域でのつながりの強化を図るため、避

難支援体制づくりが地域ぐるみで推進されるよう、それぞれが役割をもって体制づくりに

取組んでいる。 

 

 

市の HPに掲載している。地区の防災訓練において、ブースを出し、参加した人に啓発を

行い、家族や近隣の方で避難行動要支援者が居れば市へ連絡するよう啓発し、登録を促進

している。 

 

 

広報よしか、お知らせ版、ホームページ、ケーブルテレビ、防災マップに掲載し、周知

を行っている。 

 

  

愛知県長久手市 

滋賀県東近江市 

滋賀県米原市 

和歌山県和歌山市 

滋賀県彦根市 

島根県吉賀町 
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（高齢者について） 

・本市が地区民生委員に、65歳以上の高齢者で在宅で援護が必要と思われる高齢者の実態

について調査し、本人の同意を得て「独居・ねたきり・認知症高齢者実態調査票」の提出

を依頼している。この調査の際に、併せて、避難行動要支援者支援制度について説明し周

知している。同意があった場合は、「避難行動要支援申込書兼個別プラン」を提出する。 

（障害者について） 

・身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者手帳の交付時に制度について説明し周知してい

る。 

（難病患者について） 

・特定医療費（指定難病）受給者証交付時に制度について説明し周知している。 

 

 

市広報紙、HPでの情報掲載とあわせて、新規事業対象者（前年度案内以降対象者となっ

た市民）対して、直接事業の紹介と登録用紙を郵送し、事業周知を図るともに、名簿への

登録推進を行っている。また、障がい者障害者の支援団体（家族会）の会議等に参加し、

事業の紹介を行っている。 

●避難支援体制づくりの具体策 

・地域防災計画・避難行動支援計画に基き、事前に同意を得ている方の名簿を市が作成し、

地域の避難支援等関係者（自治会長、自主防災組織、民生委員児童委員）に提供して、避

難支援プラン（個別計画）の作成を進めている。 

・防災講演会、出前講座のメニュー化、地域担当職員制度を活用して、制度の周知や避難

支援プランの作成を支援している。 

・地域の実情を踏まえ、要支援者やその家族とともに、支援に関する事項等を記載した避

難支援プラン作成づくりを支援している。 

・実効性を高めるため、防災訓練や避難訓練に要支援者もできるだけ加えた訓練の 実施

により、避難支援プランの検証・見直しを勧めている。 

 

  

愛媛県松山市 

福岡県宗像市 
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（２）名簿を活用した研修・訓練に関する取組  

【取組指針Ｐ38～41】 

 

【取組の概要】 

 避難行動要支援者にも訓練に実際に参加してもらい、訓練を通して、避難行動要支援者

と避難支援等関係者お互いが災害時の対応についての対応を確かめることができる取組。 

 

【具体的な取組事例】 

《東京都板橋区》 

＜取組内容＞ 

住民防災組織（町会・自治会）及び民生・児童委員（状況による）が主体となって、避

難行動要支援者名簿記載者（要支援者）に訓練参加を呼びかけ、発災直後を想定した安否

確認訓練を実施をした。訓練の際には安否確認用バンダナ（無事ですバンダナ）も併せて

活用し、要支援者本人による、安否確認の目印を掲げる訓練として位置付けている。バン

ダナについては、災害時については、安否確認用の目印（無事な場合に掲げる）として活

用し、平時については、バンダナ配付を通した支援者と要支援者との顔合わせや、防災訓

練（安否確認訓練に限らない）への参加呼びかけを目的として配付した。 

＜取組のきっかけ・経緯＞ 

平成 26年度に、避難行動要支援者名簿の配付と併せて、安否確認用バンダナ「無事です

バンダナ」を配付したことをきっかけとして、板橋区重点地区総合防災訓練（※区内 18地

区中１地区で実施する大規模な訓練）での訓練項目の中に安否確認訓練を盛り込み、趣旨

に賛同した住民防災組織（町会・自治会にて構成）が実施した。事前には、訓練参加者宛

てに、訓練参加を呼びかけるチラシを作成し配布した。 

 

  

避難行動要支援者に参加してもらう訓練の実施 
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＜バンダナ使用説明書＞ 
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《神奈川県開成町》 

＜取組内容＞ 

福祉タクシー事業者２社と災害時の要援護者の移送に関する協定を締結している。その

協定を活用し、実際に名簿に掲載されている方の移送訓練を町防災訓練にて実施している。 

＜取組のきっかけ・経緯＞ 

平成 28年度、大規模災害時の要援護者対策として開始した。協定内容としては、避難行

動要支援者の自宅から災害時要援護者拠点施設（町福祉会館）までの移送訓練などを行っ

ている。事業所からも近隣市町村でも聞いたことがない先進的な取組だと評価いただけた

ため、比較的スムーズに進んだ。 

＜取組の工夫・効果・今後について＞ 

自治会、避難行動要支援者からの理解を得て、受入訓練を実施した。受入には、災害時

要援護者拠点施設の運営に必要な看護師・介護士等の専門職の登録制度に登録している方

たちにも協力してもらい、受付表の作成の他、個別に問診を行い、避難行動要支援者ごと

の個別ファイルを作成する訓練を行った。また、備蓄品を活用し、パーテーションで生活

空間をつくり、ベッド、トイレなどの物品の体験や食料品の試食、福祉タクシーの活用な

ど、参加者が実際の避難生活を模擬体験できるよう工夫した。 
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＜訓練の様子＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【実施団体例】 

 

平成 28年 11月 20日に、本町の海岸地区にて自衛隊と合同で大規模災害を想定した避

難訓練を実施しており、その一環として対象地区の要支援者に対して支援者が安否確認を

行い、災害対策本部へ状況報告を行う訓練を実施した。 

  

北海道別海町 
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毎年、市防災訓練前に地区別説明会を開催（全地区）している。説明会の出席者は①自

主防災組織の長（区長）②民生委員③消防団部長である。 

説明会にて各地区の①避難行動要支援者名簿②一人暮らし高齢者名簿のうち災害時の安

否確認に同意されている方の２つの名簿と掲載マップを提供。その際に市と名簿所持者と

の覚書を２部作成し、１部を訓練時に提出してもらう。 

当日は自主防災組織と民生委員が名簿掲載者の安否確認を行い訓練報告書と覚書を提出。

（消防団が各集会所から訓練メイン会場の災害対策本部へ持参。）この安否確認を通して避

難行動要支援者名簿に該当しない一人暮らし高齢者のうち自力で避難が困難な者は、自主

防災組織が支援の必要を認めた者として市へ報告。市はその対象者本人へ避難行動要支援

者の名簿掲載についての同意確認を行い同意された方を避難行動要支援者名簿に掲載する。 

 

 

総合防災演習の住民避難訓練の際に、「災害時要配慮者救出避難訓練」として、実際に名

簿登録されている要支援者の方に参加いただき、自宅から避難所（会場）まで支援者の方

と避難する。 

 

 

区では年１回防災訓練を開催しているが、防災訓練の対象地域の要配慮者を対象とした

安否確認・避難支援訓練を平成 27年度から開催している。平成 27年度は２名、28年度は

５名の要配慮者を避難行動要支援者名簿から抽出し、区職員、民生児童委員、介護事業者

職員、包括支援センター職員などで構成された安否確認チームが要配慮者のご自宅を訪問

し、安否確認を行った。 

 

 

市から市社協に災害時要援護者支援体制構築事業を委託し、個別計画及び情報伝達体制

に即した避難訓練を実施した。具体的には、市内 20地区の地区社会福祉推進協議会と協力

し、災害時要援護者（避難行動要支援者）が実際に参加する避難訓練や DIG訓練（災害図

上訓練）、HUG訓練（避難所運営訓練）を実施した。 

  

茨城県潮来市 

埼玉県蕨市 

岐阜県大垣市 

東京都目黒区 
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①大和地区での取組み 

毎年実施している防災訓練を、平成 25 年 11 月 30 日に「大和地区要援護者安否確認実

施訓練」として実施。自治会館に災害対策本部設置。一時避難所（10箇所）に、防災会の

責任者配置。避難支援等関係者が避難行動要支援者名簿に登録している方のお宅訪問し声

かけ（安否確認）を実施。結果を一時避難所の責任者に報告。責任者は避難行動要支援者

すべての状況を把握し、災害対策本部に報告。本部は、大和全体の避難行動要支援者の安

否確認状況を確認。 

当時、避難支援等関係者（345人） 訪問した避難行動要支援者（475人） 

②グリーンハイツ地区の取組み 

平成 27年 8月 2回、9月 1回避避難行動要支援者名簿を活用した研修会の実施。 

この地区では、避難支援等関係者を自治会の公募で集める。当時 496 人、避難行動要支援

者は 450 人。避難支援等関係者各人が安否確認等を行う避難行動要支援者名簿を持ち研修

会の実施。危機管理室より地震災害の研修会を実施、その後、避難支援等関係者がグルー

プに分かれ、地区内の地図にハザードを書き込み、各人が担当する避難行動要支援者の避

難誘導をいかに実施するか確認等の実施。 

③川西小地区の取組み 

この地域では自治会が 20あり。毎年の防災訓練時に、1自治会ごとに、避難行動要支援

者宅を、自治会長、民生委員、福祉政策課職員が訪問し（予告なし）、災害に対する再認識

をしていただいている。 

④その他  

各地域の毎年の防災訓練時に、その地域全域の避難行動要支援者宅ではないが、民生委

員による避難行動要支援者宅への安否確認訓練を実施。 

 

 

毎年、避難行動要支援者名簿を活用した訓練を実施している。訓練内容は以下のとおり。 

・避難支援等関係者（安否確認、避難支援） 

・要配慮者（避難準備、避難） 

・防災部局（避難準備情報の発表、安否確認） 

・福祉部局（福祉避難所開設、避難所受入れ） 

 

 

地域が行っている避難訓練にあわせて要配慮者参加型避難訓練を実施し、個別避難支援

計画に沿った避難方法や避難支援に必要な資機材等の確認を行い、災害時の課題を認識す

る。 

兵庫県川西市 

高知県大豊町 

高知県土佐市 
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【取組の概要】 

 訓練において、避難行動要支援者に参加してもらうため、避難行動要支援者名簿を活用

してもらうための工夫に関する取組。 

 

【具体的な取組事例】 

《福島県いわき市》 

＜取組内容＞ 

市（福祉部局）は避難行動要支援者名簿に登録している方に対して、市が行う総合防災

訓練への参加を呼びかけ、地震津波災害を想定し、防災訓練にあわせて要支援者の避難訓

練を、地区を指定して実施し、今後、実施地区の拡大を予定している。まず、訓練前日ま

でに、社会福祉協議会、地域包括支援センター、市（福祉部局）の職員が地区担当民生委

員と一緒に要支援者宅を訪問し、訓練への参加意思の確認や避難の方法等について聞き取

りを行い、訓練当日は自主防災組織や民生委員等の避難支援等関係者のほか地域住民も参

加し、災害発生時の対応について、地域の住民同士による支援体制について確認するとと

もに、介護保険事業者と連携し、福祉避難所への移送を想定した訓練も実施した。また、

これらの訓練において、市職員は、今後の要支援者の支援のあり方を確認するため、要支

援者が自宅から避難所に移動する際に付き添いを行った。 

 

【実施団体例】 

 

地域で開催する訓練費用の増額助成基準の中に、名簿を使用した訓練実施を位置付け、

訓練での名簿の活用を促している。 

災害時要援護者訓練（すべての項目を満たした場合増額助成） 

・個別避難支援計画を策定済み若しくは、今年度策定予定である。 

・避難準備訓練若しくは避難搬送訓練（疑似訓練を含む）を実施した。 

・要援護者名簿を使用し、要援護者の安否確認、情報伝達を行った。 

 

 

自主防災組織が実施する訓練時に、避難行動要支援者名簿を活用した支援訓練を取り入

れていただくようお願いしている。市はその訓練に対し、人的、財政的支援を行っている。 

  

避難行動要支援者に訓練参加を促す工夫 

新潟県新潟市 

長野県茅野市 
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防災訓練時に、名簿登録者に対して、地域の方に防災グッズ（アルファ米など）を配っ

てもらっている。 

 

 

土砂災害ハザードマップと高潮ハザードマップにおける要支援者宅の想定状況を伝え、

訓練参加を呼び掛けた。参加が難しい方については、支援者が自宅に行って声掛けをして

よいか等の事前確認をして対応した。 

 

 

  

兵庫県神河町 

山口県宇部市 
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【取組の概要】 

 避難行動要支援者名簿についての研修会を実施し、支援方法や名簿活用の手法について

理解を深めてもらう取組。 

 

【具体的な取組事例】 

《東京都杉並区》 

＜取組内容＞ 

震災救援所に「地域のたすけあいネットワーク登録者台帳」「安否確認チェックシート」

「要配慮者地図」を収納している。それらの取扱い等について、震災救援所運営連絡会会

議の場で研修を実施している。また、それらを用いた平時からの支援として、台帳に掲載

されている要配慮者の支援方法の検討やダミーデータを用いての要配慮者安否確認訓練を

実施している。 

＜取組のきっかけ・経緯＞ 

上記研修については、平成 19年度よりたすけあいネットワーク登録者台帳を震災救援所

へ配布するに当たり、たすけあいネットワーク制度の概要等の説明、個人情報取扱いに関

する研修を実施したことから継続して行っている。 

＜取組の工夫・効果・今後について＞ 

現在では、年 2回の集合研修（あらかじめ日程を区が設定し実施する研修）に加え、震

災救援所からの要望に応じて随時研修を開催しており、震災救援所運営連絡会委員が合計

して年 10回 100人程度が参加している。 

また、たすけあいネットワーク制度の概要説明やたすけあいネットワーク登録者台帳の

利用方法（見方、活用方法等）に関する説明、個人情報保護に関する研修の 3項目ついて

行っており、おおよそ 2時間の研修の中で説明をしている。 

 

  

研修の実施 
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【実施団体例】 

 

各防災区民組織が、避難行動要支援者の避難誘導に関するワークショップを随時実施し、

区がそれを補助している。また、防災コンサルタントを防災区民組織に派遣し、支援体制

構築や名簿活用の手法を指導している。 

 

 

  

東京都品川区 
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（３）避難行動支援に係る地域づくりに関する取組  

               【取組指針Ｐ39】 

 

【取組の概要】 

 住民相互の助け合いを促し、避難支援等の体制を構築するために、平時から地域づくり

を進めておくことが重要であり、その地域づくりを進める取組。 

 

【具体的な取組事例】 

《静岡県富士市》 

＜取組内容＞ 

災害・緊急支援情報キット（以下「災害支援キット」という。）は、地域に住んでいる避

難行動要支援者の把握、地域での情報共有、顔の見える関係づくりを進める仕組みとして

考えられたものであり、平成 24年度から、富士市内の全町内会（区）に協力をいただいて

実施している。災害支援キットは、体の状態、かかりつけの医療機関や服薬内容、緊急連

絡先などを記入した災害・緊急支援情報カードを保管容器に入れ、自宅の冷蔵庫に保管し

ておき、救急時や災害時に、災害・緊急情報カードの情報を救急活動や被災後の生活支援

に活用する。災害支援キットの申請は、町内会（区）に対して行うが、申請書類のやりと

りや災害支援キットの配付を通じて、避難行動要支援者と避難支援等関係者が顔見知りに

なるきっかけを作っている。また、災害支援キットを申請した者の名簿（災害支援キット

申請者名簿）を各町内会（区）で作成し、災害時の安否確認や避難誘導だけでなく、平時

の声かけや防災訓練参加への呼びかけなどにも名簿を活用する。なお、災害支援キットを

申請した者については、市が作成する避難行動要支援者名簿にも掲載される。 

＜取組のきっかけ・経緯＞ 

当初は、顔の見える関係のきっかけ作りという、災害支援キットの本来の趣旨を なか

なか理解して貰えなかった。現在においては、災害支援キットの申請・配付は、町内会を

通じて行っているため、申請書類のやり取りを通して、避難行動要支援者と避難支援等関

係者との顔見知りになるきっかけ作りになっていると考える。 

＜取組の工夫・効果・今後について＞ 

広報誌への掲載のほか、障害手帳の交付時や、民生委員児童委員による在宅高齢者実態

調査の際に紹介して貰う等、様々な方法で周知を行っており、平成 29年２月末時点で、約

7,000人が申請している。（避難行動要支援者名簿に掲載されている人数の約３分の１） 

 

避難行動支援に係る地域づくりに関する取組 
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＜災害・緊急支援情報キット（災害支援キット）＞ 
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＜リーフレット＞ 
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【実施団体例】 

 

三沢市が三沢市社会福祉協議会に委託し協働で行っている地域きずな支えあい事業。 

地域に住む高齢者や障害者で、特に生活支援、健康支援、災害支援などが必要な方々に

ついて、社会福祉協議会が主体となり、三沢市や町内会、民生委員、地域支援員である「ご

近所サポーターや地域福祉協力員」等のボランティアなど、関係団体・個人が連携し、連

絡調整を図りながら、見守りや支援体制を構築していくことを目的としている。 

また、行政や関係団体の他、地域住民やボランティアが当事業に協力していただくこと

により、協働のまちづくりの推進や地域のきずなを深めることも目的としている。 

事業の流れは以下の通り。 

①町内会ごとに事業の説明会を開催。 

②社協が中心となり、町内会、民生委員、在宅介護支援センター等により、支援対象者

について、地区ごとに実態調査を実施。 

③同意いただいた支援対象者の情報を市社協において一覧表、台帳に集約。  

④実態調査のデータを基に、調査結果を町内会・民生委員・各担当地区の在宅介護支援

センター等の調査報告の会議を開催。支援対象者の意向を参考に「ご近所サポーター」

を選任し、地域支援マップに記載。 

⑤「ご近所サポーター」に選任された方々には「てびき」を配布して、支援対象者に何

か問題が発生した時に、「てびき」に記載の上、社協に連絡いただくよう周知。支援対

象者にはご近所サポーター名や緊急時連絡票、地域支援マップを送付。 

⑥町内会、民生委員、在宅介護支援センターの方に支援対象者の名簿を配布し、災害時

や緊急時に活用するよう周知。 

 

 

地域が支援活動に取り組む際の参考として、「いろはで進める！ご近所支援参考集」を作

成し、出前講座等で地域に情報発信をしている。また、各地域で実際に行われている事業

を「多賀城市内の事例集」としてまとめ、他地域での活動に活用を図っている。 

  

青森県三沢市 

宮城県多賀城市 
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提供された避難行動要支援者名簿に加え、自主防災組織独自で支援が必要な人を決め、

本人の同意を得た上で名簿に登載し、自宅の場所を標記した地図を作成し、地域公民館へ

掲示。名簿及び地図を情報共有し、担当する要支援者を決め、避難訓練など活動を行って

いる。 

「福祉協力員」（本人の同意を得て、町内会長が選任し、支援を担当する高齢者等を決め

る）という制度を取り入れている。福祉協力員は決められた対象者に対して、平時から声

掛け、見守りを実施し、災害時には安否確認や避難に関する情報の伝達、必要に応じて避

難誘導や支援を行う。 

 

 

毎年、一回町内会・民生委員・児童委員に避難行動要支援者のご自宅訪問（以下、「ご自

宅訪問」という。）を実施するように依頼している。 

 「支援されるもの」と「支援をするもの」の顔の見える関係を作ることが趣旨である。 

本年は、避難行動要支援者調査票（以下「調査票」という。）を作成。町内会、民生委員、

児童委員、がご自宅訪問を実施する際に、調査票を持って調査をするように依頼。調査結

果は、個別計画の策定等に利用する予定。 

 

 

避難行動支援を行おうとする自治会にあっては、「木曽岬町地域まちづくり推進事業交付

金」を受け取ることが出来る。ただし、年 12回以上の声掛けが必要になる。 

 

 

自治会内で洪水時に避難の支援が必要な「おねがい会員」と避難の支援に協力できる「ま

かせて会員」を登録してもらい、日ごろの付き合いの中で避難の支援ができる仕組みづく

り。 

 

 

 日頃より顔の見える関係を作っておくことが一番の地域防災力につながると考えている。

避難支援団体へは個別避難支援計画を作成するにあたって当たって、登録者（同意者）に

対して必ず一度は面談をお願いしており、それを通じて防災訓練の実施や見守り活動等で

顔の見える関係づくりをお願いしている。 

  

群馬県高崎市 

愛知県知立市 

三重県木曽岬町 

大阪府摂津市 

兵庫県西宮市 
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要配慮者（避難行動要支援者）を、災害時のみならず平時から地域で支えていく体制を

築くため、自治会単位を目安として、避難支援等関係者で組織する「要配慮者支援組織」

の結成と活動内容の充実の取組を行っている。 

 

 

 市の防災部局と福祉部局（高齢者福祉担当）が協同で、地域の自主防災組織向けに研修

を行うもの。災害時の避難支援ももちろんのこと、日頃からの孤独死・孤立死ゼロを目指

した見守り、これらを”向こう三軒両隣”の考え方を基本として、地域の方々に担っていただ

くべく地域の体制づくりを目指している。 

 参加者として、地域の役員はもちろんのこと、できるだけ多くの住民の方に参加をして

もらい、地域全体での意識の醸成を図っている。 

 

 

要支援者の該当年齢到達の高齢者においては、民生委員が個別訪問を行い、避難行動要

支援者名簿への登録を促している。 

 

 

  

島根県松江市 

福岡県朝倉市 

福岡県那珂川町 
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４．外部との連携・協力に関する取組 

 

 

【具体的な取組事例】 

《埼玉県春日部市》 

＜取組内容＞ 

近隣市町村と災害時における避難場所相互利用に関する協定を締結し、避難者の受入体

制を構築している。 

例えば、蓮田市、白岡市、宮代町、杉戸町とは平成 24 年 10 月 1 日から、「災害時にお

ける相互応援及び避難場所の相互利用に関する協定」を結んでおり、食料・飲料水や救出・

医療・車両、医療職・技術職の派遣、避難場所の相互利用などの連携、越谷市とは平成 18

年 1月から、「災害時における避難場所相互利用に関する協定」を結んでおり、避難場所の

相互利用を連携することとしている。 

また、埼玉県のみならず、都道府県を跨いだ連携をしており、平成 17年からは、藤岡市

（群馬県）、富岡市（群馬県）、羽生市、富士見市、藤沢市（神奈川県）、藤枝市（静岡県）、

江南市（愛知県）、津島市（愛知県）と「大規模災害時の相互応援に関する協定」を結んで

おり、車両・機械・用具などの提供、食料・飲料水の提供、被災者の救出・医療、施設の

応急復旧に必要な資機材の提供、医療職・技術職などの派遣といった連携をすることで、

大規模災害に対応ができるよう仕組みを整えている。 

  

近隣市区町村同士での連携 
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【実施団体例】 

《新潟県柏崎市》 

＜取組内容＞ 

災害発生時、必要に応じて福祉事業所に対し、避難行動要支援者の安否確認情報の提供

を求めるとともに、避難所の確保についても障害のある方や高齢者で一般避難所での滞在

が困難な場合に、行政からの要請に基づき、福祉サービス事業所から可能な範囲で一時避

難所としての受入れを行っている。（安否確認の情報提供に関する協定及び避難の受け入れ

に関する協定） 

＜取組のきっかけ・経緯＞ 

避難行動要支援者と認められる高齢者や障害者などは、日常的に介護サービス事業者と

関わりが深いため、サービス事業者などとの協定に基づき、事業者ごとに施設利用者の安

否確認や施設での受け入れの支援をあらかじめ決めておくことにより、施設の利用者の安

否確認と併せて、施設を利用するための協定が有効であるという考え方に立った。緊急避

難的な避難者の受入れや安否確認の実施について、災害時の支援を円滑に進めるために、

民間の福祉サービス事業者（施設）と協定を結ぶに至った経緯がある。また、平成 16年

10月に発生した中越地震（中越大震災）の際に、避難行動要支援者に対する安否確認の連

絡が、市をはじめ、ケアマネ事業所、地域包括支援センター、通所施設などの介護サービ

ス事業者の関係者から重複して報告がされるなど、避難行動要支援者本人にも負担になっ

たことを教訓として取組んだ経過もある。 

＜取組の工夫・効果・今後について＞ 

避難受け入れに関する協定書についての条項の解釈の基準を明確にすることが必要であ

る。第１条の「避難を余儀なくされた場合」は、「住居喪失、倒壊などにより居住できない、

介護者が死亡もしくは負傷などにより自宅で介護できないなどの理由」、第３条第２項の

「可能な限り受諾」は、入所基準該当者について定員を超えて受入れることやショートス

テイ利用該当者についても同様」のほか、ほかの条文に対しても同様に留意することとし

ている。また、災害時には、地域において避難行動要支援者に対して可能な限り支援（安

否確認と避難誘導などの協力協定）してもらうことを期待するが、避難所への避難にあた

って、寝たきりの人は搬送が難しい、車椅子が欲しい、避難所よりも福祉施設への緊急避

難が適当などの声が住民からも多く聞かれ、行政としての事前の準備も含めた支援も必要

とされる。今後としては、避難準備・高齢者等避難開始を発令した後に避難し、どのタイ

ミングでどこの施設に誘導し、受入れするかの判断が難しいことや、一時的な受入れを想

定した場合、入所者や通所者（通常利用者の支援と緊急入所の対応が多発的に発生）との

すみわけをどのように扱うのか、長期にわたる場合の解除時期の判断、空振りで終わった

障害者団体以外の団体との連携・協力に関する取組 
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時のその後など、協定を締結する事業所とよりきめ細かな対応について取り決めておかな

ければならないと考える。 

 

《三重県伊勢市》 

＜取組内容＞ 

三重県聴覚障害者支援センターと協定を締結し、聴覚障害者のうち同意を得た人の名簿

を提供するとともに、災害時の避難情報等の伝達、安否確認、避難所における避難生活上

の支援及び支援物資の配布等の支援活動を行っている。 

＜取組のきっかけ・経緯＞ 

平成 25年４月 12日に協定締結し、平成 26年４月１日に協定内容の変更により再締結

した。三重県聴覚障害者支援センターが各市町に災害時における聴覚障害者の名簿の提供

を希望していたことから、協議の場を持った。当初、当市とセンターが考える名簿の提供

方法にズレがあったが、何度か協議し、当市の考える提供方法にセンターも合意したため、

その後はスムーズに手続きは進んだ。 

また、当市の災害時要援護者登録台帳（避難行動要支援者のうち、平時から自治会や民

生委員等へ情報提供に同意した人の台帳）作成に係る同意を既に希望者から徴取していた

ため、センターへの台帳の提出に伴う同意の取り直しが生じ、全員から同意書の取り直し

を郵送等にて行った。同意書の取り直しの際に、センターへの入会申込書も同封し、日々

の生活にも関われるような体制も目指した。 

＜取組の工夫・効果・今後について＞ 

取組においては、災害時要援護者登録台帳を平時から提供できるようにした。また、聴

覚障害者のための必要な備品（補聴器の電池等）の確保については、センターで調達して

もらうよう調整した。この協定を機に、南勢地域の市町が同じような協力ができるよう三

重県の「南勢志摩地域活性化局 地域活性防災室（平成 26年度当時）」の設置に変わり、

南勢地域の市町がセンターと協定を締結することとなった。 
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【具体的な取組事例】 

《長野県松本市》 

＜取組内容＞ 

平成 21年度より、独自で「松本市災害時等要援護者登録制度」に取り組んでおり、登録

者の情報は平常時より、登録者のお住まいの町会の町会長・民生委員・本人が指定した地

域支援者及び松本市社会福祉協議会に提供している。当制度は、在宅で生活に不安等があ

る方ならどなたでも登録可能となっている。また、登録者については、避難行動要支援者

名簿に自動的に掲載している。 

＜取組の工夫・効果・今後について＞ 

例えば、在宅酸素の提供を受けている患者は、酸素供給している一部の事業者が情報提

供についての同意（松本市災害時等要援護者登録制度への登録）をしている。 

また、事業者が地域支援者の１人になることで、情報を共有し、日頃から関係づくりを

進めることで安心づくりに繋がっていると考えている。 

 

 

  

障害者団体以外の団体との連携・協力に関する取組 
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５．災害時における取組 

（１）避難支援等関係者への発災情報提供に関する取組  

【取組指針Ｐ25～26】 

 

【取組の概要】 

 様々な情報発信媒体を用いて、災害情報の発信を行う取組。 

 

【具体的な取組事例】 

《東京都品川区》 

＜取組内容＞ 

以下の手段により、避難支援等関係者に対して発災情報の提供を行う。 

①音声による情報発信 

ア）防災行政無線固定系 

イ）防災行政無線固定系の商店街接続 

ウ）全国瞬時警報システム（J-ALERT） 

エ）緊急地震速報 

オ）インターFM（ラジオ放送） 

カ）防災ラジオ 

キ）防災タブレット 

ク）広報車 

②文字による情報発信 

ア）臨時広報誌 

イ）区ホームページ 

ウ）Twitter 

エ）CATV品川（L字・文字スーパー） 

オ）メールマガジン 

カ）防災タブレット 

キ）緊急速報エリアメール 

③その他の手段による伝達 

ア）ケーブルテレビ品川（テレビ放送） 

イ）報道機関への発表 

視覚障害者の方、聴覚障害者の方それぞれに対して情報を伝達するため、音声と文字を

分けている。 

 防災タブレットとは、携帯型電子タブレットで、区内の防災区民組織（町会・自治会を

協定書・受領書等の活用 
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母体とした自主防災組織）の本部長・避難所・警察署・消防署等との連絡手段を補完する

情報伝達ツールの一つであり、以下の４つの機能がある。 

①緊急伝言板…防災情報配信管理システムから配信された文字情報を受信し、表示する。 

②防災テレビ電話…端末に登録されている連絡先を選択すると、テレビ電話で通話がで

きる。 

③品川区ＨＰの表示 

④品川区気象情報の表示 

 

＜防災タブレット＞ 
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《石川県中能登町》 

＜取組内容＞ 

＜中能登町災害時要配慮者支援プランより＞ 

情報伝達体制の整備 

 （１）要配慮者への情報伝達 

    町は、ファクシミリのほか、電子メール、防災無線、音声告知端末、放送事業者、

広報車等様々な手段を確保し、要配慮者へ避難準備情報等の防災情報を提供する。 

    特に、視覚・聴覚障害者への情報伝達体制の整備を推進する。 

    また、発令された避難準備情報等が要配慮者を含めた住民全員に確実に届くよう、

電話連絡、直接の訪問等双方向を基本とする地域ぐるみの情報伝達体制の整備を

推進する。 

   （情報伝達手段） 

    ア．ファクシミリ 

    イ．電子メール 

    ウ．防災無線 

    エ．音声告知端末 

    オ．ＣＡＴＶ等の放送事業者への情報提供 

    カ．広報車・消防団等による広報 

 （２）自主防災組織等への情報伝達 

    町は、様々な情報伝達手段や地域ぐるみの情報伝達体制を使って地域住民に情報

を伝達することにより、自主防災組織等へ避難準備情報等の防災情報を伝達する。 

 （３）避難支援関係機関への情報伝達 

    町は、社会福祉施設等の避難支援関係機関が要配慮者支援体制を速やかに整えら

れるよう、避難支援関係機関へ防災情報を積極的に提供し、要配慮者支援体制の

確保に努める。 
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【実施団体例】 

 

紋別市避難行動要支援者避難支援プランにおいて「市は、電話・ファクシミリ、メール、

ＳＮＳ、広報車等による広報、Ｌアラート等様々な手段を確保し、避難行動要支援者及び

避難支援者へ避難情報や防災情報を提供します。また、発令された避難情報が確実に届く

よう、電話連絡、直接の訪問など双方向を基本とする地域ぐるみの情報伝達体制の整備を

推進します。また、携帯電話を保有する避難行動要支援者及び避難支援等関係者等に、市

の登録制メール（メール＠もんべつ）に登録し、必要な情報を入手することを啓発します。」

と定めている。 

 

 

本市においては、大震災以降、情報伝達の強化に取り組んでおり、地元ラジオ局への緊

急割り込み放送をはじめ、防災メールの登録促進、ツイッターやフェイスブック等のＳＮ

Ｓの活用など、多様な手法を効果的に組み合わせた情報発信を行っている。 

そのような中、避難支援等関係者への情報発信についても充実を図っており、本市にお

いて、特に災害リスクの高い津波・洪水対策として、防災行政無線の再整備に着手したほ

か、支援活動の拠点となる全ての市民センターへ、災害時にも確実につながる無線機を配

備しているところである。また、夜間等においても、迅速に対応が図れるよう、災害時に

直接市民センターへ市職員が向かう仕組みを構築しており、当該職員と自主防災組織が顔

合わせの上で連絡網を策定していることから、支援等関係者への連絡にも活用していく予

定である。 

さらには、今後、自動起動型の防災ラジオの導入を計画しており、支援者等に無償で配

布することにより、さらなる情報伝達の円滑化を図ることができると考えている。 

 

 

北杜市防災行政無線、北杜ほっとメール、防災ツイッター、防災ラジオにより、発災情

報提供を行う。 

 

 

「緊急通報装置」を設置している高齢者世帯から通報や異常を感知した際に、コールセ

ンターから支援関係者宅へ連絡される仕組みとなっている。 

  

北海道紋別市 

茨城県水戸市 

山梨県北杜市 

長野県飯綱町 
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区自治会役員や民生委員児童委員には、予めあらかじめ登録いただいたメールアドレス

に避難情報を発令する前段階で準備にかかるメールを送信している。  

滋賀県甲賀市 
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【取組の概要】 

 緊急情報を放送する防災ラジオを配布し、それによる情報伝達を行う取組。 

 

【具体的な取組事例】 

《北海道岩見沢市》 

＜取組内容＞ 

災害時の緊急情報等を発信した際に、自動的に起動して情報を発信することができる緊

急告知 FMラジオを、町会、民生委員等の避難支援等関係者、避難行動要支援者へ無償貸与

している。FMラジオについては、緊急情報を迅速に提供するために導入しており、FMは

まなす（76.1MHz）からラジオ放送により災害情報を提供している。 

 無償貸与については、数年前から実施をしており、3,300台ほど貸与している状況であ

る。対象となる避難行動要支援者に対して、事前に郵送で FMラジオ貸与の旨をご連絡し、

不要な方については返送する形で連絡をもらうようにしている。 

また、個人は 2,000円、事業所は 4,000円として希望する方への販売を平成 26年度か

ら実施しており、現在の販売台数は 1,200台ほどとなっている。 

 

【実施団体例】 

 

 緊急時に災害情報を迅速かつ的確に伝達し、避難行動要支援者の避難支援につなげるた

め、防災行政無線の緊急ＦＭ放送を自動的に起動して受信する防災ラジオを、自主防災組

織及び民生委員等の避難支援等関係者を対象として貸与している。 

 

 

消防団、民生委員、行政区長等へ防災ラジオを提供し、防災情報の確実な伝達を図って

いる。 

 

 

災害や気象情報及び避難に関する情報を迅速、的確に市民等に伝達するため、防災ラジ

オ（緊急告知ラジオ）を導入した。また、防災ラジオを市内の全自治会、障害者支援施設、

介護保険サービス事業所、病院、視覚に障がいのある方に配布（無償貸与）した。  

防災ラジオの配布 

福島県いわき市 

福島県矢吹町 

栃木県栃木市 
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名簿に登録されている方に、防災ラジオ（防災無線付きラジオ）を無償で配布。 

一般に購入する場合の価格は 12,000円。 

 

 

避難行動要支援者支援制度の個別計画として位置づけている災害時要援護者避難支援制

度において、支援協力員（自治会長、民生委員）である避難支援等関係者および要援護者

に対して、発災情報を迅速に提供できるよう、緊急告知ＦＭラジオを無償で貸与している。 

また、要援護者施設においても同様の対応を実施している。 

 

 

緊急情報を迅速に提供するため、自動的に立ち上がる「緊急告知ラジオ」を、地域の避

難支援等関係者の提供している。 

 

 

自治委員や民生委員に防災ラジオを配布しており、気象の特別警報が発表された時、震

度 5 以上の地震が発生した時、津波注意報・警報が発表された時などの災害が発生した場

合や、避難準備・高齢者等避難開始、避難勧告、避難指示（緊急）を発令した時や避難所

を開設した時など災害時に情報提供を行う場合に防災ラジオからそれらの情報が自動的に

流れる。 

 

  

愛知県南知多町 

兵庫県伊丹市 

岡山県岡山市 

大分県中津市 
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【取組の概要】 

 戸別受信機を貸与するなどして、確実な情報伝達を行う取組。 

 

【実施団体例】 

 

全戸設置されている防災行政無線個別受信機を利用し注意喚起を行うとともに、必要に

応じた放送を行っている。 

 

 

防災行政無線の子局からの音達区域（おおよそ 500ｍ）外にお住まいの住民に対して屋

内でも同内容が聞こえる「戸別受信機」の無償貸与制度を開始した。（要支援者も含む） 

また、要支援者に該当する方がいる世帯については、音達区域内でも貸し出しを行ってい

る。 

 

 

区内の各町会長宅に防災行政無線個別受信機を設備し、発災情報を提供している。 

 

 

降雨時でも同報系防災行政無線の放送内容が聞こえるよう、戸別受信機の普及を進めて

いる。また、市と自主防災組織との間のホットラインとして、全ての自主防災組織に移動

系防災行政無線を配備している。 

 

 

防災行政無線・個別受信機を設置している。 

  

秋田県三種町 

栃木県さくら市 

東京都千代田区 

長野県茅野市 

京都府京丹後市 

戸別受信機の配備 
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各地域では、その地域内の避難行動要支援者名簿全体を管理していただく団体、安否確

認等を実施していただく（支援を要する避難行動要支援対象者のみの名簿提供）避難支援

等関係者に情報提供している。 

例えば、避難準備情報が発令される可能性があるときに、情報管理団体の代表者（その

地区の民生委員児童委員代表者、福祉委員会委員長等）、実際に安否確認をしていただく自

治会長等に電話連絡する。 

これらの方には、防災行政無線の戸別受信機の設置もしていただいている（すべての方

ではない）。 

 

 

避難支援等関係者のうち、町内会長や区長、民生委員には防災行政無線の個別受信機を

貸与し、避難勧告等の情報をリアルタイムに受けられる体制づくりを行っている。また、

平成 28年度には「避難勧告等の判断・伝達マニュアル」を全戸配布し、住民自らが迅速か

つ適切な避難行動が取れるように取り組んでいる。 

  

兵庫県川西市 

広島県廿日市市 
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【取組の概要】 

 連絡網を作成し、その連絡網に沿って情報伝達を行う取組み。 

 

【実施団体例】 

 

地区ごとに民生委員の連絡網を作成し情報伝達を行う。 

 

 

災害に関する情報（避難勧告等）を防災行政無線等のほか、支援関係者である区長に対

して連絡網を通じ電話連絡を行う。 

 

 

災害時に誰が避難を呼びかけるかをあらかじめ決めておき、連絡網により避難情報の伝

達や避難完了を確認する。 

 

 

 

 

 

  

連絡網を活用した取組 

栃木県下野市 

滋賀県吉身町 

大分県豊後高田市 
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（２）避難支援に関する取組  

【取組指針Ｐ27～28】 

 

【取組の概要】 

 重度心身障害者、人工呼吸器や温度調整が必要な方といった特殊な事情をもった避難行

動要支援者への対応に関する取組。 

 

【具体的な取組事例】 

《東京都目黒区》 

＜取組内容＞ 

在宅人工呼吸器使用者の、災害時の停電に対応する「災害時個別支援計画」を策定し、 

行政、医療機関、訪問看護ステーション、人工呼吸器取扱事業者等の関係機関の協力によ

る支援体制確立を図っている。 

 訪問看護ステーションに計画書を作成してもらう。訪問看護ステーションへの委託が困

難な者は、身体障害者相談係保健師が作成する。 

 〇計画の内容 

 ・本人の居住地付近の想定される被害状況 

 ・移動方法（避難時の支援方法） 

 ・要支援者登録状況 

 ・連絡先リスト 

 ・避難時の準備物 

 ・停電延長時の電源確保 

 ・医療情報連絡票（医療情報、医療処置情報、バッテリー準備情報） 

 ・避難計画（安否確認と連絡の流れ） 

〇全件数 13名登録 内保健師作成 1名  

〇東京都の包括補助利用  

〇29年度 自家発電機の予算要求 

＜取組のきっかけ・経緯＞ 

平成 24年の時点で、どの部署が実施主体になるか、障害福祉所管か保健所管か議論があ

ったが、障害福祉課が担当となった。障害福祉課としては、地域保健医療の事業として保

健所が担当として相応しいのではないかと考えていた。東日本大震災の際の計画停電によ

り、人工呼吸器使用者が電源の確保ができず苦労した地域があったことがきっかけである。 

 当初は、人工呼吸器使用者が利用している訪問看護ステーションが区内のステーション

特殊な事情をもった避難行動要支援者にへの対応 
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でないケースが多かったため、区内のステーションの連絡会に参加して本事業の説明をし

ても対象の事業所が非常に少なかった。また、訪問看護ステーションの業務が忙しすぎて

計画作成に取り組む時間を確保できず、なかなか作成がスタートしなかったが、第３ブロ

ック（世田谷区、品川区、大田区、渋谷区、目黒区）の身体障害者福祉司会で、実施方法

について情報交換し、参考にして開始をした。「区の保健師が実施する区」と「訪問看護ス

テーションに委託する区」とのメリット、デメリットについて一定の理解を得られたこと

も大きい。障害福祉課身体障害者相談係が担当して、訪問看護ステーションに作成を依頼

するということで、訪問看護ステーションを利用してない者は、身体障害者相談係の保健

師が作成することを前提に事業は始まった。 

＜取組の工夫・効果・今後について＞ 

 力を入れた点としては、バッテリーの持続時間の確認という点であり、持ち運べる外部

バッテリーはあるのかの確認など具体的に停電が長期化したときにどのように動けるかと

いった計画内容を、計画をもらったときに特に重点的に確認している。 

 家族による物品の確認を行う機会となることや、避難所の位置確認や災害時のシミュレ

ーションなど状況を定期的に確認する機会につながること、また計画をもとに、連絡先や

災害時の確認すべきことを関係者にも統一して伝えることできるなど様々なメリットが出

てきている。 

 課題としては、計画が活かされるような震災対策の整備を考えなければならないといっ

た点や、発電器の設置について、管理方法や場所の検討をしなければいけないといった点

である。 

 

《宮崎県都農町》 

＜取組内容＞ 

歩行困難者等の津波避難を迅速に実施するため、車両等による避難を計画している。そ

のため、避難困難者毎に支援車両を指定するとともに、担架・折りたたみリヤカーを配置

して避難態勢をとっている。しかしながら、対象の地域は、人家が密集した漁村で非常に

通路が狭かったため、これを車両等による避難と、徒歩による避難が並行して可能なよう

に７～８ｍに拡幅し、周回道路（既存の集落を囲んでいた道路の道幅を広くした道路）と

した。 

実際の担架、折りたたみリヤカーの効果はまだ把握できていないが、防災訓練を年に 2

回実施しているなかで町民への啓発にはなっているとは思う。 
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【実施団体例】 

 

重度心身障害者、人工呼吸器や温度調整が必要な方への対応方法については、町立病院

との連携により対処することとしている。 

 

 

車椅子等歩行困難なことが予め判明している方や、単独での避難が困難な高齢者等につ

いては、避難誘導する際に公用車で福祉避難所までお連れした。 

 

 

重度心身障がい者障害者への対応として、保健所からの情報提供を受けた方の自宅を訪

問して安否確認を行い、必要なサービス（訪看、事業所、医療）につなぐ。 

人工呼吸器や温度調節が必要な方への対応として、発電機を用意、協定を結んでいる施

設へ優先的に避難してもらう。 

 

 

区民防災組織（自主防災組織）への階段用避難車を無償貸与し、定期的な取扱訓練を推

奨している。 

 

 

人口呼吸器を利用している方に対し、保健所が中心となり個別支援計画を作成し、ケー

スワーカーの訪問等により対象者の状態を確認、随時個別計画の見直しを行っている。 

  

北海道美瑛町 

北海道足寄町 

茨城県美浦村 

東京都日野市 

東京都練馬区 
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【取組の概要】 

 避難支援に当たってのマニュアル等を作成し、避難支援を実施しやすくする取組。 

 

【具体的な取組事例】 

《千葉県流山市》 

＜取組内容＞ 

名簿の提供を契機として、避難誘導方法、マンション等高層階における避難方法など各

自治会が取組を進めている。訓練の際には、防災部局の出前講座等を活用したり、消防部

局の指導を参考にしている。 

＜取組のきっかけ・経緯＞ 

 平成 27年度から地域支え合い活動として、避難行動要支援者名簿を自治会等と共有する

こととした。 

＜取組の工夫・効果・今後について＞ 

地域支え合い活動としての避難行動要支援者名簿の整備及び提供は、流山市健康福祉部

社会福祉課であり、各マンション自治会における活動は、自治会が自主的に取組を始めて

いる。各マンション自治会において、高齢化が進んでいる状況があり、東日本大震災にお

ける計画停電によりエレベーターの使用不能時の対応が課題となった。また、マンション

によっては、自治会活動が盛んでない場合もあり、居住する人がそもそも把握できていな

いなどの課題があった。自力で避難できない高齢者のみ世帯、独居高齢者の避難支援につ

いては、エレベーター稼働時には誘導で済むが、エレベーター停止時には、担架の活用や

おんぶ等の負荷が発生し、住民全体も高齢化している場合には、公的機関の手を借りない

と迅速な避難はできないと考えている。 

そのため、避難訓練への主体的な参加や安否確認用のマグネットシールの活用などの取

組を行っている。また階別の見回りボランティアなど、日常からの見守り活動が展開され

ていることがポイントであるため、普段からの関係性づくりが重要との声が挙げられる。 

 

  

マニュアル等の作成 
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＜マグネットシールの活用＞ 
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【実施団体例】 

 

 避難支援者に避難支援マニュアルを配布し、避難誘導と安否確認の方法や、高齢者、障

害者に対する避難支援方法について記載している。 

 

 

災害時における円滑な救援活動及び連絡体制の確立を図るため、避難支援フローチャー

トを作成し、避難支援等関係者へ説明を行った。 

 また、重度の身体障害者など、避難の際に特別な支援が必要な方は、個別計画の特記事

項欄に身体の状況や持ち出しが必要なものなどを記載し、支援者に把握と対応を依頼して

いる。 

地区支援班向けのマニュアルに、以下の区分ごとの対応方法について記載している。（主

に障害者について記載） 

 ①要援護者全般 

 ②肢体不自由 

 ③視覚障害者 

 ④聴覚障害者 

 ⑤知的障害者 

平成 24年度から、東京都多摩小平保健所からの要請により、在宅人工呼吸器使用者の災

害時個別支援計画を作成するケア会議に立会い、その提供を受けている。 

 

 

難病患者に対しては、愛媛県が作成している「愛媛県在宅難病患者災害支援の手引き」

を活用し、緊急度が高い又は必要と判断される者に、「防災カード」を作成。本人（原本）

と関係者（写し）が相互に保管し、発災時に有効な対応や支援ができるようにする。 

障害者等の要配慮者が支援を受けやすくするための「ヘルプカード」を県内統一の様式

で作成。カードを見れば必要な支援や配慮が分かるようになっており、市内各支所や福祉

関係機関への設置や窓口での配布を行い、普及・啓発を行っている。 

 

 

「災害時に配慮を要する事項」を支援計画に記載している。 

 

  

北海道比布町 

北海道別海町 

愛媛県松山市 

愛媛県松前町 
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【取組の概要】 

 避難支援の方法を、機会をみて確認することでより実情に沿った避難支援をいつでも実

施できるようにする取組。 

 

【具体的な取組事例】 

《宮城県色麻町》 

＜取組内容＞ 

・定期的な応急救護講習会の実施 

・効率的な避難方法について講習会の開催 

・農業用機器の活用による救助活動要領講習会 

平成 27年８月から防災指導員が実施している。 

＜取組のきっかけ・経緯＞ 

きっかけとしては、東日本大震災復興基金活用による企画であり、平成 27年度から平成

31年度までの５年間各自主防災組織に交付金を交付することとしている。 

＜取組の工夫・効果・今後について＞ 

本町は、農業が主要産業で大型農機会を保持する住民が多いため、防災指導員がその機

械を使った倒壊家屋や土砂の除去の方法を防災講習会で指導している。当初は、参加者は

少なかったが防災指導員が自主防災組織の会長と連絡をとり、自ら地区に出向いて指導を

した。 

活動がある程度継続して実施されるよう各自主防災組織に対して、５年間交付金を交付

（一律 70,000円＋世帯割）している。 

 

 

  

聞き取り・講習・訓練での避難支援方法の確認 
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【実施団体例】 

 

 たすけあいネットワーク登録者について民生児童委員等が年１度を目安に訪問し、個別

計画の作成、更新を行っている。 

 個別計画作成時は、氏名、住所、同居家族等の基本的な情報に加え、災害時の情報伝達

方法、避難方法、必要とする支援等についても聞き取りを行っている。 

 

 

市の防災訓練に併せて各自治会での訓練実施を依頼する際に、要支援者支援訓練の実施

を依頼している。平成28年度に実施した総合防災訓練では自治会への車いすの貸し出しや、

福祉避難所開設の協定を締結した事業者が要支援者の移送訓練を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

  

東京都杉並区 

京都府綾部市 
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（３）安否確認に関する取組  

【取組指針Ｐ30～31】 

 

【取組の概要】 

 安否確認の方法についてあらかじめ方法を定めた上で、工夫している取組。 

 

【具体的な取組事例】 

《北海道池田町》 

＜取組内容＞ 

災害時の安否確認として、民生委員、障害者団体、福祉関係団体、自主防災組織等のネ

ットワークを活用している。 

また、上記関係機関による安否確認、安否情報の集約、災害時要援護者に係る問い合わ

せ等を統括して対応するため安否情報窓口を設置している。 

 

《愛知県名古屋市》 

＜取組内容＞ 

要配慮者の安否情報の提供について障害者団体や介護サービス事業者団体と協定を締結

済みである。例えば、介護サービス事業者団体との連携については、大規模災害が発生し

たとき、介護サービス事業者が確認した安否情報を市に提供してもらうことにより、在宅

で介護サービスを利用している方々の安否確認を、事業者との協働で円滑かつ迅速に実施

することを目的として、名古屋市介護サービス事業者連絡研究会と協定を締結している。

協定の内容としては、市内で震度５強以上の地震が発生した場合又は避難勧告が発令され

た災害が発生した場合には、各事業者が居宅サービス利用者の安否を可能な限り確認し、

その情報を市へ報告するよう協力するというものである。 

＜取組のきっかけ・経緯＞ 

この協定については、平成 7年の阪神淡路大震災や平成 12年の東海豪雨において災害時

要援護者対策の重要性が改めて認識されたことを発端としている。 

 

  

安否確認の方法 



 

192 

 

＜災害時安否確認の情報提供に関する協定書＞ 
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《高知県土佐市》 

＜取組内容＞ 

情報提供について同意の得られている者に対して、台風接近時など災害発生のおそれが

ある場合に、避難準備情報や避難所開設などの情報を情報伝達システムにて通知を行い、

応答があるかどうか確認を行っている。また、必要時には、応答のなかった者について、

個別訪問や緊急連絡先へ連絡を行い状況確認に努めている。情報伝達システムは、災害発

生時又は、災害の発生が予測される場合において、事前にシステムへ登録している避難行

動要支援者に対し、状況に応じた適切な情報（避難準備情報や避難所開設の情報等）を迅

速かつ的確に行うことにより、避難行動要支援者が安全に避難できる体制の整備を図るこ

とを目的として導入している。情報の通知にあたっては、電話回線（24回線）を使用して

おり、聴覚障害者に対しては別途 FAX による情報伝達を行っている。また、情報発信後、

受信記録等情報伝達の結果が発信者に確認できるようになっている。 

全体計画の中で、避難が完了し安全が確保された時点で、市及び避難支援等関係者等は

名簿を有効に活用した安否確認を開始し、安否が確認できない避難行動要支援者がいる場

合は、安全が確保できる状況になった時点で捜索等を開始すると定めている。 

＜取組のきっかけ・経緯＞ 

 平成 24年度に、国の災害時要援護者の避難支援ガイドラインに基づく避難支援体制整備

の取組として、健康福祉課が情報伝達システム導入した。災害時に情報の伝達をしたもの

の、避難の要望があった際に避難場所等についての体制が整っていなかった点、情報伝達

のタイミング、登録者全員に情報が伝わったかどうかの確認の仕方などが課題になってい

た。 

＜取組の工夫・効果・今後について＞ 

 連絡がとれなかった方に対しては、必要時には個別訪問等を行い状況把握に努めている。

情報伝達システムは電話回線を利用しているが、初めは何の電話か分からないという声が

聞かれた。しかしながら、連絡が取れなかった方に対して緊急連絡先への電話や個別訪問

等をしていたため、次第に、台風接近時等、家族の方が見てくれていたり、連絡をくれた

りと事前に対応していただく等の自助力の向上が見られた。情報伝達システムは、予測で

きる台風や大雨等の災害時のみの活用となっており、地震時に台風時と同じ対応はできな

いのではないかという課題がある。 
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【実施団体例】 

 

各担当部局等により、要支援者に対しての安否の確認や要支援者に近しい人物へ早急に

連絡をする。 

 

 

避難指示等の発令対象地域の要支援者に個別に電話連絡して確認する。 

 

 

災害時等に、民生委員と連携し、全町の主に一人暮らし・高齢者世帯・障害者の世帯を

個別訪問や電話連絡において安否の確認をしている。 

 

 

行政連絡員は、要支援対象者台帳などに基づき、避難所に避難してきた要支援対象者の

避難状況を把握し、家屋倒壊等により取り残された要支援対象者がいないか情報の収集に

努める。 

地域における支援活動、救助活動は、町内会、自主防災組織で組織された支援体制によ

り現場情報を入手し、要支援対象者の安否確認や避難誘導等を可能な限り行い、避難救助

等を行ったときは、行政連絡員に、速やかに報告する。 

行政連絡員は、救助や避難所への避難などの状況を、防災担当課（災害対策本部）へ迅

速に連絡する。 

 

 

自然災害時は、自治会に配付した名簿を活用し、安否確認を行なう。原子力災害時は、

村職員が安否確認を行なう。 

 

 

高齢独居者については、担当民生委員が自宅を訪問し、安否確認を行い、当村福祉介護

課に報告する。 

高齢者のみの世帯については、自主防災組織や行政区の区長、区の組織が安否確認を行

い、当村福祉介護課に報告する。 

身体障害者、療育、精神、難病の方については、当村福祉介護課の職員が自宅を訪問し

安否確認と情報提供を行う。 

  

北海道美瑛町 

青森県今別町 

青森県東北町 

茨城県美浦村 

北海道古平町 

茨城県東海村 



 

195 

 

 

 

○災害対策本部が立ち上がらない場合（例：震度５弱の地震）は、各地区の民生委員・

児童委員、行政区長、自主防災組織等がテレビ等による情報収集を行い、連携・協力し、

要支援者への情報伝達・安否確認を行う。安否情報については、担当民生委員から地区民

協会長へ報告し、地区民協会長から、市社会福祉課または各総合支所福祉課へ報告する。 

○災害対策本部が立ち上がった場合は、市が防災行政無線、防災行政無線情報メール、

広報車等で情報を伝達し、民生委員・児童委員、行政区長、自主防災組織等が連携・協力

し、要支援者への情報伝達・安否確認を行う。そして、自力で避難が困難な要支援者に対

し、避難誘導や援助を行い、指定避難所へ状況を報告する。 

 

 

発災から２～３時間程度の間、民生児童委員や地域住民組織はあらかじめ配布されてい

る本人同意により区が作成した登録者名簿により可能な範囲で安否確認を行う。 

 

 

避難行動要支援者本人が「無事である」ことを外部に知らせ、近隣の町会・自治会及び

民生・児童委員等の避難支援関係者（以下「支援者」という）による安否確認を円滑に行

うことを目的として、安否確認用「無事です」バンダナ（以下「バンダナ」という）を作

成した。 

バンダナの具体的な普及方法としては、支援者が要配慮者支援への取組の一環として、

板橋区避難行動要支援者名簿を基とした訪問活動を実施した際に、バンダナを配付してい

る。 

この事業をきっかけとして、地域による支援体制の強化に加えて、バンダナ配付を通し

た地域住民のつながりの強化に寄与している。 

 

 

災害対策本部（支部）が設置され、避難準備情報が発令された場合は、各地区支部の担

当職員が自治会長及び民生委員児童委員に発令内容を連絡し、名簿登載者の安否確認を行

う。 

また、介護サービス事業所が支援する名簿登載者については、高齢介護課が介護サービ

ス事業所に発令内容を連絡し、安否確認を行う。 

なお、各支部が取りまとめた安否確認については、高齢介護課において介護サービス事

業所分を含めて本部へ報告する。 

 

埼玉県久喜市 

東京都目黒区 

東京都板橋区 

新潟県三条市 
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＜中能登町災害時要配慮者支援プランより＞ 

安否確認情報の収集体制 

 （１）要配慮者の安否情報の収集 

安否情報の収集については、避難所において実施するが、親戚宅や知人宅に避難し、

避難所に避難しない要配慮者も多いことから、避難所においてだけでは安否情報の収集

は難しい面があるため、町は災害時要配慮者支援班に安否情報収集窓口を設置し、要配

慮者の安否情報を収集する。 

 （２）避難支援を行う自主防災組織等からの報告 

避難支援を行う自主防災組織等は、要配慮者を避難先へ移送した場合や親戚宅等への

避難情報を得た場合等は、避難所要配慮者支援班又は安否情報収集窓口に報告するもの

とする。 

 

 

名簿をもとに個別訪問、電話連絡、親族確認等を行い安否の確認をする。職員により、

平時の居住実態等を把握しておく。 

 

 

災害時住民支え合いマップとして要支援者と支援者を地図上にて表記し、安否確認を明

確にする。 

 

 

避難所においても避難行動要支援者の安否確認等が行えるよう、対象となるエリアの名

簿を避難所に配付する。 

 

 

避難準備情報、避難勧告、避難指示が発令された際に、該当地区の自治会長、民生委員

へ電話又は FAXにより、名簿登録者の安否確認及を依頼している。 

  

三重県伊勢市 

長野県根羽村 

長野県白馬村 

石川県中能登町 

愛知県知多市 
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気象台等から警報が発表になった場合、役場対策本部の指示を受けて、85歳以上の一人

暮らし高齢者の安否確認を電話等で行っている。その際、普段関わっているケアマネージ

ャー、社会福祉協議会、安全センター（民間の緊急通報システムの会社）等にも安否確認

の協力依頼をしている。 

 

 

台風や大雨の後、行政連絡員と地域担当職員が連携して被害状況の確認を行っている。

（各戸訪問） 

 

 

 

 

 

 

 

  

鹿児島県南種子町 

鳥取県若桜町 
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【取組の概要】 

 安否確認を円滑に実施するため、平時から避難行動要支援者と避難支援等関係者におい

て顔の見える関係を作っておいたり、安否確認用の確認項目をリストアップしたりといっ

た取組。 

 

【具体的な取組事例】 

《東京都杉並区》 

＜取組内容＞ 

要配慮者の安否確認活動を円滑に進めるため、「たすけあいネットワーク登録者台帳」「安

否確認チェックシート」「要配慮者地図」を各震災救援所に保管している。震災救援所では

平時の取組として、上記を利用しての避難支援計画の策定（誰から、どうやって助けるか

等）、ダミーデータを利用しての安否確認・搬送訓練を実施している。発災時には、「安否

確認チェックシート」「要配慮者地図」を用いることで、安否確認活動を画一的に行えるよ

うにしている。 

＜取組の工夫・効果・今後について＞ 

また、28年度から災害時要配慮者支援システムを稼働させ、各震災救援所で行った安否

確認の結果をシステムに入力することで、その結果を全震災救援所、区災害対策本部で共

有できるようにした。 

＜災害時要配慮者支援システム＞ 

 

 

 

 

 

 

 

  

安否確認を円滑に実施するための事前準備 
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【実施団体例】 

 

避難行動要支援者名簿の登録者（災害時に一人で避難できない方）に対して、災害時に

安否確認や避難支援をしてくれる方の登録を行っている。また、個別計画作成時に二名以

上の地域支援者（避難行動要支援者の近所に住んでいる方で安否確認等をしている方）を

登録している。 

 

 

 区では、災害に備えた要支援者体制の整備に向けた取組として、防災区民組織等に対し

て、支援者の割り振りや防災意識の啓発といった平常時平時からの安否確認体制づくりと

災害時の安否確認の流れについて、まず重点的にお願いをしている。 

 平成 27年度に、主に防災区民組織の方で構成される各防災拠点の運営委員会に直接出向

き、安否確認についての区の考えを説明するとともに、名簿を利用した安否確認を地域の

支援者がしやすいよう、区で作成した安否確認のためのリストを配布した（番号９にて回

答）。 

 また、安否確認の取組を始めようとする防災区民組織等の要請に応じて区職員が出向き、

取組の方法や進め方について話し合う機会を設けている。 

要支援者の避難支援者となったかたに対して、要支援者のお宅に訪問し、安否確認をする

際に確認して欲しいこと、注意すべきことを１枚の用紙にまとめた、安否確認チェックシ

ートを配布している。このシートのチェック項目に従って、確認を行うことで確認漏れや

二次災害の発生を防ぐ。 

 

 

森町避難行動要支援者名簿（リスト）に「安否確認」の覧が設けられており、発災時に

は民生児童委員、町内会長が中心となり、担当地区の各戸を廻り安否確認をしながら避難

所へ移動支援をする。 

  

東京都中央区 

埼玉県鳩山町 

静岡県森町 
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自主防災会や民生委員等を中心に、要援護者に対する見守り活動を毎月１回程度行って

いる。日頃からの各世帯巡回による声かけにより、台風や大雨等の発災時に、対象者に対

する配慮や要望等の受入れが行いやすい。 

発災のおそれがある場合には、要援護者の自宅へ電話連絡、若しくは個別訪問し、安否

確認や避難所への移送等の要望を確認している。その際、要援護者が不在である場合、避

難している場所（入退院を含む）を把握できるように、要援護者に対し、自主防災会（自

治区長）や民生委員へ避難先を連絡するようにお願いしているため、所在の確認が行いや

すい。 

 

  

熊本県津奈木町 
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【取組の概要】 

 安否確認を実施する判断として、一定の基準を設け、地方公共団体自身が迷わず安否確

認を実施できるようにする取組。 

 

【実施団体例】 

 

市内で震度５強以上を観測した際に安否確認を発令(自動)する。町会等の支援者は、防災

行政無線によって確知。安否確認した結果は、支所で集約し、本部へ報告する。 

町会等の支援者によって安否確認が出来ない(報告がない)場合は、最終的に職員が安否確

認を行う。 

 

 

土砂災害等の危険が見込まれる場合、土砂災害警戒区域内に住む要支援者に対し、電話

連絡、訪問等を実施している。 

 

 

同意者名簿の登録者は、市内で震度４以上の地震が観測された場合に安否確認を実施す

る。未同意者名簿の登録者の安否確認の実施については、その都度判断する。避難準備・

高齢者等避難開始、避難勧告、避難指示(緊急)のいずれかが発令された場合は、該当地域の

要支援者の安否確認を実施する。 

  

安否確認を実施する基準 

千葉県柏市 

東京都立川市 

千葉県鴨川市 
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「松山市避難行動要支援者支援対策マニュアル」に以下の内容を掲載している。 

［安否確認・避難誘導等の活動を行う活動の指標］ 

・地震災害 …震度６弱以上の地震が発生した場合 

・風水害等 …避難準備情報、避難勧告、避難指示等が発令された地域 

 ・その他 …要支援者の安否確認が必要と思われる災害が発生する（又は発生する恐れ

がある）場合 

［（安否確認の）行動指針］ 

 ・近隣協力員…要支援者宅へかけつける。安否確認を率先して行う。現地での救出・避

難誘導だけでなく、指定避難所でも安否確認を行う 

 ・民生・児童委員…独居高齢者みまもり員・近隣協力員等と協力し、要支援者名簿登録

者の安否確認を迅速に行う。 

 ・独居高齢者みまもり員…民生・児童委員から連絡があった場合は、近隣協力員等と連

携し安否確認を行う。 

［名簿提供不同意者への対応］ 

 ・市職員が要支援者へ避難を開始するよう連絡し、避難支援の必要の有無を確認 

 ・支援が必要な要支援者をリストアップし、民生・児童委員地区会長へ連絡し、対応し

てもらう。 

＊但し、必要に応じて柔軟に対応することとし、保健福祉部が、関係者と連携し安否確認

や被害状況の把握（取りまとめ）を迅速に行う 

  

愛媛県松山市 
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６．名簿提供不同意者への対応に関する取組 

（１）発災時における対応に関する取組  

【取組指針Ｐ29～30】 

 

【取組の概要】 

 名簿情報の提供に関して不同意の者に関しても、発災時には避難支援等を行うこととな

るが、その支援において名簿提供以外の方法による取組。 

 

【実施団体例】 

 

消防局の指令情報システムに同意者情報が入力されており、消防部隊に地図情報が提供

される。また、現在は不同意者情報を消防局の指令情報システムに連携できるよう調整を

かけているところである。 

指令情報システムについて実際に火災などが行った際には、要支援者については地図上

に「○に援マーク」がマークされることで、消防職員からすると要支援者がどのエリアに

いる可能性があるかを迅速に把握することができ、迅速なサポートへとつながっている。

情報については、名前や住所等個人情報が入っているため、取扱いには厳重な注意を払っ

て運用している。 

 

 

  

埼玉県川口市 

名簿の提供以外の発災時における対応に関する取組 
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（２）発災時における情報提供の判断の考え方に関する取組  

【取組指針Ｐ29～30】 

 

 

【取組の概要】 

 名簿情報の提供に関して不同意の者の名簿情報を提供する判断として、一定の基準を設

け地方公共団体自身が迷わず名簿の提供を実施できるようにする取組。 

 

【実施団体例】 

 

激甚災害又はそれに準じる災害が発生した場合は、前項と同様、本制度に登録していな

い方も含めた地区ごとの高齢者台帳を災害対策本部に提供し、安否確認を行う。 

 

 

避難準備情報の発令により、対象となった地域の名簿提供不同意者を含む避難行動要支

援者名簿を対象地域の避難行動党関係者に提供する。 

 

 

地震の場合は、市内の被害状況等を勘案して総合的に判断する。風水害の場合は、避難

準備・高齢者等避難開始、避難勧告、避難指示(緊急)のいずれかが発表発令された場合は、

該当地域の要支援者の安否確認を実施する。 

 

 

避難情報発令後速やかに、自主防災組織、町内会、民生委員、児童委員等に名簿を提供

する。提供した名簿は、災害対応終了後に速やかに回収する。 

 

 

災害発生時には、各地区・町会に名簿を提供する際の基準を設け、町会連合会等と確認

をしている。地震の場合は震度５弱以上、風水害の場合は避難準備情報、避難勧告、避難

指示の発令。大雪の場合は積雪が 30㎝を超え、市が災害対策本部を設置したとき。 

  

北海道別海町 

栃木県日光市 

新潟県十日町市 

長野県松本市 

東京都立川市 

発災時における情報提供の判断の考え方に関する取組 
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既存事業「災害時要援護者安否確認事業」実施要綱では、震度６弱以上か災害対策本部

化らの要請があれば安否確認を実施する旨の記載があり、この状況となった場合は登録者

リストを提供する。 

 避難行動要支援者名簿についても、原則的には同様の提供基準により実行する予定。ま

た、水害に関しては避難勧告発令時など提供基準を検討中。 

 

 

災害救助法が適用されるような大規模災害を想定している。 

 

 

  

愛知県豊中市 

福岡県北九州市 



 

206 

 

（３）名簿の発災時における提供方法に関する取組  

【取組指針Ｐ29～30】 

 

【取組の概要】 

 封をした状態等で保管した名簿をあらかじめ避難支援等関係者のもとに配備しておき、

発災時に避難支援等関係者がそれを取り出すことで避難支援等を行う取組。 

 

【具体的な取組事例】 

《新潟県見附市》 

＜取組内容＞ 

平時において関係者には封をした状態で未同意者名簿を提供している。災害時に避難準

備・高齢者等避難開始等が発令された時点で、関係者はこの封を解き、安否確認を行う体

制となっている。糊付けし、桃色紙で「取扱い注意」の旨を表紙にしている。開封は名簿

を渡した関係者のみが可能である。 

＜取組のきっかけ・経緯＞ 

 平成 16年の 2度の災害をきっかけとし、平成 17年度から企画調整課、健康福祉課、消

防本部が連携して開始した。対象者の選定、及び未同意者名簿の配布先が当初からの課題

であった。名簿の掲載を拒否する方の為に未同意者名簿制度としたため特に大きな問題は

なかった。 

＜取組の工夫・効果・今後について＞ 

 新規対象者と前年度の（避難行動要支援者）名簿登録の意向確認ができなかった者に対

し、毎年郵送で調査を実施し、名簿を１年毎に更新している。災害時に未同意者名簿を事

前配布しておくことで、速やかに名簿内容を確認することが可能となっている。住民から

も、同意、未同意を確認し、災害時の名簿取扱い対応を説明することで概ねの理解を得て

いる状況である。名簿の取りまとめが大きな負担となっていることが、現在の課題である。

また今後は、事前配布先の拡充を進めていきたい。 

 

  

封をした状態での保管 
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＜名簿を封入する封筒＞  
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【実施団体例】 

 

不同意者の名簿は封緘した状態で支所に事前配備する。災害時、市長が開示の判断をし

た場合は、本部から支所へ開示の指示を出し、町会等の支援者へ情報提供を行う。災害が

発生しなければ、不同意者の名簿は封緘した状態のまま回収する。(更新は年１回) 

 

 

市内 11地区全てに設置され、自主防災組織の事務局でもある市民センターに平常時平時

から名簿不同意者の名簿を配置することで、有事の際にはその名簿を活用する態勢を構築

している。 

 また、消防団の各分団部用の名簿不同意者の名簿についても、事務主任（消防団各分団

の事務局）がいる市民センターに配置しており、有事の際にはその名簿を活用する態勢を

構築している。 

 

 

地域ごとに市が設置している防災倉庫の中のキャビネットに避難行動要支援者名簿を入

れ施錠し保管。災害時に自主防災組織がそのキャビネットから名簿を取り出すこととして

いる。 

 

 

同意のみの名簿と同意＋不同意等の名簿を作成。同意＋不同意等の名簿は封入し、発災

時のみ開封可としている。 

 

 

避難行動要支援者の対象者のうち、名簿提供不同意者の名簿を封印し公民館等に配備し、

非常時等には自主防災組織により支援する。 

 

  

千葉県柏市 

岐阜県岐阜市 

岐阜県可児市 

愛知県美浜町 

東京都青梅市 
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【取組の概要】 

 あらかじめ、地方公共団体において紙媒体でいつでも提供できるよう準備をしておき、

発災時にはそれを配布することで迅速な対応を行う取組。 

 

【実施団体例】 

 

名簿提供不同意者についても名簿を紙出力し、各震災救援所、警察・消防等、提供先を

分類した状態で区役所内で保管している（平常時平時は非公開）。発災時は、区長の判断で

それらの名簿を公開する。 

 

 

支援関係者へは、可能であれば紙媒体、少なくとも口頭では伝える。平時の準備として

は未不同意者名簿を数部印刷し、各支所等に配布してある（年度初めのに紙媒体更新）。 

 

 

 平常時平時から、同意者・不同意者それぞれの町内会ごとの名簿を紙ベースで出力の上、

福祉部局（介護高齢課）内で保管する。 

 このうち、不同意者名簿については、発災時に同課の要配慮者支援班（災害対策本部規

則の分掌事務による役割）がコミュニティセンター等の自主防災組織本部に送致すること

を災害応急対策の計画、マニュアル等に盛り込んでいる。 

 

 

 データでの保管だけではなく、停電等により情報機器の使用が不可となることも想定し、

紙ベースでの台帳保管も併せて行っている。 

災害発生時には、愛荘町災害対策本部に防災資料として、対象者名簿を提出し安否確認

等の救護支援活動に使用する。名簿は、半年に一度更新し、印刷したものをファイルで保

管している。 

 

 

 災害時に停電等により、名簿を管理しているシステムが利用できない場合の対策として、

名簿提供不同意者の名簿を紙データで保管している。 

  

東京都杉並区 

新潟県新発田市 

滋賀県愛荘町 

京都府精華町 

山口県光市 

紙媒体による事前準備 
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【具体的な取組事例】 

《岡山県瀬戸内市》 

＜取組内容＞ 

同意者名簿を避難支援等関係者へ事前に提供しているが、民生委員への提供の際に担当

する地区に不同意者がいるかいないかについて知らせている。不同意者がいる場合はその

人数もあわせて知らせている。当然、氏名等の提供については不同意であるので事前提供

は行わない。事前に不同意者の有無を知らせることにより担当地区に不同意者がいること

を覚知し、発災時において迅速な不同意者名簿の提供につながり支援を開始できると考え

ている。 

＜取組のきっかけ・経緯＞ 

 平成 27 年 11 月に対象者を抽出し、平成 28 年４月に避難支援等関係者に対し名簿の提

供を開始した。当初、民生児童委員向けの説明会を開催したところ、民生委員から担当地

区内の「不同意者」の有無について認識しておきたいとの要望があり、災害時において迅

速な避難支援につながると考え不同意者情報（有無・人数）を提供することとした。民生

委員には前向きに受け入れていただいたと感じている。 

＜取組の工夫・効果・今後について＞ 

準備に手間取ることはなく、避難行動要支援者名簿をエクセルデータで管理しており、

容易に不同意者情報を抽出することができている。また、不必要な他地区の情報は可能な

限り制限し提供した。避難行動要支援者名簿は専用のファイルを作成し、名簿の他に説明

資料、不同意者関係資料などを入れて渡している。 

課題としては、全ての避難支援等関係者に不同意者資料を交付していないため、民生委員

以外の避難支援等関係者（警察、消防団、社協等）についての検討が必要である。また、

名簿情報が、地域での避難訓練等に活用できないことも課題である。 

  

その他提供方法 
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＜発災時に不同意者名簿を配布するための工夫＞ 
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【実施団体例】 

 

大地震発生時（震度５強以上）及び竜巻被害発生時は、各公民館等に保管してある名簿

情報（区・自治会未加入者も含む）を、区・自治会又は自主防災組織の役員が受領に行き、

市の現地災害対策本部担当職員から渡す。 

河川氾濫やがけ崩れ等による災害が発生するおそれがある場合の避難指示発令時は、各

公民館等に保管してある名簿情報（区・自治会未加入者も含む）を、市の現地災害対策本

部担当職員から避難指示発令地域の区・自治会に提供する（職員が区・自治会に持参する

か自主防災組織の役員に受領に来てもらう）。 

 

 

市の職員が各一次避難所に開設する安否確認連絡所に未同意者名簿を持参し、地域の支

援者等に名簿情報を提供して支援を依頼する。 

 

 

震度５弱以上の地震が発生した際、または避難情報が発表された際、町内会長、自主防

災組織、民生委員が地区センターへ申請することで、地区センターから名簿の写しを提供

できる。申請の際は「避難行動要支援者名簿の受領兼誓約書」を提出してもらい、名簿の

取扱いについて、定められたとおりに行うことを誓約してもらう。 

 

  

埼玉県坂戸市 

東京都立川市 

富山県富山市 
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７．個別計画に関する取組 

（１）策定方法に関する取組  

【取組指針Ｐ35～36】 

 

【取組の概要】 

 個別計画の策定において、その災害時における避難支援等の実効性を高めるために、そ

の記載内容、策定方法などについて地方公共団体における工夫に関する取組。 

 

【具体的な取組事例】 

《静岡県森町》 

＜取組内容＞ 

個別計画への記入事項は以下のとおり。 

・居住地情報（自治体名、民生児童委員[電話番号含む]） 

・要援護の理由（独居高齢、身体障害等） 

・個人情報（住所、氏名、電話番号、FAX番号、メールアドレス、生年月日） 

・緊急時の連絡先（氏名、続柄、住所、電話番号等） 

・家族構成 

・居住建物の情報（建築時期、構造、耐震診断の有無、家具固定の有無） 

・見取り図（エクセルで作成） 

・特記事項 

・緊急通報システムの有無 

・避難支援者（氏名、続柄、住所、電話番号） 

・情報伝達の流れ 

・情報伝達での留意事項 

・避難時に携行する医薬品等（かかりつけ医療機関、既往症） 

・避難誘導時の留意事項 

・避難先での留意事項 

・避難場所、避難経路（地図情報システムで作成） 

・備考 

・連絡先（氏名、電話番号） 

  

策定方法に関する取組 
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《奈良県生駒市》 

＜取組内容＞ 

現在、避難行動要支援者に該当する人のうち既登録者を除く新規対象者について、自力

で避難できない人（同居の親族などでの対応も困難な人を含む）等へ 

①必要な支援（１．「避難情報の伝達」２．「避難行動の支援」３．左記１．２．の両方）、

特記事項（避難する場合において配慮すべき事項） 

②緊急時のご家族等の連絡先（住所、氏名、登録者との関係、電話（自宅・携帯）を２名

分） 

③その他の情報（かかりつけの病院、必要なお薬） 

上記①～③の各事項について記入依頼をする個別支援計画書を郵送している。返送されて

きた書類で不明な点があれば、対象者に照会し、整理したうえで、対象者の居住地域の該

当自治会（自主防災会を含む）へ避難行動要支援者名簿等と一緒に内容を説明して引き渡

しを行う。その後、自治会（自主防災会を含む）等で対象者を訪問し、個別支援計画書の

記入内容の確認と支援を希望する意思の確認も併せて行う。災害時支援を求めることが確

認できた対象者については、本人の希望を聞いたうえで、近隣の親しい人などから避難支

援員の選定（原則２名）を行う。 

＜取組の工夫・効果・今後について＞ 

本人の希望を聞くなかで対象者がいない、という場合については、自治会へ相談をし、2

名を選定することとしている。1名であると何か連絡が取れないなどといった場合が考えら

れるため、2 名体制としている。全ての地域にこうした避難支援員を配置したのは平成 27

年度である。 

上記一連の業務を経て作成された個別支援計画書を市（高齢施策課）で点検のうえ、受

付し、原本を市で保管し、複写したものを自治会、避難行動要支援者、避難支援員で保管

して情報を共有している。 
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【実施団体例】 

 

更新された名簿が市より送付された時点で、地域の民生委員、行政区長、自主防災組織

代表者が、登録者の自宅をまわり、個別計画作成用紙を配布。登録者本人に記入いただき、

緊急時連絡先や地域支援者(介助する人)が空白の場合のみ、近所の方などで調整を行ってい

ただく。 

また、調整に当たっては、本市が東日本大震災により被害を受けた地域であることから、

津波浸水の可能性があるエリアについては、なるべく複数人の担当をしないように気をつ

けて調整を行っている。 

 

 

全ての名簿登録者に対し、避難支援等関係者（選定済地域支援者）との位置関係を示し

た住宅周辺地図を作成している。周辺の危険個所や避難経路の確認が容易になると考えら

れる。 

 

 

 地図情報システムを活用し、要支援者の登録情報、指定避難所、自宅等を入力し、個別

計画を策定している。また、避難行動要支援者名簿を避難支援等関係者（民生委員や自主

防災組織等）に提供し、日頃からの声かけ等の見守りにおいて、災害発生時の連絡方法等

について要支援者と打合せておくよう周知している。 

 

 

避難行動要支援者名簿に登録されたかたの支援プランを作成するため、訪問調査を市社

会福祉協議会へ委託。必要な支援内容等を聞き取りし、A～Dの支援レベルに振り分けを行

う。 

支援レベル D の対象者は、専門的な支援が必要となる登録者のため、福祉避難所（社会

福祉施設）への避難となり、社会福祉協議会で個別支援プランを作成済。支援レベル A～C

の対象者は、原則一般避難所へ避難となり、訪問調査結果を基に自治会、民生委員等の避

難支援等関係者が中心となり個別支援プランを今後作成する予定。 

 

  

宮城県東松島市 

福島県福島市 

福島県いわき市 

茨城県那珂市 
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この事業は、避難行動要支援者の中でも特に支援の緊急性が高い在宅人工呼吸器使用者

について、避難支援を含めた災害時個別支援計画を作成し、災害への備え及び災害発生時

の適切な対応を可能とすることを目的とする。 

対象者）台東区内に住所を有し、在宅にて人工呼吸器を使用している者 

内容）①在宅人工呼吸器使用者の把握 

   ②在宅人工呼吸器使用者名簿の作成 

   ③災害時個別支援計画の作成 

   ④災害時個別支援計画及び台東区内の防災情報の共有 

   ⑤災害時個別支援計画の更新（年１回） 

実施）訪問看護ステーションによる委託又は保健所職員 

 

 

在宅人工呼吸器使用者の、災害時の停電に対応する「災害時個別支援計画」を策定し、

行政、医療機関、訪問看護ステーション、人工呼吸器取扱事業者等の関係機関の協力によ

る支援体制確立を図る。 

 訪問看護ステーションに委託し、計画書を作成してもらう。訪問看護ステーションへの

委託が困難な者は、身体障害者相談係保健師が作成する。 

 計画の内容は以下の通りである。 

 ・本人の居住地付近の想定される被害状況 

 ・移動方法（避難時の支援方法） 

 ・要支援者登録状況 

 ・連絡先リスト 

 ・避難時の準備物 

 ・停電延長時の電源確保 

 ・医療情報連絡票（医療情報、医療処置情報、バッテリー準備情報） 

 ・避難計画（安否確認と連絡の流れ） 

 全件数は 13名登録、内保健師作成が 1名。東京都の包括補助を利用し、29年度自家発

電機の予算要求をする。 

  

東京都目黒区 

東京都台東区 
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個別支援計画の作成を訪問看護ステーションに委託している。以下のすべてに該当する

者を計画作成の対象者としている。 

 ・計画作成時現在、区に住民登録がある者（区に住民登録がない者であっても生活保護

世帯等で区内に居住していると認められる者も含む） 

 ・常時人工呼吸器を使用している住宅患者で、自力で避難できない者 

 ・個別支援計画作成等のために必要な個人情報を提供することに同意した者 

 

 

24時間人工呼吸器使用者（それに準ずる者）について、個別計画を策定している。 

 

 

当市では、避難支援等関係者となる地域の方が主体的に支援体制を整備し、個別計画を

作成していくために、支援者探しのポイントや避難経路の設定のポイントを整理したガイ

ドラインを策定した。 

市から避難行動要支援者名簿を受領している一部の自治会については、ガイドラインに基

づき、個別計画の作成を行った。 

 

 

住基等の基幹システムのデータ取り込み及びゼンリン地図データと連携が可能なシステ

ムを導入。 

 

 

個別計画の様式は、申請書兼台帳の一部（基礎的な項目）を自動転記して、あらかじめ

半分程度の項目を記載したものをシステムから出力する。これを要配慮者、避難支援者、

自主防災会（自治会）に配付し、共有・確認した後、避難支援や避難所での生活に役立て

る情報など詳細な内容を話し合って共有し、必要に応じて記載する方法で作成する。 

 

 

要支援者に対する支援者を選出した後、支援者がカルテ（個別計画）を持って支援者の

もとへ赴き、要支援者の現況を聞き取ってカルテ（個別計画）を作成する。 

この方法により、支援者は要支援者の現況をより把握でき、要支援者は、災害時に訪れ

る支援者がどのような人物なのかを知ることができる。 

  

東京都大田区 

東京都東大和市 

静岡県清水町 

京都府長岡京市 

大阪府忠岡町 

東京都練馬区 
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区（自主防災組織）などが策定する個別支援計画の内容を、「誰が、誰を、どこに避難さ

せるのか」という３項目に特化し、地域住民が取り組みやすいようにしている。なお、こ

の取り組みには行政区別防災マップを活用している。 

 

 

避難支援等関係者に集まっていただく。６～８人でグループ分け。先ず危機管理室作成

のパワーポイントで学習（地震想定もしくは水害想定）。地震想定の場合、自分たちが暮ら

している地域で、震度６の地震が起きたらどんなん被害がおきるのか、地図上に書き込む。

その際に、避難支援等関係者の自宅、避難行動要支援者の自宅、一時避難所をマークして

おく。地図上に書き込んだ被害想定を踏まえ自分が担当する避難行動要支援者を、一時避

難所までどのルートで誘導するか地図上に書き込む。更に避難行動要支援者の身体状況等

を確認し、避難誘導するときの課題を書き込む。 

 

 

要支援者本人または又はその家族等に要支援者登録申請書を提出してもらっているが、

医療情報やどういった支援が必要かなど、配慮の必要な内容を基本的な個人情報とともに

記入していただいている。 

その申請書をもとに、市で台帳（＝個別計画）を作成。自治会を中心とした推進組織で

は、名簿や台帳を活用してマップなども作っている。 

なお、支援者が見つからない場合は、自治会役員や民生委員に協力いただいている。 

 

 

個別計画の策定は次の手順で行なわれる。 

1、窓口相談により次の事項を確認。 

 ・対象者の氏名、住所、生年月日 

 ・対象者は寝たきりに近い状態かどうか 

 ・何人暮らしか（ご家族の年齢や障害や病気の有無も確認） 

 ・近所に親族や友達など、共助が得られそうな方がいるか 等 

2、相談内容を市で協議し判断する。 

3、決定後、対象者へ制度説明し、申請書を提出してもらう。 

4、訪問調査し、調査票を作成する。 

5、調査票を基に個別支援計画を策定する。 

6、登録者について、更新は毎月実施する。 

 

兵庫県豊岡市 

鳥取県鳥取市 

山口県岩国市 

兵庫県川西市 
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要支援者名簿登録申請書が、個別計画の様式を兼ねており、申請と同時に避難支援時配

慮して欲しい事や、近隣協力員・緊急連絡先などを記入できるようになっている。 

地域において「避難支援関係者」が「要支援者」本人と話し合いながら、支援のために

必要なより詳細な情報を得たり支援内容を確認したりできるよう、「松山市避難行動要支援

者支援対策マニュアル」に上記様式を掲載し、作成・活用できるようにしている。 

 

 

 要支援者（同意者）に対して、個別計画の様式を送付し、可能な範囲での個別計画の自

力作成を依頼している。また、送付文書の中では、自身で出来うる範囲で災害に対する備

えをしておくよう促している。 

 本人及び家族で作成した個別計画（未完成）を、一旦は市に提出してもらい、市より避

難支援等関係者である自主防災組織の代表に提供している。 

 自主防災組織においては、計画の内容等を確認してもらうとともに、不十分な点につい

ては個別計画の作成支援を依頼している。 

 なお、個別計画の情報についてはシステム管理しており、地域支援が行われたかも確認

できるようにしている。 

 

  

愛媛県松山市 

大分県大分市 
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（２）策定時における避難支援等関係者の関わり方に関する取組  

                     【取組指針Ｐ35～36】 

 

【取組の概要】 

 市町村以外と避難支援等関係者が連携して策定することとなる個別計画において、どの

ように避難支援等関係者が関わっていくか、その工夫に関する取組。 

 

【具体的な取組事例】 

《東京都武蔵野市》 

＜取組内容＞ 

避難行動要支援者名簿登載者のうち、名簿に登載された情報を平時から避難支援等関係

者へ提供することに同意した者は、災害時要援護者（避難行動要支援者のうち、名簿掲載

項目の個人情報について、平時から避難支援等関係者（※）へ情報提供することに同意し

た者である。※避難支援等関係者･･･地域福祉活動推進協議会、在宅介護・地域包括支援セ

ンター、武蔵野警察署、武蔵野消防署）として登録する。災害時要援護者には、平時から

安否確認を行う者（支援者）が設定され、災害発生後、より迅速に安否確認や避難支援等

が行われる仕組みになっている。 

 

【登録の流れ】 

１ 災害時要援護者登録を希望する者は、市で登録台帳を作成する。 

２ 登録台帳を担当民生委員へ渡す。 

３ 担当民生委員は、災害時要援護者登録を希望する者を訪問し、登録台帳の必要項目に

ついて聞き取り調査を行う。その後、登録台帳に署名捺印をしてもらうことで同意をいた

だく形となっている。 

４ 担当民生委員は、調査後、登録台帳を市へ返却する。 

５ 市は、登録台帳を担当の地域福祉活動推進協議会（武蔵野市内の福祉に関する市民団

体。「福祉の会」ともいう。市内に 13団体ある。）へ渡す。 

６ 地域福祉活動推進協議会は、安否確認を行う支援者（地域住民２名）を探索し、登録

台帳に支援者の氏名、住民、連絡先を記載する。地域福祉活動推進協議会の会員が、災害

時要援護者の近くに居住している住民に、直接支援者への協力を働きかけている。 

７ 地域福祉活動推進協議会は、登録台帳を市へ返却する。 

８ 市は登録台帳の記載内容を基に災害時要援護者登録を行う。 

 

 

策定時における避難支援等関係者の関わり方 
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９ 各地域では原則として年１回、地域福祉活動推進協議会主催で、災害時要援護者の安

否確認を行う地域住民等の支援者に対する説明会を実施し、災害発生時の体制等を都度確

認している。 

【発災時の流れ】 

１ 支援者は、震度５弱以上の地震が発生した場合、災害時要援護者の安否確認を行い、

各避難所に設置されている地域福祉活動推進協議会の受付へ、安否確認結果の報告をする。 

２ 地域福祉活動推進協議会は、安否確認結果をとりまとめ、避難所の初動要員（市職員）

へ結果報告をする。 

 

【実施団体例】 

 

秋田市災害時要援護者の避難支援プランでは、個別避難支援プランの作成は地域で行う

こととしている。具体的には町内会等が主体となり、民生委員等が協力して作成すること

を想定している。 

 

 

避難行動要支援者名簿配布時に町会・自治会へ支援者と要支援者のマッチングを依頼し、

支援者と要支援者の話し合いで個別計画を作成してもらうようにしている。 

 

 

各町会・自治会で結成した要配慮者サポート隊が、避難行動要支援者の避難時の支援に

協力することとしている。サポート隊の結成時に、支援のための資器材を交付したり、隊

員の普通救命講習受講助成を実施したりして、サポート隊活動の活性化を図っている。ま

た、未結成の町会・自治会に向けた、結成促進講演会も昨年度実施する等、結成に向けた

取組も行っており、引き続き未結成町会等へ働きかけている。 

 

 

計画作成対象者が利用している訪問看護ステーションに作成を依頼し、訪問看護師が中

心となって患者本人・家族・関係者と連絡調整しながら作成。 

 

  

秋田県秋田市 

東京都墨田区 

東京都大田区 

千葉県市原市 
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たすけあいネットワーク登録者の個別計画の策定は民生児童委員が行っているが、要介

護、障害が重く民生児童委員単独での策定が難しい場合、地域包括支援センター、障害者

地域相談支援センターに訪問の同行を依頼できるようにしている。 

 また、登録者の担当ケアマネも個別計画を策定できるようにしている。 

 

 

市社協に個別計画の作成のコーディネートを委託し、地区社会福祉推進協議会と協力し

て、自治会（長）、民生委員・児童委員、福祉推進委員が調査員となり、個別計画が作成さ

れた。作成に当たっては、平常時平時の見守り活動と災害時の安否確認・避難支援活動と

ができる限り一体化されるよう調整が図られた。 

 

 

市、自治会（自主防災組織）、民生委員、看護師等で訪問し個別計画を作成。 

 

 

自治会・自主防災組織等が自分たちの地区で避難行動要支援者の支援を実施することを

市へ届出し、対象者に働きかけ、登録を希望する人に支援員を２名つけて市に申請する。

地域特性を考慮して、避難支援方法を考えて支援者を決めてもらうため、個人からの申請

ではなく、自治会・自主防災組織等を通じての申請としている。 

 

 

要支援者（同意者）本人及び家族で、可能な範囲で作成した個別計画をもとに、自主防

災組織において個別計画の作成を支援してもらっている。 

 また、自主防災組織において作成支援が円滑に行われるように、当初要支援者（同意者）

が作成した個別計画を自主防災組織に提供する際に、避難支援等関係者（自主防災会の代

表、民生委員、自治委員）を集めて、個別計画の作成支援に関する説明会を実施した。 

 

  

岐阜県大垣市 

和歌山県海南市 

香川県坂出市 

大分県大分市 

東京都杉並区 
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（３）策定促進に関する取組 

【取組指針Ｐ35～36】 

 

【取組の概要】 

 個別計画の策定に関して説明会を実施し、個別計画の周知を行うとともに、地域におい

て個別計画の重要性を理解してもらった上で、策定をしてもらう取組。 

 

【実施団体例】 

 

現在、支援の協力を頂いている地域全般の問題として、避難行動要支援者を支援する地

域支援者も高齢化が進んでおり、地域支援者のなり手がいないことが挙げられ、この問題

の改善策として個別での支援から地域の「班」、「組」単位といったグループによる支援に

ついても取り入れるよう説明会等で周知を図っている。 

 

 

防災区民組織五団体を対象に民間の防災コンサルタントを派遣し、個別計画作成を含む

地域における要支援者の支援体制づくりを推進する事業を区で実施している。 

 

 

毎月１回開催される訪問看護ステーション連絡会へ出席し、訪問看護ステーションへの

連絡や在宅人工呼吸使用者の情報提供の受付、個別支援計画に係る書類のやり取り等を行

っている｡ 

 

 

登録については、個別計画の必要性の説明会を毎年各区長会へ市職員が出向いて実施。

また、民生委員、障害者団体など当事者に対し、上記と同様に実施。 

 

 

市が作成したマニュアルに、戸別支援計画を作成する方法を記載。マニュアルを自治会

長、福祉委員会委員長、民生委員等に配布。また、災害対策基本法改正内容等の説明資料

にも同様に記載。福祉ネットワーク会議等で説明、周知。 

  

茨城県ひたちなか市 

東京都品川区 

東京都大田区 

福井県勝山市 

説明会の実施 

兵庫県川西市 
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自主防災組織において「個別避難支援計画書」を作成してもらえるように案内するとと

もに、依頼があればモデル地区の事例を用いて説明に行くようにしている。 

 

 

自主防災組織において作成支援が円滑に行われるように、当初要支援者（同意者）が作

成した個別計画を自主防災組織に提供する際に、避難支援等関係者（自主防災会の代表、

民生委員、自治委員）を集めて、個別計画の作成支援に関する説明会を実施した。 

 

  

兵庫県南あわじ市 

大分県大分市 
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【取組の概要】 

 外部の団体の協力を得て、個別計画の策定について避難行動要支援者の理解促進と策定

を進めていく取組。 

 

【具体的な取組事例】 

《愛知県知多市》 

＜取組内容＞ 

原則、町内会単位で、あんしんとなり組・災害時要援護者支援事業の推進地区を指定し、

指定された地区は、町内会の役員、老人友愛訪問員、自主防災会、ボランティアなどから

推進員を指定する。 

指定された推進員は、個別避難支援計画の作成などに努めるものとしている。推進員は、

町内会の役員、老人友愛訪問員、自主防災会、ボランティアなどから、平時の見守り、声

かけなどのあんしんとなり組事業や災害時の避難支援、安否確認、個別避難支援計画の作

成及び避難訓練の実施などの災害時要援護者支援事業に賛同する方の中から推進地区が選

定するものとしている。 

活動の内容としては、「あんしんとなり組・災害時要援護者支援事業」の推進のほか、新

たな推進員の発掘、対象者の生活支援に必要な福祉情報の伝達、対象者に異変が生じた場

合の関係機関への連絡、必要な研修などへの参加を行っている。 

＜取組のきっかけ・経緯＞ 

あんしんとなり組事業に取り組む役員が１年で交代することなど、継続的な地域での取

組みが難しい状況から、継続して活動ができるようモデル地区を指定し、啓発の一環とし

て実施することになった。 

＜取組の工夫・効果・今後について＞ 

 先進的に活動をしていた地区を「推進地区」として指定し、他の地区への普及、啓発を

図る予定だったが、市、社会福祉協議会、民生委員児童委員協議会の３者での地区説明に

より、次第に他の地区での理解が広まったため、推進地区指定の必要性はなくなり、現在

は、「あんしんとなり組・災害時要援護者支援事業」が地域に定着している。 

 

  

外部に協力依頼・委託を行う 
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【実施団体例】 

 

個別計画策定を促進するため、訪問が難しい登録者の個別計画策定を登録者の担当ケア

マネ等に依頼できるようにしている。 

 

 

市内ケアマネージャー事業所と協議を行い。担当している方の個別計画作成に協力して

もらう。 

 

 

消防防災係、包括支援センター、社会福祉協議会が集落に出向いて、住民と共に支えあ

いマップ作成、更新作業を行っており、個別計画の策定をしている。 

 

 

災害時要援護者避難支援制度において、地域支援者への情報提供および支援プラン（個

別計画）策定への支援等については、熊本市社会福祉協議会に業務委託しているところで

ある。支援プランは、申請者の状況等をよく知る地域支援者（自治会長、民生委員等）へ

策定を依頼し、策定が困難な場合においては、熊本市社会福祉協議会が調整を行うことと

なっている。 

支援プランの策定については、熊本市社会福祉協議会が日頃から培っている地域とのネ

ットワークを活用しながら、支援プランの速やかな策定を目指しているところである。 

 

 

  

東京都杉並区 

福井県高浜町 

鳥取県若桜町 

熊本県熊本市 
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【取組の概要】 

 地方公共団体独自の補助金制度を設けることによって、個別計画の策定促進を図る取組。 

 

【実施団体例】 

 

地域で開催する訓練費用の増額助成基準に個別避難支援計画の作成を盛り込むことで個

別避難支援計画の作成を促している。 

災害時要援護者訓練の要件は以下の通り（すべての項目を満たした場合増額助成）。 

・個別避難支援計画を策定済み若しくは、今年度策定予定である。 

・避難準備訓練若しくは避難搬送訓練（疑似訓練を含む）を実施した。 

・要援護者名簿を使用し、要援護者の安否確認、情報伝達を行った。 

 

 

尾張旭市では、従来より自主防災組織の活動に対して「自主防災組織等活動補助金」を

交付しており、その制度の中で町内会における避難行動要支援者支援の活動に対して補助

金（上限 50,000円）を交付している。 

また、この補助金の制度と避難行動要支援者支援の活動について周知を図るため、市内

の全ての町内会長宛てに内容を説明した通知文を送った。 

 

  

新潟県新潟市 

愛知県尾張旭市 

自治体独自の補助金制度 
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（４）個別計画の更新・見直しに係る取組 

【取組指針Ｐ35～36】 

 

【取組の概要】 

 個別計画に関しても、避難行動要支援者名簿自体と同様に避難行動要支援者の状況は常

に変化しうることから、平時に行っている見守り活動時に個別計画の更新をする取組。 

 

【実施団体例】 

 

担当民生委員・児童委員の見守り活動時に個別の変更を、一斉改選時には担当委員の継

続・変更のお知らせを兼ねて個別計画の更新・見直しをしている。 

 

 

民生委員による日ごろの訪問活動での情報把握を行い、変更や修正があれば個別支援計

画を更新する。また、福祉部局により計画の見直しに関する案内文の郵送を行っている。 

 

  

埼玉県神川町 

兵庫県芦屋市 

平時の活動にあわせて更新・見直しを行う 
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【取組の概要】 

 個別計画の更新・見直しをあらかじめ定めておいた期間ごとに実施する取組。 

 

【実施団体例】 

 

年に１回以上、地区担当の保健師が個別計画を作成している要支援者のもとを訪問して

内容を確認し、さらに身体状況・生活状況を把握して必要な保健指導を行っている。 

 

 

毎年３月頃に要支援者名簿の更新等に係る要望調査を毎戸配布にて行っている。継続し

て要望する者のほか、新たに要望する者もいることから、その都度計画の見直し等を行っ

ている。 

 

 

地域包括支援センターブランチ業務の一環として、要支援者（65歳以上の単身世帯）の

実態把握を社会福祉協議会へ依頼。年１回、対象者宅を訪問し、個別計画の内容を確認・

更新している。 

 

 

避難行動要支援者名簿は、毎年基準日を１月１日とし、年１回更新を行っている。 

避難支援等関係者には、新しく名簿に載ってきたかたの個別計画の策定を行ってもらう

が、これに合わせて既に策定済みの要支援者の個別計画についても確認をしてもらい、内

容の変更などが生じた場合には、必要な見直しを行う。 

 

 

毎年６月に避難行動要支援者宅への訪問を民生委員に依頼している。その際に、本人の

状況と個別計画の内容に変更が無いか確認を行い、その訪問結果により個別計画の修正を

行っている。 

 

 

民生児童委員に対して、過去に個別計画を策定した要配慮者であっても、年１回の訪問

と個別計画の更新を依頼している。 

 

北海道妹背牛町 

青森県西目屋村 

岩手県軽米町 

埼玉県三郷市 

埼玉県鳩山町 

東京都杉並区 

定期的に更新・見直しを行う 
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年に１回、同意を得ている対象者へ民生委員児童委員が訪問し、計画の更新を実施して

いる。 

 

 

毎年該当者の訪問を行い、より正確な状況把握に努めている。 

 

 

年２回の名簿配布の際に、書面で個別支援計画の作成を依頼していると同時に、要支援

者の状況の変化に応じて、個別計画の更新をお願いしている。また、説明会でも同様の説

明を行っている。 

 

 

２年に一度の更新時に登録者の情報確認を電話又は訪問で実施。 

 

 

毎年定期的に担当ケアマネに見直しを依頼し、個別支援計画の修正を行っている。 

  

神奈川県大井町 

富山県舟橋村 

福井県福井市 

静岡県清水町 

鹿児島県和泊町 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ．災害対応事例

各事例における地方公共団体・避難支援等関係者

の役割については、以下のとおり色分けをしてい

る。 

：安否確認 

：避難支援 

：情報提供 

：その他 

安否 

避難 

情報 

その他 
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Ⅱ．災害対応事例 

１．地方公共団体による名簿を活用した対応事例 

 

 

平成 28 年 台風７号・９号・10号・11 号 

 

○ 平成 28年 8月 30日 

市内の一部に避難準備情報を発令。市では、ホームページや広報車、緊急速報メール、

地区連合町内会組織への電話連絡等の手段により、市民周知を図るとともに、町内会組

織等からの災害時要援護者への連絡や状況確認を行った。 

○ 平成 28年 8月 31日 

前日の避難準備情報を避難勧告に格上げし、同様の市民周知を行った。 

 

 

○ 平成 28年８月 17日 

台風等で、避難指示、避難勧告が出された場合、名簿を準備し、出された地域の民生委

員に見守り等安否確認の準備を行った。 

 

 

○ 平成 28年 8月 20日 21:00～ 

避難勧告発令の数時間前に洪水浸水地域に在宅している避難行動要支援者に対し、市職

員が現地に出向し呼びかけを実施した（４件）。すべて家族対応となった。 

 

  

水害 

北海道北見市 

北海道紋別市 

北海道帯広市 安否 

安否 

避難 
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○ 平成 28年 8月 20日 16：00 

災害対策本部を設置し、一部地域の避難勧告を発令した。（避難者避難所への収容：7 世

帯 10名） 

○ 平成 28年 8月 21日 5：30 

避難勧告を解除した。 

○ 平成 28年 8月 24日 8：30 

災害対策本部を解散した。 

以上のことから、避難準備情報（災害時要配慮者避難開始）を発令するいとまがなく、

内水氾濫浸水地域（50世帯）への避難勧告発令となり、避難行動要支援者名簿による事

前周知は実施できず、勧告発令後における広報車による巡回避難放送と同時に避難行動

要支援者名簿により確認した。 

 

 

○ 平成 28年８月 23日（台風 9号）、8月 30日～31日（台風 10号） 

台風１１号、９号、１０号により河川氾濫の恐れがあったため避難勧告等を発令した。

避難行動要支援者に対し、電話連絡等を実施し、避難支援を希望する方に対して移送支

援を実施した。 

 

 

○ 平成 28年 8月 20日 

災害対策本部に名簿を提出し情報伝達と避難行動に備えた。 

 

 

○ 平成 28年 8月 23日 

避難行動要支援者名簿に記載の方へ電話連絡し、避難を呼びかけた。 

○ 平成 28年 8月 21日 18：30 

鐺別川沿いの一部の住宅に避難準備情報を発令し、避難行動要支援者への避難開始を示

唆した。 

  

北海道富良野市 

北海道滝川市 

北海道上砂川町 

北海道中富良野町 

安否 

避難 

避難 

その他 
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○ 平成 28年 8月 30日 

平成 28年 8月 30日未明から降り続く台風 10号に係る大雨により、トマム地区におい

て水害の危険性があることから、避難準備情報、避難勧告を発令した。その際、現地に

派遣している職員や消防、消防団員などに要支援者名簿に記載のある支援者について情

報提供を行なうなかから、戸別訪問や電話連絡に役立てた。 

 

 

○ 平成 28年 8月 20日 

避難勧告発表準備のため、避難対象エリア内の要支援者を確認するため名簿を使用した。 

○ 平成 28年 8月 30日 

避難勧告・指示のため、対象エリア内の要支援者を確認するため名簿を使用した。 

 

 

○ 平成 28年 8月 20日 19：00 

福祉避難所（地域福祉センター）開設し、福祉部局職員により、避難行動要支援者名簿

登載者を中心に避難支援の呼びかけを実施した。最大避難者 14名であった。 

 

 

○ 平成 28年 8月 20日 

「大雨警報」が発表され、湧別川・芭露川の水位が上昇したため、２２時４０分に災害

対策本部を設置し、全職員の動員をかけるとともに、自主避難所２カ所を設置した。 

本部では、避難勧告等の発令に備え、要支援者名簿により対象地区の要支援者を把握し、

広報体制や避難支援の準備を整えた。 

 

 

○ 平成 28年８月 30日 16:00～31日 深夜 

避難行動要支援者名簿を使って、避難勧告の連絡と避難の支援が必要か不必要かの確認

をした。 

 

  

北海道斜里町 

北海道占冠村 

北海道新得町 

北海道湧別町 

北海道置戸町 

安否 

安否 

避難 

避難 

情報 
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○ 平成 28年 8月 20日 

避難勧告発表準備のため、避難対象エリア内の要支援者を確認するため名簿を使用した。 

○ 平成 28年 8月 30日 

避難勧告・指示のため、対象エリア内の要支援者を確認するため名簿を使用した。 

 

 

○ 平成 28年 8月 31日～９月７日 

避難行動要支援者宅に訪問し、健康状態の確認と飲料用水を支給した。 

 

 

○ 平成 28年 8月 30日～31日 

名簿を参考に、要支援者を避難所まで送迎を行った。 

 

 

○ 平成 28年 8月 17日～18日：台風 7号 

平成 28年 8月 20日～23日：台風 9・11号大雨災害 

平成 28年 8月 30日～31日：台風 10号大雨災害 

平成 28年 9月 9日～10日：温帯低気圧大雨 

各大雨災害において、災害対策本部からの避難勧告、避難指示に合わせ、土地が低く浸

水被害が予想される地域における要支援者宅に対し、福祉課職員が臨戸して避難を呼びか

けした。 

その際に徒歩による避難が困難な方について公用車、公用バスによる送迎を実施した。 

一般の避難所での生活が困難な方は当初より福祉避難所に誘導した。避難所では防災担当

課（総務課）職員と福祉課保健師等が協力し避難者のケアにあたった。 

＊8/30～31:台風 10号は福祉課対応無し、総務課対応で対象住民の自力での避難。 

 

  

北海道大樹町 

北海道池田町 

北海道足寄町 

北海道大樹町 

安否 

避難 

その他 

その他 
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○ 平成 28年 8月 30日 

避難勧告発令地域に居住する要援護者に対して電話による避難状況確認を行った。避難

時の送迎支援や避難をしていない方に対する避難勧奨を行った。 

 

 

○ 平成 28年９月１日 

住民から土砂崩れの兆候があるとの連絡があり、現地を確認後、土砂災害警戒区域内に

居住する世帯に対し、避難指示を発令。土砂災害警戒区域内に避難行動要支援者が居住

していないか確認。独居や高齢夫婦世帯について本人や家族に連絡をとり、避難所に行

くのか、家族に身を寄せるのかなどを把握した。 

 

 

○ 平成 28年 8月 31日 

被害のあった地区の民生委員より避難行動要支援者名簿にて安否確認を行なった旨の連

絡があったが、特に被害の大きかった地区については停電、電話の不通、道路の崩壊等

により孤立地区となっており、当該地区の避難行動要支援者の安否はすぐには確認でき

なかった。しかし、その後、消防署、警察署等の協力により孤立地区の全世帯の安否が

確認された。 

 

 

○ 平成 28年 8月 17日 

防災危機管理課担当へシステム出力名簿（エクセルファイル）を送った。 

 

 

○ 平成 28年 8月 30日 

避難行動要支援者名簿を使って保健福祉課が安否確認を行った。 

 

 

○ 平成 28年 8月 30日 

10：00避難準備情報発表時と、13：39避難勧告発表時に、対象地区で避難行動要支援

者名簿に掲載されている方へ電話し、状態確認等行った。 

  

青森県六ヶ所村 

岩手県久慈市 

岩手県遠野市 

北海道清水町 

岩手県住田町 

岩手県普代村 

安否 

安否 

安否 

避難 

避難 

情報 
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○ 平成 28年 8月 30日及び 9月 8日 

避難勧告発令に伴い、対象地区の要支援者名簿と地図をシステムから出力。消防団へ配

布し、避難の促しや見守りを依頼した。 

 

 

○ 平成 28年 8月 30日 

災害発生後、名簿を利用して、避難状況の確認等を行った。 

 

 

○ 平成 28年 8月 29日 

台風通過前日に自主防災会長に事前に連絡し、要援護者の声かけ等について依頼を行っ

た。上山市洪水ハザードマップの浸水想定に基づき、該当となる地区の自主防災会長に

対して電話連絡を行った。自主防災会長には地区内の災害時要支援者の名簿を提供して

いるため、それに基づいて声がけのお願いを行った。 

 

 

○ 平成 28年 8月 22日 

11：55 立川市に土砂災害警戒情報発令。 

12：30 土砂災害警戒情報発表に基づき、急傾斜地崩壊危険箇所に指定されている 16

箇所を含む地域に避難準備情報を発表。 

13：00 避難準部情報発表に伴い、該当地域に居住する避難行動要支援者（27名）の安

否確認及び避難支援の要否の確認を開始。 

16：30 避難行動要支援者対応終了（電話連絡及び訪問により確認避難支援不要 19名、

不在による確認不能 8名） 

19：45 土砂災害警戒情報解除 

20：00 避難準備情報解除 

 

 

○ 平成 28年 8月 22日 

地域福祉課より、避難行動要支援者名簿に基づく避難行動要支援者に避難準備情報が発

令された事を電話連絡した。避難行動要支援者は７世帯 8人であった。 

  

岩手県野田村 

山形県上山市 

東京都小金井市 

東京都立川市 
 

岩手県軽米町 安否 

安否 

安否 

避難 

避難 
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○ 平成 28年 7月 13日 

避難準備情報が発令された地域の要支援者に対して、電話にて情報の提供を行った。（20

地区） 

 

平成 28 年 台風 13号・16 号 

 

 

○ 平成 28年 9月 7日 未明 

台風13号の接近に伴い局地的な大雨により土砂災害が発生し、避難所の開設を行った際、

避難行動要支援者名簿を活用して要配慮者へ避難所開設を知らせると共に安否確認を電

話で行った。 

 

 

○ 平成 28年 9月 20日 

水位の上昇が見られる河川沿いの地域に避難準備情報を発令。自主防災組織に対し、避

難行動要支援者への声かけ等を求めた。 

 

 

○ 平成 28年９月 

土砂災害警戒区域に居住する避難行動要支援者に電話等で避難する場合の手段の確認を

行った。（家族介助で可能・ご本人で対応可能など）。 

 

 

○ 平成 28年 9月 20日 23：00 ～ 9月 21日  6：30 

災害対策本部から避難行動要支援者名簿の提供依頼がある可能性があったため、対応で

きるように福祉課にて待機。 

 

  

福岡県飯塚市 

群馬県沼田市 

大阪府四條畷市 

宮崎県日向市 

福井県大野市 

安否 

避難 

避難 

情報 

情報 
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○ 平成 28年 9月 20日 未明 

未明に避難準備情報、そして避難勧告を発令したため、避難行動要支援者が外へ出るの

はかえって危険であると判断し、福祉部局、消防団、民生委員を通して要支援者の安否

を確認しつつ、屋内避難するよう伝えた。 

  

平成 28 年８月 24 日 海岸町地区土砂崩れ 

 

 

○ 平成 28年 8月 25日 

土砂崩れにより、土砂崩れ発生箇所以北が孤立し、通信手段、陸上からの交通手段が断

絶した。現地の消防団員等の協力により、名簿による安否確認や孤立地区からの移送を

実施した。 

 

 

平成 28 年 大雨災害 

 

 

○ 平成 28年６月 23日 

６月 19日から降り続いた雨と 22日の大雨により、22日の早朝に避難勧告発令した。 

社協に要支援者への避難誘導連絡を依頼した。要支援者の避難はなかった。 

 

 

○ 平成 28年６月 20日～23日 

避難準備情報に基づき、市内 18 カ所の避難場所へ、最大 150 人が避難を行った。市が

保有している安否確認リストを基に、避難勧告発令区域の避難行動要支援者（不同意者

も含む）について地域の民生委員・児童委員へ情報提供した。避難行動要支援者へ注意

喚起や安否確認が行われ、避難行動要支援者１人が避難行動を行っており、区域内の住

民 21人が避難した。 

 

  

 

 

熊本県南関町 

安否 

安否 避難 

避難 

情報 

情報 

情報 

宮崎県西都市 

北海道羅臼町 

広島県福山市 



 

241 

 

平成 27 年 台風 18・23 号に伴う災害 

 

 

○ 平成 27年 10月１日～３日 

避難が必要なほどの台風災害ではなかったものの、名簿登載者のうち、高齢独居者が一

時避難を希望したため対応した。 

 

 

○ 平成 27年 10月２日 

停電による対応。医療機器や透析患者の輸送対策・避難。 

 

 

平成 27 年 台風 11号に伴う災害 

 

 

○ 平成 27年７月 16日 

要支援者の親類からの依頼により、本市水防本部にて、避難行動要支援者名簿を利用し

た安否確認が２件行われた。 

 

  

北海道小平町 

北海道礼文町 
 

香川県高松市 安否 

避難 

その他 
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○ 平成 27年７月 17日 

01：40 「土砂災害警戒情報」発表 

03：00  対象地区住民（336世帯 913名）に「避難勧告」発令。既に開設している

避難所に加え、新たに 2カ所を開設 

対象地区の避難行動要支援者の「数」及び「避難する人数」の把握 

避難に関する広報の実施（防災行政無線、登録メール、広報車、音声サポ

ートシステム等を活用） 

対象地区の支所・出張所に、避難のための車両を待機させる 

対象地区の「民生・児童委員」及び「自主防災組織」に、避難誘導支援（電

話連絡・戸別訪問）を依頼 

名簿提供不同意者に対し市職員が避難誘導支援（電話連絡）を実施 

6：20   「土砂災害警戒情報」解除 

16：00  「避難勧告」解除 

 

  

○ 平成 27年７月 15日 9：00 

避難行動要支援者名簿に基づき各地区長、要配慮者に避難準備情報を連絡し、安否確認

等に活用した. 

 

 

平成 27 年 9 月 関東・東北豪雨災害 

 

 

○ 平成 27年 9月 11日 

名簿を活用し、地区の対象者へ個別に安否確認を行った。 

 

 

○ 平成 27年 9月 11日 

避難勧告を発令時に避難行動要支援者名簿を活用し、町・地区・民生員による避難誘導

の呼び掛けや安否確認の際に活用した。 

 

  

愛媛県松山市 

高知県大豊町 

宮城県大崎市 

宮城県松島町 

安否 

情報 

情報 

情報 
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○ 平成 27年 9月 10日 15：50 

降り続く大雨により河川の氾濫の恐れがあるため、浸水想定区域の世帯に避難準備情報

を発令(20 世帯 80 人)。地元町内会及び消防団が直接、避難行動要支援者の自宅を訪問

し早めの避難を呼びかけた。小さい集落であるため事前に避難行動要支援者を把握して

いたことから、名簿の活用はせずに済んだ。 

その後、同日 16：50に同地区同世帯に避難勧告を発令したため再度直接訪問し、避難の

呼びかけと避難所への送迎を行った。 

 

 

○ 平成 27年 9月 10日 

民生委員児童委員により、災害時緊急用名簿により、高齢者等の安否確認を行う。 

看護師による訪問、ケアを行う。 

 

 

○ 平成 27年 9月 9日 9：10 

避難指示発令区域における災害時要援護者・避難行動要支援者の把握（該当者なし）を

行った。 

 

 

○ 平成 27年９月９日 

9:20 安塚地区に避難勧告を発令するに当たり、名簿の状況・住所(立地状況)・世帯員

数を参考にした。また、実際に勧告を出した。 

5:15 黒川周辺地区に避難指示を発令するに当たり、名簿を参照した。 

 

 

  

山形県最上町 

茨城県境町 

栃木県宇都宮市 

栃木県壬生町 

避難 

避難 

情報 

その他 
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平成 26 年 豪雨災害 

 

 

○ 平成 26年 8月 24日 

災害名簿による地域対象者の安否確認（避難状況の確認）を行った。避難先における血

圧測定や住民の相談、陸路がふさがれ、孤立した地域住民の状況確認や健康相談、内服

の確認や確保 Dｒ．の派遣を行った。 

 

 

○ 平成 26年 10月８日 

大雨の影響による三種川の氾濫・家屋等の冠水が予想されたため 1,190 世帯、3,070 人

に避難勧告がなされた。気象庁や県から得ていた情報から洪水災害が確定的と思われたた

め、防災担当課・消防団に要援護者の情報提供を行った。 

 

 

○ 平成 26年７月９日  

12：57 大江町に大雨警報が発令され、10日２：22に洪水警報が発令された。 

○ 平成 26年７月 10日 

２：15 最上川が増水した百目木地区と月布川の増水により鹿子沢地区での被害拡大

が予想されたため、百目木地区、鹿子沢地区、計 28世帯 80名に避難勧告を

発令し、同時刻に「7.9豪雨災害対策本部」を設置した。避難勧告を受け、左

沢地区の町民ふれあい会館に避難所を開設。百目木地区、鹿子沢地区民が消

防団、各区長、避難支援者等の呼びかけ、誘導等により避難を開始し、50名

が町民ふれあい会館に避難した。避難完了後、名簿登載者の避難状況を確認

する。 

 

 

○ 平成 26年９月５日 

避難所開設時に、避難所開設班員に、避難行動要支援者名簿を渡して要支援者の避難に

備えた。 

  

北海道礼文町 

秋田県三種町 

山形県大江町 

京都府綾部市 

安否 

避難 

情報 

情報 
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○ 平成 26年８月 24日 

集中豪雨の影響で避難勧告を発令し、避難所を開設した。自主避難が困難な避難行動要

支援者に自宅と避難所間の送迎を実施した。 

 

 

○ 平成 26年８月 20日 

避難行動要支援者の安否確認の状況について、被害のあった安佐南区及び安佐北区に対

して照会を行った。 

これを受けて各区役所では、避難行動要支援者について、避難所における避難状況の把

握や市職員からの電話連絡による安否確認、避難支援等関係者（自主防災会、民生委員・

児童委員等）への安否確認の依頼（個別に電話連絡や訪問など）を行った。 

８月 26日に名簿登録者全員が無事であることを確認した。 

 

 

平成 26 年 台風 11号・12 号・19 号 

 

 

○ 平成 26年 10月 13日 14：00 

台風 19号の接近に伴い、登録のある町内会長宅に電話で連絡を取り、避難弱者の方の避

難支援を呼びかけた。 

 

 

○ 平成 26年８月９日～10日 

名簿をもとに、包括支援センターの職員が、85歳以上の高齢者に対しての電話による安

否確認を行った。１名避難希望があり、関係者、関係機関へ連絡を取った。 

 

 

○ 平成 26年８月 

避難指示対象地区で、避難行動要支援者がいる世帯に対して、避難状況の確認を行った。 

  

大阪府池田市 

岐阜県高山市 

鳥取県若桜町 

高知県南国市 

安否 

安否 

安否 

避難 

避難 

情報 広島県広島市 
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平成 26 年 台風８号 

 

 

○ 平成 26年７月７日 

特別警報が発令されたため、全体計画に基づき名簿登録者に対し、避難を呼びかけた。 

 

 

○ 平成 26年７月７日 

名簿を活用し、一人暮らし高齢者宅に安否確認を行った。また、（自主）避難所の案内を

行った。 

 

 

大雨・洪水警報 

 

 

○ 平成 28年８月 23日 

市の防災対策課において、避難行動要支援者名簿により、発災があった地域に要支援者

がいるかを確認した。 

 

  

沖縄県宮古島市 

沖縄県中城村 

茨城県常陸太田市 

避難 

避難 

その他 
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平成 28 年 熊本地震 

 

 

○ 平成 28年４月 16日 

1：25 震度５強の地震発生 

2：00 避難所開設準備。各校区の自主防災組織等が、名簿を活用した安否確認を実施

し、必要に応じて、避難所開設の情報を伝達した。 

○ 平成 28年４月 25日 12：00 

避難所の閉鎖。 

○ 平成 28年６月 20日～22日、７月 12日 

大雨対応時に、市職員より土砂災害特別警戒区域内の要援護者に避難準備情報等を伝 

達した。 

 

 

○ 平成 28年４月 16日 

8：00 市より各校区民生委員へ避難行動要支援者の安否確認を依頼（対象者は、配付

した名簿に記載されている者）。 

校区会長より各委員へ連絡してもらい、会長より市へ報告してもらう。 

 

 

○ 平成 28年４月 21日 

名簿情報は、「熊本市地域防災計画」に定めるすべての団体等に、一律に提供するもので

なく避難支援に取り組むため、名簿情報の適正管理に関し覚書を締結した団体（消防機

関、警察、社会福祉協議会以外）の長に提供することとしている。熊本地震では、覚書

を締結している 53団体のうち 32団体へ提供した。 

 

 

○ 平成 28年４月 16日～27日 

市内３か所の福祉避難所を開設した。4月 27日に最後の避難者が退所されるまで、安否

確認等の対応を行った。９名の方が福祉避難所に避難された。 

○ 平成 28年４月 18日～５月８日 

市内の自主避難所で、名簿をもとに安否確認等を行った。 

 

地震 

熊本県熊本市 

熊本県山鹿市 

福岡県久留米市 

佐賀県佐賀市 

安否 

安否 

安否 

情報 
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○ 日付不明 

庁舎の倒壊により、名簿データを入れていたパソコンが中々使用できなかったが、各民

生委員に渡していた名簿を基に要支援者を早い段階で対応できた。 

 

 

○ 平成 28年４月 15日（前震対応） 

前震が発生した翌日に、民生委員・地元消防団を中心に避難行動要支援者名簿を活用し

た安否確認活動を行った。同日昼には全安否確認終了。例年、この活動について行政区

嘱託員・民生委員・消防団の３者で訓練を行っていたため、迅速な確認が出来た。 

○ 平成 28年４月 16日（本震対応） 

本震が発生した当日に、再度前日同様の安否確認を実施した。 

 

 

○ 平成 28年 4月 16日 

熊本地震（本震）発災により、町から消防団に地区ごとの名簿を配布して安否確認及び

避難誘導を依頼。社協からも民生委員に安否確認及び避難誘導するよう依頼。 

深夜だったため、安否確認できなかった家には、社協とともに早朝から電話して確認。

避難に支援を要する人はいなかった。 

 

 

○ 平成 28年４月 15日 

４月 14日の前震発生直後に、同意・不同意関係なく全要支援者の避難行動要支援者名簿

を出力し、全行政区嘱託員へ配布し、安否確認を実施した。 

また、その後の４月 16日の本震においても、各行政区嘱託員・民生委員・児童委員に幾

度も巡回確認を行っていただいた。 

連絡が取れない要支援者については、町保健師や DMAT などが各避難所を回り、無事を

確認している。 

 

  

熊本県宇城市 

熊本県宇土市 

熊本県大津町 

熊本県南関町 

情報 

情報 

情報 

情報 
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○ 平成 28年４月 14日～16日 

４月 14日から 16日の３日間、避難行動要支援者名簿による安否確認を行った。 

  

 

○ 平成 28年４月 14日 

４月 14日から村では、消防団・社会福祉協議会・民生委員・児童委員と連携し避難状況

の確認を行った。 

 

 

○ 特定の日付なし 

震災時、停電によってパソコン等の電子媒体が使えない状況となったが、資料を紙媒体

で準備していたため、対応することができてよかった。 

 

 

○ 平成 28年４月 16日～ 

本震直後は人員が不足しており、避難活動に対する対応のほとんどを自主防災組織や消

防団にお願いした。直接行政として行ったことは、重度の障害や要介護度の高い方を優

先して避難いただく避難所を設け、そこに保健師を配置したことなどである。実施に避

難誘導や補助、安否確認などのほとんどを自主防災組織や消防団が行った。 

 

 

○ 平成 28年４月 14日・16日 

前震と本震が起きた後に、避難行動要支援者名簿が登録されている該当地区の区長へ電話

連絡を実施し、安否確認と避難所への避難呼びかけを依頼した。 

 

 

○ 平成 28年４月 14日 

21：26 熊本震災の前震直後に各区長と職員で避難行動要支援者の安否確認を行った。 

○ 平成 28年４月 16日 

1：25 熊本震災の本震直後に職員にて避難行動要支援者の安否確認を行い、翌朝から

区長へも再度確認を依頼した。 

  

熊本県小国町 

熊本県錦町 

熊本県芦北町 

熊本県南阿蘇村 

熊本県南阿蘇村 

熊本県嘉島町 

安否 

安否 

安否 

避難 

その他 

その他 
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○ 平成 28年４月 14日・16日 

名簿対象者全員の安否確認を行った。 

 

 

○ 平成 28年４月 18日 

民生委員に対して、要支援者（同意者）の名簿をもとに、可能な範囲で安否確認（電話

連絡、訪問など）を依頼した。 

不同意者の名簿については、熊本・大分地震における大分市内の被害状況は、家屋被害

等がほとんどない状況であったため、不同意者の名簿を提供するまでの状態にないと判

断し、提供を行わなかった。 

 

 

○ 平成 28年４月 16日 

水道水の給水停止に伴い、４月 16日に名簿を活用し、給水車の手配や飲料水の配付を行

った。 

 

 

○ 平成 28年４月 18日 

名簿に掲載されている方の安否確認及びその方法について協議した。 

市内自治委員へ安否確認の依頼を行った。 

 

 

○ 不明（震災後１週間後頃） 

事前に提供していた名簿を元に、民生委員、自治委員に対象者の安否確認を依頼した。 

 

 

  

熊本県湯前町 

大分県大分市 

大分県豊後大野市 

大分県由布市 

大分県竹田市 

安否 

情報 

情報 

情報 

その他 



 

251 

 

平成 28 年 鳥取県中部地震 

 

 

○ 平成 28年 10月 24日 

要支援者名簿をもとに市・県・県外派遣保健師等による要支援者宅への個別訪問を実施

した。 

 

 

○ 平成 28年 10月 21日 

14：07 名簿を使って福祉担当部局の職員による戸別訪問を行い、安否確認を行った。 

 

平成 26 年 長野県神城断層地震 

 

 

 

○ 平成 26年 11月 22日 

災害時住民支え合いマップや地域コミュニティにより迅速な安否確認が行えた。 

 

 

○ 平成 26年 11月 22日 

名簿登録者の安否を各自治会長に確認するよう依頼。平成 26年９月の防災訓練時に初め

て名簿を使用した訓練を実施したばかりであったこともあり、自治会長による安否確認

まとめ作業をスムーズに行うことができた。 

 

  

鳥取県倉吉市 

長野県白馬村 

鳥取県琴浦町 

長野県小川村 

安否 

安否 

安否 

安否 
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平成 28 年 寒波・大雪 

 

 

○ 平成 28年１月 19日～20日 

災害対策本部設置後、対象地区を絞り、要支援者（65歳以上の単身世帯）を対象に電話

で安否確認を実施。一部は社会福祉協議会で実施。 

除雪希望者については、社会福祉協議会（ボランティア、シルバー人材センター）への

相談を促した。 

 

 

○ 平成 28年１月 19日～20日 

平成 28年１月に、寒波により、各家庭の水道管が破損し、これに伴い市内全域で、緊急

的に断水を行った。その際、避難行動要支援者の安否確認や飲料水の配布のため、民生

委員、児童委員の方に対し名簿を提供した。 

 

平成 26 年 寒波・大雪 

 

 

○ 平成 26年 12月５日～15日 

平成 26年 12月５日徳島県西部１市２町において、水分を多く含んだ降雪により何日に

もわたる停電、倒木による道路の寸断、また、希にみる降雪の影響で徒歩でも山間地域

への立ち入りができなくなった。 

登録名簿により登録の要支援者全員への安否確認、また酸素吸入者への酸素ボンベ等の

支給を行い、避難所への避難希望者はなかったが、約１名が町と協定締結している福祉

避難所の入所することとなった。 

 

 

 

 

 

  

岩手県軽米町 

福岡県大牟田市 

雪害 

安否 

安否 避難 

情報 

徳島県つるぎ町 
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桜島 噴火警戒レベル４対応 

 

 

○ 平成 27年８月 15日 

10：15 レベル４引き上げ 

10：45 災害警戒本部設置 

11：15 災害対策本部設置 

11：50 避難準備情報発令 

13：00 避難行動要支援者名簿をもとに、避難行動要支援者を消防と協力し、避難所

へ車両輸送開始 

 

 

 

 

 

 

  

鹿児島県鹿児島市 

噴火 

避難 
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２．避難支援等関係者による名簿を活用した対応事例 

 

 

平成 28 年 台風７号・９号・10 号・11 号 
 

 

○ 平成 28年８月 30日 

市内の一部に避難準備情報を発令。市では、ホームページや広報車、緊急速報メール、

地区連合町内会組織への電話連絡等の手段により、市民周知を図るとともに、町内会組

織等からの災害時要援護者への連絡や状況確認を行った。 

○ 平成 28年８月 31日 

前日の避難準備情報を避難勧告に格上げし、同様の市民周知を行った。 

 

 

○ 平成 28年８月 20日 

14：00 市内、一部地域にて避難所開設、避難勧告発令地域の名簿を総務課が確認、 

該当者はいなかった。 

 

 

○ 平成 28年８月 30日～31日 

台風に伴う大雨により河川が増水し、町内にある主要５河川のうち４河川の近隣住民に

避難指示・避難勧告を発令した。 

対処地域に住む避難行動要支援者に対しては、保健福祉課が個別に電話連絡をし、状況

確認等を行った。 

 

 

○ 平成 28年８月 30日～31日 

自主防災組織・民生委員等による要支援者の見周り、福祉施設・社会福祉協議会による

要支援者の送迎に活用した。 

 

 

 

 

 

北海道赤平市 

北海道芽室町 

北海道帯広市 

水害 

北海道池田町 
 

安否 

安否 

避難 

その他 
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○ 平成 28年８月 30日 

土砂災害への避難勧告が発令されたため、市からの連絡を受けた民生委員が、警戒区域

に居住している災害時要援護者を避難所へ避難させた。 

 

 

○ 平成 28年８月 30日 

名簿を使って各民生委員が、担当地区で安否確認及び避難支援を実施した。名簿を使っ

て社会福祉協議会が安否確認及び避難支援を行った。名簿を使って保健福祉課が安否確

認を行った。 

 

 

○ 平成 28年８月 30日及び９月８日 

町職員により安否確認を行うほか、介護保険事業所等へも依頼し、電話や訪問での安否

確認実施。 

 

 

○ 平成 28年８月 23日 

14：24 大雨（土砂災害・浸水害）・洪水警報発表 

15：50 土砂災害警戒情報発表 

17：40 指定避難所 29箇所開設 

23：10 土砂災害警戒情報解除 

○ 平成 28年８月 24日 

1：49 大雨警報解除→注意報へ 

床上浸水：10件 

床下浸水：154件 

通行止め：27箇所 

 

  

岩手県軽米町 

茨城県ひたちなか市 

青森県八戸市 
 

岩手県住田町 

安否 

避難 

避難 

その他 
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○ 平成 28年８月 16日 

台風７号：避難行動要支援者に対し、健康高齢者支援課の担当職員が電話連絡等 

○ 平成 28年８月 22日 

台風９号：避難行動要支援者に対し、健康高齢者支援課の担当職員が電話連絡等 

○ 平成 28年８月 29日 

台風 10号：避難行動要支援者に対し、健康高齢者支援課の担当職員が電話連絡等 

 

 

○ 平成 28年８月 21日 

22：10 暴風警報発令 

22：45 災害警戒第一次配備体制 

○ 平成 28年８月 24日 

2：46 大雨、洪水、暴風警報発令 

8：00 災害警戒第二次配備体制移行 

10：43 土砂災害警戒情報発令 

11：00 日守地区に避難準備情報発令、避難所開設、自主防災組織に名簿の開示 

自主防組織・民生委員児童委員による安否確認依頼 

12：23 避難者は２世帯４名 

15：05 土砂災害警戒情報解除 

15：25 避難所閉鎖 

15：26 民生委員により避難行動要支援者の無事を確認 

15：38 大雨警報継続、雷・強風注意報発令 第一次配備体制移行 

17：30 大雨警報解除、第一次配備体制解除 

 

 

  

千葉県いすみ市 

静岡県函南町 

安否 

安否 
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平成 28 年 台風 16号 

 

 

○ 平成 28年９月 20日 

水位の上昇が見られる河川沿いの地域に避難準備情報を発令。自主防災組織に対し、避

難行動要支援者への声かけ等を求めた。 

 

 

○ 日時不明 

地区によっては、任意で台風が去ってから、避難支援等関係者により名簿に記載する要

支援者への安否確認を実施していた。 

 

 

平成 28 年 大雨災害 

 

 

○ 平成 28年９月６日～７日 

電話・訪問での安否確認や避難要望等の聞き取りを保健福祉部局の職員が中心となって

行った。 

 

平成 27 年 台風 11号に伴う災害 

 

 

○ 平成 27年７月 16日 

名簿を活用し、高齢者は包括支援センター職員、障害者は保健センター職員が手分けし

て電話による安否確認を行った。 

 

 

○ 平成 27年７月 15日 

名簿に基づき、安否確認、避難支援に活用した。 

 

  

大阪府四條畷市 

北海道利尻町 

福井県大野市 
 

鳥取県若桜町 

安否 

安否 

安否 

安否 

避難 

避難 高知県大豊町 
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平成 27 年９月 関東・東北豪雨災害 

 

 

○ 平成 27年９月９日～10日 

各地区の状況に応じ、地区支援班の判断により、災害時要援護者の安否確認を行った。 

 

 

○ 平成 27年９月９日 

避難準備情報が発令された時点で該当地区の名簿を手元に準備し自治会長や民生委員の

問い合わせに活用した。 

○ 平成 27年９月 10日 

避難所へ来た人の中に要支援者がいるかの確認に名簿を使った。 

 

 

○ 平成 27年９月 11日 ８：30 

地域包括支援センターにおいて、避難行動要支援者名簿に基づいて電話による安否確認

を実施。電話で確認できなかったものについて訪問による安否確認を実施。安否確認の

できなかったものについて市へ連絡。各民生委員が担当地区内の名簿登載者の安否確認

を実施。 

 

 

 

  

北海道弟子屈町 

栃木県宇都宮市 

栃木県鹿沼市 

栃木県下野市 

安否 

安否 

情報 



 

259 

 

平成 26 年 豪雨災害 

 

 

○ 平成 26年７月 10日 

避難勧告を受け、各区長、避難支援者が協力しながら名簿登載者の避難を促した。 

 

 

○ 平成 26年７月９日 

避難準備情報の発令地区の消防団の分掌者、自治会長に電話にて情報共有し、同意者名

簿を基に避難行動要支援者の避難支援を担ってもらった。 

 

 

○ 平成 26年７月９日 

18：00 町・消防団・行政区（区長・民生委員）と連携を図り安否確認を行った。 

 

 

○ 平成 26年９月５日 

足の不自由な高齢者を民生委員が自家用車で高齢者福祉施設に送迎した。 

 

平成 26 年 台風８号 

 

 

○ 平成 26年７月７日 

名簿登録の避難支援関係者へ連絡し、要支援者への避難の連絡、対応をお願いした。 

 

大雨・洪水警報 

 

 

○ 平成 28年９月 22日 

健康高齢者支援課の担当職員が電話連絡等を行った。 

 

  

山形県大江町 
 

京都府綾部市 
 

千葉県いすみ市 

新潟県新発田市 
 

沖縄県宮古島市 
 

長野県南木曽町 安否 

安否 

避難 

避難 

避難 

避難 
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風水害  

 

 

○ 特定の日付なし 

小規模の風災害時に対象地区に要支援者がいないか、その都度確認している。 

 

 

○ 平成 27年８月 25日、９月８日 

台風接近時に避難勧告等が発令されている地区の自治会長や民生委員に対し、電話や

FAXであらかじめ情報共有をしている名簿を基に安否確認や避難誘導を依頼した。 

 

浸水被害  

 

 

○ 平成 26年８月９日～10日 

避難支援関係者への平時からの情報提供に同意されている人には、紀の川市の職員が個

別で電話を行い、安否確認を実施した。 

 

  

新潟県上越市 

和歌山県紀の川市 

三重県伊勢市 
 

安否 

避難 

その他 
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平成 28 年 熊本地震 
 

 

○ 平成 28年４月 16日 ８：00 

各民生委員は、担当地域内にいる避難行動要支援者の安否確認を行った。 

 

 

○ 平成 28年４月 15日 

４月 14日の前震を受け、各民生委員、嘱託員が名簿登録者の安否確認を行った。 

○ 平成 28年４月下旬～５月上旬 

他地方公共団体からきた応援職員（保健師）と民生委員が一緒になって名簿登録者の現

況確認を行った。 

 

 

○ 平成 28年４月 14日～ 

村からの資料をもとに消防・民生委員・児童委員が各地区を周り安否確認した。 

 

 

○ 平成 28年４月 18日～ 

民生委員が担当地区内の要支援者（同意者）に対して、可能な範囲で安否確認（電話連

絡、訪問など）を実施した。 

 

 

○ 平成 28年４月 16日 

市対策本部より依頼を受け、自治委員が主体となり、民生委員等と協力し安否確認をし

た。 

  

大分県豊後大野市 

熊本県南阿蘇村 
 

地震 

熊本県宇土市 

佐賀県佐賀市 

大分県大分市 

安否 

安否 

安否 

安否 

避難 
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平成 28 年 鳥取県中部地震 

 

 

○ 平成 28年 10月 21日 

地震発生後、すぐに日頃から情報提供をしている要支援者名簿をもとに民生児童委員が

担当区域の要支援者の安否確認を実施した。 

担当民生児童委員⇒地区民生児童委員会長⇒市福祉課へ報告 

 

平成 26 年 長野県神城断層地震 

 

 

○ 平成 26年 11月 22日 

民生委員による安否確認。 

 

  

鳥取県倉吉市 

長野県長野市 

安否 

安否 
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平成 28 年１月 23 日 寒波・大雪 

 

 

○ 平成 28年１月 23日～ 

被害の大きかった地域では、民生委員・児童委員は、要支援者の安否確認及び必要な方

への水の配布等を実施した。 

消防団は、要支援者の安否確認と水の配布を実施した。 

除雪も実施したところもある。 

 

 

 

 

口永良部島新岳噴火 
 

 

○ 平成 26年８月３日・平成 27年５月 29日 

要支援者名簿をもとに、町職員及び消防団員が避難所等の手配を行った。 

 

 

 

  

鹿児島県屋久島町 

島根県浜田市 

雪害 

噴火 

避難 

その他 
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竜飛地区火災 
 

 

○ 平成 28年９月 21日 

９：30頃 要支援者の避難誘導（健康チェック・血圧測定） 

10：30 頃 登録名簿を活用し町外に家族がいる要支援者の家族へ外ヶ浜町地域包括支

援センターの保健師が電話連絡 

12：00頃 地区会が昼食準備、提供 

15：00頃 認知症のある一人暮らし高齢者を福祉避難所へ福祉避難所の施設担当者(介

護支援専門員が移動させる 

(２名宿泊・県外の家族が来町するのを待つ） 

○ 平成 28年９月 22日 

１名は特別養護老人ホーム(ショートステイ利用) 

１名は親戚宅へ（後日、グループホーム入所） 

 

 

糸魚川市駅北大火 
 

 

○ 平成 28年 12月 22日 

平時には同意者のみ自治会長、民生委員には名簿情報を提供していたが、今回の災害で

は避難支援等関係者に対して名簿提供ができなかった。避難勧告区域全てにおいて見回

り、避難確認を行ったので、名簿は活用されていない。 

 

  

青森県外ヶ浜町 

新潟県糸魚川市 

火災 

避難 

情報 
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３．認識された課題 

 

 

平成 28 年 台風７号・９号・10 号・11 号 

 

準備した名簿が、リアルタイムのものでないことがあることから、災害時等に利用する

際に迅速に、リアルタイムのものを準備することが今後の課題と考えられる。 

⇒Ｐ69 Ⅰ．１．（４）名簿の更新を効率的に行うための取組 

 

 

防災担当と名簿情報の共有がうまくできなかった。 

⇒Ｐ69 Ⅰ．１．（４）名簿の更新を効率的に行うための取組 

 

 

水位下降の兆しにより、避難勧告等の発令には至らなかったが、要支援者名簿は避難準

備情報の発令時などに有効であるため、今後も名簿の定期的な更新を行い、支援機関など

への事前提供も検討していく。 

⇒Ｐ69 Ⅰ．１．（４）名簿の更新を効率的に行うための取組 

⇒Ｐ169 Ⅰ．４．外部との連携・協力に関する取組 

 

 

該当地域への広報車による情報伝達はできたが、要支援者・支援者への個別情報伝達は

不充分であった。 

⇒Ｐ173 Ⅰ．５．（１）避難支援等関係者への発災情報提供に関する取組 

  

水害 

北海道 B町 

北海道 C町 

北海道 D町 

北海道 A市 

情報 

情報 

情報 

その他 
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災害対策として以前から独居や在宅酸素患者、透析患者等について把握していたり、保

健師も地区別負担制により受持ち地区の安否確認を要する方々を把握できていた。しかし、

災害が実際に起きると現場対応に追われ、職員や担当者が情報共有することが難しいとい

うことを改めて知った。 

⇒Ｐ192 Ⅰ．５．（３）安否確認に関する取組 

 

 

市から発令する防災情報が市民に行き渡らず、緊急時の市民周知の体制に課題を残した。 

⇒Ｐ173 Ⅰ．５．（１）避難支援等関係者への発災情報提供に関する取組 

 

 

要援護者台帳を作成していたので避難勧告時、電話での状況確認や避難勧奨に対応でき

たが、要援護者とする対象が狭く、要援護者名簿だけでは支援を要する人の把握が不十分

であった。  

⇒Ｐ１ Ⅰ．１．（１）住民が自ら避難行動要支援者名簿への掲載を求められるような取

組 

 

 

支援者が受け持つ要配慮者の人数を少なくしないと動くことができない。動きだしの早

期化が必要である。 

⇒Ｐ97 Ⅰ．２．（４）避難行動要支援者の活動を助ける取組 

 

 

民生委員及び社会福祉協議会の対応は迅速であったが、名簿登録者の中で安否確認され

なかった方がいたので、課題となった。 

⇒Ｐ140 Ⅰ．３．（１）制度の周知に関する取組 

⇒Ｐ192 Ⅰ．５．（３）安否確認に関する取組 

 

  

北海道 E町 

北海道 F市 

岩手県 H町 

岩手県 I町 

北海道 G町 安否 

安否 

情報 

その他 

その他 
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災害時の安否確認の方法として、各地区の民生委員に避難行動要支援者名簿を活用して

安否確認をしてもらい、それを報告いただいていたが、本災害の様な電話が不通になるよ

うな状況において、どのような対応ができるのか検討が必要であると感じた。 

⇒Ｐ192 Ⅰ．５．（３）安否確認に関する取組 

 

 

名簿の一覧は保管していたが、地区ごとの名簿や地図は準備しておらず、また一時停電

もあり、システムからの出力に時間がかかった。事前に準備が必要と感じた。消防団の協

力を得られたことは良かった。 

⇒Ｐ204 Ⅰ．６．名簿提供不同意者への対応に関する取組 

 

 

土砂災害警戒区域に囲まれた地域のため、土砂災害に対して警戒していたが、時間雨量

71mm を超える集中豪雨のため、河川氾濫による水害での避難勧告となった。１時間で２

m 近く水位が上昇するという時間的に余裕がない中で、河川付近の住民を避難させるため

には、いちいち要支援者名簿による確認をする時間が無かった。いわゆる消防団員による

全戸訪問での避難確認を行うことの方が、実効性があった。 

時間的に余裕がある場合は、避難行動要支援者名簿による避難誘導は実効性があるが、

緊急を要する場合は、避難の確認でしか使用できなかった。 

⇒Ｐ97 Ⅰ．２．（４）避難行動要支援者の活動を助ける取組 

 

 

地域によって冠水被害等も多く発生し一部では、床上浸水等も起こった中、前年の反省

も認識した中で、要支援者の安否確認も行なうべきだったが、情報収集や電話対応、市内

各地での対応に追われ、自主防災会への依頼ができなかった。自主防災会が自発的に行動

できるような意識啓発が重要だと改めて実感した。 

⇒Ｐ169 Ⅰ．４．外部との連携・協力に関する取組 

 

  

岩手県 J市 

山形県 L村 
 

岩手県 K町 

茨城県 M市 

安否 

安否 

避難 

その他 
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個別避難支援計画書のひな形がまだ作成できておらず、市と協定を締結している避難支

援等関係者である自治会や民生委員でも具体的な対応が決まっていなかったため、避難行

動要支援者への支援は行われなかった。要支援者が各自必要に応じて避難を行った。 

⇒Ｐ214 Ⅰ．７．（１）策定方法に関する取組 

 

 

広報担当課に協力してもらい、初期の段階から市民の電話応対と指揮命令系統を分離し

て対応することができた。また、保健師も地区別負担制により受持ち地区の安否確認を要

する方々を把握できていたが、現場に派遣した各班との連絡が思うように取れず、人員の

交代や現場対応に混乱が生じた。 

⇒Ｐ192 Ⅰ．５．（３）安否確認に関する取組 

 

 

防災担当課に電話問合せが集中してしまい、避難行動要支援者への対応が行き届かなか

った。 

⇒Ｐ169 Ⅰ．４．外部との連携・協力に関する取組 

 

 

初めて実際の安否確認作業を行ったことは良かったが、急傾斜地崩壊危険箇所に対する

避難準備情報という事態を想定しておらず、該当地域の要支援者の抽出に時間を要した。

また、震災時以外の安否確認方法が定められておらず、市職員のみで安否確認を行った。

今後、さらに広範囲にわたる避難準備情報等が発表された場合、安否確認等に対応しきれ

るか疑問である。そもそも、土砂災害警戒情報等が出ている地域へ安否確認や避難支援の

ために民生委員や自治会の支援者を向かわせることが適当か。対応方法の検討が必要であ

る。 

⇒Ｐ192 Ⅰ．５．（３）安否確認に関する取組 

 

  

埼玉県 N市 

埼玉県 O市 

埼玉県 P町 

東京都 Q市 

安否 

安否 

その他 

その他 
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土砂災害の恐れがある地域が２箇所、７世帯のうち６世帯は家族同居であった。１世帯

は「一人暮らしなので連絡をもらって安心した」との声をいただいたのは良かった。（避難

所への避難行動は、それぞれの世帯の判断により行わなかった。）しかし、土砂災害の恐れ

がある 1 箇所の地域は、自治会、防災会と協定を結び、支援者の特定や個別プランも作成

していたが（今回該当した避難行動要支援者のうちプラン作成者は、１人）、自治会に「避

難準備情報発令」の情報がうまく伝わらず、地域の協力体制等活用できなかった。今後、

情報伝達について、検討の必要がある。 

⇒Ｐ192 Ⅰ．５．（３）安否確認に関する取組 

 

 

平成 28 年 台風 13号・16 号 

 

 

避難所開設が夕方となり、要配慮者への連絡が夜間となってしまった。 

⇒Ｐ173 Ⅰ．５．（１）避難支援等関係者への発災情報提供に関する取組 

 

 

任意で台風が去ってから、名簿に記載する要支援者への安否確認をした地区があり、要

支援者にとっては心強いのではないか。任意で名簿を活用して、取組をして下さる地区が

増えるように制度の周知などに努めていきたい。 

⇒Ｐ140 Ⅰ．３．（１）制度の周知に関する取組 

 

 

結果的に名簿の提供はなかったが、対策本部や消防など複数の避難支援等関係者への提

供となった場合は、紙ベースの名簿は１部しかないことから提供依頼があった時点からの

印刷であったので、提供するまでに時間を要する恐れがあった。 

⇒Ｐ207 Ⅰ．６．（３）名簿の発災時における提供方法に関する取組 

 

  

東京都 R市 

群馬県 S市 

宮崎県 U市 

大阪府 T市 安否 

情報 

情報 

情報 
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今回初めて、市内全域に避難準備情報が発令された。しかし、避難所は一部しか開設さ

れなかった。また、災害時は災害対応に追われ人手が足りず、連絡方法や連絡のタイミン

グも確立されていないため、避難支援等関係者への情報伝達がなされなかった。 

⇒Ｐ173 Ⅰ．５．（１）避難支援等関係者への発災情報提供に関する取組 

 

 

平成 28 年 8 月 24 日 海岸町地区土砂崩れ 

 

 

体調不良や移送が必要な要支援者の早期対応が行えた。通信手段が途絶えた際、現地の

協力者等の連絡が随時行えなかった。 

⇒Ｐ173 Ⅰ．５．災害時における取組 

 

 

平成 28 年 大雨災害 

 

 

コミュニティのつながりの強い地域であることから民生委員や地元の方同士で安否確認

を行ってくれたことは良かった。避難所となった公民館から要支援者名簿システムを見る

ことができなかった点に課題を感じた。 

⇒Ｐ81 Ⅰ．２．（１）避難支援等関係者を確保するための取組 

 

 

災害発生後すぐに関係機関の協力が得られたので、迅速な対応ができた。登録後の経過

が長いと協力員（近所の人）が協力員であることを忘れていたケースがあった。 

⇒Ｐ140 Ⅰ．３．制度の周知・研修・訓練等に関する取組 

 

  

宮崎県 V市 

北海道W町 
 

熊本県 Y町 

岡山県 X町 

避難 

情報 

その他 

その他 
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平成 27 年 台風 11号に伴う災害 

 

 

登録されている要支援者の連絡先電話番号や、支援者の情報が古く、連絡がつかなかっ

た。この事例の反省から、避難行動要支援者名簿の更新作業にとりかかることにした。 

⇒Ｐ69 Ⅰ．１．（４）名簿の更新を効率的に行うための取組 

 

 

早朝（深夜）であったため、電話に出なかった人が多数。電話に出ても、勧告に応じた

人はいなかった。台風接近に備え、日中のうちに自主避難所を開設し広報するなどの対応

はしていたが、早めかつ安全に避難できる時間帯に避難行動を促すような配慮・情報発信

（「避難準備情報」の発令など）が必要であった。 

⇒Ｐ173 Ⅰ．５．（１）避難支援等関係者への発災情報提供に関する取組 

 

 

平成 27 年は、タイムラインに基づき、早めの対応で避難準備情報を役場職員から要配

慮者に電話連絡し避難を呼びかけたところ、多数の避難者が福祉避難所に避難した。どの

段階で誰が誰をどのように避難支援するのかの検討が必要（個別計画）。 

⇒Ｐ224 Ⅰ．７．（３）作成促進に関する取組 

 

 

形式的な要件で策定した名簿には載っていない要配慮者もいることが分かり、地区内で

どのように支援していくのか、各地区でのタイムライン策定時に合わせ考える必要がある。 

⇒Ｐ１ Ⅰ．１．（１）住民が自ら避難行動要支援者名簿への掲載を求められるような取

組 

 

  

香川県 Z市 

愛媛県 A市 
 

高知県 B町 
 

高知県 C町 

避難 

避難 

その他 

その他 
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平成 27 年９月 関東・東北豪雨災害 

 

 

局地的に地域全体が被災する災害で、当初考えていた地域での安否確認までは至らなか

った。 

⇒Ｐ192 Ⅰ．５．（３）安否確認に関する取組 

 

 

避難行動要支援者の対象者が明確になり、避難誘導や避難支援の際に事前準備や適切な

対応ができ、迅速な避難行動につながる。ただし名簿対象者を事前に把握しておかないと

有効的な活用が困難である。※事前把握は難しい場合もあり 

⇒Ｐ173 Ⅰ．５．災害時における取組 

 

 

避難勧告発令時、ただちに要支援者の安否確認を自主防災会に依頼しなければならない

が、災害情報の収集や市民からの電話対応に追われ、自主防災会への安否確認指示が遅れ

てしまった。 

⇒Ｐ192 Ⅰ．５．（３）安否確認に関する取組 

 

 

混乱して情報伝達など伝わらなかった。 

⇒Ｐ173 Ⅰ．５．（１）避難支援等関係者への発災情報提供に関する取組 

 

 

浸水想定区域内の避難行動要支援者名簿の準備や、避難勧告発令区域における避難行動

要支援者の把握もするべきだったとの反省があった。名簿管理システムを改修し、地図情

報の登録を行った。 

⇒Ｐ17 Ⅰ．１．（２）避難行動要支援者名簿の作成時における取組 

⇒Ｐ183 Ⅰ．５．（２）避難支援に関する取組 

 

宮城県 E町 

茨城県 G市 

栃木県 H市 

茨城県 F市 

宮城県 D市 安否 

安否 

その他 

その他 

その他 
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平成 26 年 豪雨災害 

 

 

避難行動要支援者名簿は整備されているものの、その後の対応が地区によってまちまち

であり、有効的に活用されるよう研修や訓練を実施することが課題である。 

⇒Ｐ153 Ⅰ．３．（２）名簿を活用した研修・訓練に関する取組 

 

 

 

避難準備情報の発令で事が済んだため、経験のない中であることを考慮すればスムーズ

に対応できたと考えられる。しかしながら、避難勧告を発令する事態になっていた場合に

は相当数の職員の動員が必要になったと考えられるため、その場合の課題は残った。 

⇒Ｐ169 Ⅰ．４．外部との連携・協力に関する取組 

 

 

 

要支援者が避難されてきた場合の対応等具体的な対策について決まっていなかったため、

名簿を受け取った班員が戸惑った。 

⇒Ｐ125 Ⅰ．２．（５）避難支援後の避難所における避難支援等関係者による引継ぎに

関する取組 

 

 

 

地区によっては、安否確認の実施主体（広島市、自主防災会、民生委員・児童委員等）

が決まっておらず、発災後に調整することとなったため、スムーズとは言えず安否確認に

時間がかかった。 

⇒Ｐ192 Ⅰ．５．（３）安否確認に関する取組 

 

  

山形県 I町 

新潟県 J市 

京都府 K市 

広島県 L市 安否 

情報 

その他 

その他 
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平成 26 年 台風 11号・12 号・19 号 

 

 

このケースでは、日中の対応ができたが、台風襲来の時間帯によっては、対応できる職

員の確保できるかが重要である。 

⇒Ｐ169 Ⅰ．４．外部との連携・協力に関する取組 

 

 

 

風水害の対応として名簿提供と安否確認を実施する基準を設けていなかったので、今後、

検討を進めていく。 

⇒Ｐ192 Ⅰ．５．（３）安否確認に関する取組 

⇒Ｐ205 Ⅰ．６．（２）発災時における情報提供の判断の考え方に関する取組 

 

 

 

安否確認の電話は、高齢者の不安解消につながり良かった。１名避難希望があり、送迎

について取り決めをしていなかった。 

⇒Ｐ183 Ⅰ．５．（２）避難支援に関する取組 

 

 

 

避難指示対象地区で、避難行動要支援者がいる世帯に対して、避難状況の確認を行った

ところ、「避難をした」「避難の準備をしている」という世帯が大変少なく、ほとんどの世

帯は避難を考えていなかった。名簿の作成だけでなく、「避難をする」という住民の意識を

高める必要があると感じた。 

⇒Ｐ163 Ⅰ．３．（３）避難行動支援に係る地域づくりに関する取組 

  

大阪府 N市 

鳥取県 O町 

高知県 P市 

岐阜県 M市 

安否 

その他 

その他 

その他 
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平成 26 年 台風８号 

 

 

避難支援者の確保ができておらず、避難情報伝達体制を構築することが困難である。 

⇒Ｐ81 Ⅰ．２．（１）避難支援等関係者を確保するための取組 

⇒Ｐ173 Ⅰ．５．（１）避難支援等関係者への発災情報提供に関する取組 

 

 

避難情報伝達体制の整備が整っておらず、避難行動要支援者名簿を活用した対応は行え

なかった。 

⇒Ｐ173 Ⅰ．５．（１）避難支援等関係者への発災情報提供に関する取組 

 

 

 

 

  

沖縄県 Q市 

沖縄県 R市 

その他 

その他 
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平成 28 年 熊本地震 

 

 

災害時の名簿の活用方法については、継続した啓発が必要である。 

⇒Ｐ140 Ⅰ．３．制度の周知・研修・訓練等に関する取組 

 

 

夜中の地震だったため、民生委員への連絡は明朝行ったが、民生委員によっては夜中に

既に安否確認をしていた委員もおり、連絡するタイミングの難しさを感じた。 

⇒Ｐ173 Ⅰ．５．（１）避難支援等関係者への発災情報提供に関する取組 

 

 

地震後に、市役所は停電していたため、避難行動要支援者名簿を使用することができな

かった。 

⇒Ｐ207 Ⅰ．６．（３）名簿の発災時における提供方法に関する取組 

 

 

災害が発生してからの名簿提供となるため、避難行動要支援者の情報共有が困難であっ

た。そのため、平時からの情報共有を図る必要があるものの、本人同意を進める必要があ

るが、具体的施策がない。 

⇒Ｐ21 Ⅰ．１．（３）本人同意を得るための取組 

 

 

システム機器が停電していたため、名簿の使用ができなかった。 

⇒Ｐ207 Ⅰ．６．（３）名簿の発災時における提供方法に関する取組 

 

  

地震 

熊本県 U市 

熊本県 V市 

熊本県W市 

福岡県 S市 

安否 情報 

情報 

その他 

その他 

その他 

佐賀県 T市 
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市全域でほぼすべての方が被災されており、避難支援等関係者が思うように活動できな

い中、消防団については毎年安否確認に関する訓練を行っていたことと、個々人ではなく

組織で対応されたことにより、早期対応と迅速な活動により、要支援者の早期把握ができ

た。しかしながら、消防団及び民生委員の方々も被災された方が多数いたが、早期対応を

依頼したことから、精神的・肉体的に酷使した活動となり、支援関係者への配慮に欠けて

いた。 

⇒Ｐ97 Ⅰ．２．（４）避難行動要支援者の活動を助ける取組 

 

 

地震発生直後は、各避難所との連携は取れたが、全般をとおしての連携が不足したので、

今後検討する。 

⇒Ｐ125 Ⅰ．２．（５）避難支援後の避難所における避難支援等関係者による引継ぎに

関する取組 

 

 

地震が夜中に起きたため、区長への連絡が取るのが困難であった。区長を通して避難の

呼びかけを行ったが、避難をされない方が殆どであった。避難行動要支援者が避難する場

合の避難移動手段を前もって考えておく必要があった。区長に新たになられた方に前任者

からの名簿引継がされていなかった 

⇒Ｐ214 Ⅰ．７．個別計画に関する取組 

 

 

名簿の初動配布は早かったものの、要支援者が指定避難所以外の避難所に避難されてい

たケースも多くあり、最終的な安否確認まで時間を要した。 

⇒Ｐ192 Ⅰ．５．（３）安否確認に関する取組 

 

 

夜間の作業だったので、朝になってようやく連絡が取れた方が多かった。 

⇒Ｐ173 Ⅰ．５．（１）避難支援等関係者への発災情報提供に関する取組 

 

熊本県 K市 

熊本県 Z町 

熊本県 A町 

熊本県 B町 

熊本県 Y市 

安否 

安否 

その他 

その他 

その他 
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災害発生後すぐに関係機関の協力が得られたので、迅速な対応ができた。登録後の経過

が長いと協力員（近所の人）が協力員であることを忘れていたケースがあった。 

⇒Ｐ140 Ⅰ．３．制度の周知・研修・訓練等に関する取組 

 

 

避難行動要支援者名簿が出力できず、また名簿担当者が災害対策本部対応に追われ、住

基情報などを基に自衛隊・警察・消防によるローラー作戦（全棟調査）と災害対策本部医

療班（保健師・DMAT等で構成）による戸別訪問調査で安否確認を実施した。 

⇒Ｐ207 Ⅰ．６．（３）名簿の発災時における提供方法に関する取組 

 

 

自主防災組織を中心とした地域における支援体制の整備を依頼する前に、発災したため、

民生委員に対応を依頼せざるを得なかった。本来であれば、行政からの要請を待たずに、

同意者名簿をもとに自主防災組織による自発的な安否確認が行われる状態にあるのが望ま

しいと考えている。 

⇒Ｐ192 Ⅰ．５．（３）安否確認に関する取組 

 

 

名簿情報の提供を同意している方のみの確認となった。 

⇒Ｐ204 Ⅰ．６．名簿提供不同意者への対応に関する取組 

 

民生委員が被災者でもあり、早急な対応を求めるのは困難である。 

⇒Ｐ89 Ⅰ．２．（２）避難支援等関係者に対する安全確保に関する取組 

⇒Ｐ97 Ⅰ．２．（４）避難行動要支援者の活動を助ける取組 

 

  

熊本県 C町 

大分県 F市 

大分県 G市 

大分県 E市 

熊本県 D町 

安否 

安否 

情報 

その他 

その他 
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平成 28 年 鳥取県中部地震 

 

 

平日の昼間だったこともあり、訪問する人員には困ることはなかったが、名簿の活用や

自主防災組織、自治会等との連携がうまくとれなかった。（役場から要請するのか、要請が

なくても自主的に安否確認等を行うのか） 

⇒Ｐ153 Ⅰ．３．（２）名簿を活用した研修・訓練に関する取組 

 

  

鳥取県 H町 情報 
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○  

 

平成 28 年 寒波・大雪 

 

 

地域により、対応できたところとできなかったところがあった。 

⇒Ｐ140 Ⅰ．３．制度の周知・研修・訓練等に関する取組 

 

 

民生委員の方の情報や他の名簿等の情報が混在し、現場で混乱が生じてしまった。  

⇒Ｐ140 Ⅰ．３．制度の周知・研修・訓練等に関する取組 

 

平成 26 年 寒波・大雪 

 

 

登録台帳により登録者全員の安否確認ができたが、登録内容について登録時とは違って

いた点があり、更新作業が重要と感じた。 

⇒Ｐ69 Ⅰ．１．（４）名簿の更新を効率的に行うための取組 

 

 

 

雪害 

島根県 I市 

福岡県 J市 

徳島県 K町 安否 

情報 

その他 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ．避難行動要支援者名簿に掲載する者の

うち「その他」の状況
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Ⅲ．避難行動要支援者名簿に掲載する者のうち「その他」の状況  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｑ．平成 28年 12月６日に公表されました、消防庁が実施した「避難行動要支援者名簿の

作成等に係る取組状況の調査結果」において、「避難行動要支援者名簿に掲載する者」とし

て「その他」に該当がある市区町村に伺います。「その他」の具体的内容について、以下に

御記入ください。 

0 100 200 300 400

高齢者のみの世帯 

一人暮らしの高齢者 

自治体が支援の必要を認めた者 

妊婦、乳幼児、児童 

災害時に支援が必要と判断される者 

外国人 

寝たきり・認知症の高齢者 

すべての高齢者 

自治体独自制度登録者 

在宅医療で避難が難しい者 

障害者サービスを受けている者 

緊急通報システムを利用している者 

日中ひとりになる高齢者 

母子・父子の家庭 

その他 

295 

287 

108 

91 

69 

63 

23 

22 

15 

13 

12 

12 

10 

7 

31 
n=657 

（件） 

 平成 28年 12月６日に公表された消防庁「避難行動要支援者名簿の作成等に係る取

組状況の調査結果」において、「避難行動要支援者名簿に掲載する者」のうち「その他」

に該当がある自治体に具体的な内容を伺ったところ、「高齢者のみの世帯」が 295件、

「一人暮らしの高齢者」が 287件、「自治体が支援の必要を認めた者」が 108件とな

っている。 
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【参考】「避難行動要支援者名簿の作成等に係る取組状況の調査結果」（抜粋） 

（平成 29年 12月 6日 消防庁） 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅳ．各市町村において必要と認める 

名簿情報
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Ⅳ．各市町村において必要と認める名簿情報 

 

 

 

 

 

 

 

Ｑ．貴市区町村で避難行動要支援者名簿に登録されている情報の内、災害対策基本法４９

条の１０第２項７号（前各号に掲げるもののほか、避難支援等の実施に関し市町村長

が必要と認める事項）に基づき地域防災計画等に定めている内容について、以下に御

記入ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 50 100

世帯情報/家族構成 

支援者有無/情報 

緊急連絡先（氏名/続柄/住所/電話番号） 

医療関係情報（主治医・服薬状況・使用医療機器など） 

所属自治会/町内会/マンションの管理組合/隣組/班 

担当民生委員/児童委員の情報 

避難場所/避難経路/移動手段 

避難支援にあたり配慮してほしいこと/特記・留意事項 

健康状態（難病の有無・アレルギーの有無など） 

医療・福祉機関（サービス）の利用状況/必要なサービス 

居住環境の状況（建物の構造、寝室の位置等） 

行政区分/地区/住民コード 

情報提供同意の有無 

障害者手帳情報/障がい支援区分情報 

要介護認定情報 

自主防災組織の情報 

年齢 

避難行動要支援者該当区分/要援護状態 

個別計画作成の有無 

血液型 

情報伝達の方法 

その他 

92 

80 

90 

73 

70 

58 

52 

40 

53 

27 

27 

25 

n=404 

32 

23 

22 

17 

16 

15 

70 

14 

11 

11 

（件） 

避難行動要支援者名簿に登録されている情報のうち、災害対策基本法４９条の１０第

２項７号に基づき地域防災計画等に定めている内容について伺うと、「世帯情報／家

族構成」が 92件で最も多く、次いで「支援者有無／情報」が 90件、「緊急連絡先（氏

名／続柄／住所／電話番号）」が 80件、「医療関係情報（主治医・服薬状況・使用医

療機器など）」が 73件、「所属自治会/町内会/マンションの管理組合/隣組/班」が 70

件となっている。 
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Ⅴ．資料
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Ⅴ．資料 

１．災害対策基本法（抄） 

第一章 総則 

  （施策における防災上の配慮等） 

第八条 国及び地方公共団体は、その施策が、直接的なものであると間接的なものである

とを問わず、一体として国土並びに国民の生命、身体及び財産の災害をなくすることに

寄与することとなるように意を用いなければならない。 

２  国及び地方公共団体は、災害の発生を予防し、又は災害の拡大を防止するため、特に

次に掲げる事項の実施に努めなければならない。 

 十五 高齢者、障害者、乳幼児その他の特に配慮を要する者（以下「要配慮者」という。）

に対する防災上必要な措置に関する事項 

 

第四章 災害予防 

   第三節 避難行動要支援者名簿の作成等 

 （避難行動要支援者名簿の作成） 

第四十九条の十 市町村長は、当該市町村に居住する要配慮者のうち、災害が発生し、又

は災害が発生するおそれがある場合に自ら避難することが困難な者であつて、その円滑

かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を要するもの（以下「避難行動要支援者」と

いう。）の把握に努めるとともに、地域防災計画の定めるところにより、避難行動要支

援者について避難の支援、安否の確認その他の避難行動要支援者の生命又は身体を災害

から保護するために必要な措置（以下「避難支援等」という。）を実施するための基礎

とする名簿（以下この条及び次条第一項において「避難行動要支援者名簿」という。）

を作成しておかなければならな  い。 

２ 避難行動要支援者名簿には、避難行動要支援者に関する次に掲げる事項を記載し、又

は記録するものとする。 

 一 氏名 

 二 生年月日 

 三 性別 

 四 住所又は居所 

 五 電話番号その他の連絡先 

 六 避難支援等を必要とする事由 

 七 前各号に掲げるもののほか、避難支援等の実施に関し市町村長が必要と認める事項 
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３ 市町村長は、第一項の規定による避難行動要支援者名簿の作成に必要な限度で、その

保有する要配慮者の氏名その他の要配慮者に関する情報を、その保有に当たつて特定さ

れた利用の目的以外の目的のために内部で利用することができる。 

 

４ 市町村長は、第一項の規定による避難行動要支援者名簿の作成のため必要があると認

めるときは、関係都道府県知事その他の者に対して、要配慮者に関する情報の提供を求

めることができる。 

 

（名簿情報の利用及び提供） 

第四十九条の十一 市町村長は、避難支援等の実施に必要な限度で、前条第一項の規定に

より作成した避難行動要支援者名簿に記載し、又は記録された情報（以下「名簿情報」

という。）を、その保有に当たつて特定された利用の目的以外の目的のために内部で利

用することができる。 

２ 市町村長は、災害の発生に備え、避難支援等の実施に必要な限度で、地域防災計画の定

めるところにより、消防機関、都道府県警察、民生委員法（昭和二十三年法律第百九十

八号）に定める民生委員、社会福祉法（昭和二十六年法律第四十五号）第百九条第一項

に規定する市町村社会福祉協議会、自主防災組織その他の避難支援等の実施に携わる関

係者（次項において「避難支援等関係者」という。）に対し、名簿情報を提供するもの

とする。ただし、当該市町村の条例に特別の定めがある場合を除き、名簿情報を提供す

ることについて本人（当該名簿情報によつて識別される特定の個人をいう。次項におい

て同じ。）の同意が得られない場合は、この限りでない。 

３ 市町村長は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合におい  て、避難行動

要支援者の生命又は身体を災害から保護するために特に必要があると認めるときは、避

難支援等の実施に必要な限度で、避難支援等関係者その他の者に対し、名簿情報を提供

することができる。この場合においては、名簿情報を提供することについて本人の同意

を得ることを要しない。 

 

（名簿情報を提供する場合における配慮） 

第四十九条の十二 市町村長は、前条第二項又は第三項の規定により名簿情報を提供する

ときは、地域防災計画の定めるところにより、名簿情報の提供を受ける者に対して名簿

情報の漏えいの防止のために必要な措置を講ずるよう求めることその他の当該名簿情報

に係る避難行動要支援者及び第三者の権利利益を保護するために必要な措置を講ずるよ

う努めなければならない。 
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 （秘密保持義務） 

第四十九条の十三 第四十九条の十一第二項若しくは第三項の規定により名簿情報の提供

を受けた者（その者が法人である場合にあつては、その役員）若しくはその職員その他

の当該名簿情報を利用して避難支援等の実施に携わる者又はこれらの者であつた者は、

正当な理由がなく、当該名簿情報に係る避難行動要支援者に関して知り得た秘密を漏ら

してはならない。 

 

（災害応急対策及びその実施責任） 

第五十条 （略） 

２ 指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、指

定公共機関及び指定公共機関その他法令の規定により災害応急対策の実施の責任を有す

る者は、法令又は防災計画の定めるところにより、災害応急対策に従事する者の安全の確

保に十分に配慮して、災害応急対策を実施しなければならない。 

 

（市町村長の警報の伝達及び警告） 

第五十六条 市町村長は、法令の規定により災害に関する予報若しくは警報の通知を受け

たとき、自ら災害に関する予報若しくは警報を知つたとき、法令の規定により自ら災害

に関する警報をしたとき、又は前条の通知を受けたときは、地域防災計画の定めるとこ

ろにより、当該予報若しくは警報又は通知に係る事項を関係機関及び住民その他関係の

ある公私の団体に伝達しなければならない。この場合において、必要があると認められ

るときは、市町村長は、住民その他関係のある公私の団体に対し、予想される災害の事

態及びこれに対してとるべき避難のための立退きの準備その他の措置について、必要な

通知又は警告をすることができる。 

２ 市町村長は、前項の規定により必要な通知又は警告をするに当たつては、要配慮者が第

六十条第一項の規定による避難のための立退きの勧告又は指示を受けた場合に円滑に避

難のための立退きを行うことができるよう特に配慮しなければならない。 
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２．運用通知 

災害対策基本法等の一部を改正する法律による改正後の 

災害対策基本法等の運用について（抄） 

 

 

平成 25年 6月 21日 府政防 559号 消防災第 246号 社援総発 0621第 1号 

各都道府県防災主管部長宛 内閣府政策統括官（防災担当）付参事官（総括担当） 

消防庁国民保護・防災部防災課長 厚生労働省社会・援護局総務課長 通知 

 

避難行動要支援者関係 

 

第一 災害対策基本法の一部改正関係 

 

Ⅳ 災害予防 

 

５．避難行動要支援者名簿（法第４９条の１０から第４９条の１３まで関係）  

１年以内施行 

（２）名簿の作成（法第４９条の１０関係） 

① 名簿の作成（第１項） 

ア）名簿の登載対象者 

避難行動要支援者名簿への登載対象者は、「災害が発生し、又は災害が発生するお

それがある場合に自ら避難することが困難な者であって、その円滑かつ迅速な避難

の確保を図るため特に支援を要するもの」であり、このような「避難行動要支援者

（以下「要支援者」という。）」に該当するか否かは、個人としての避難能力の有無

に加え、避難支援の必要性を総合的に勘案して判断することとなる。 

この際、要配慮者個人としての避難能力の有無については、主として、①警報や

避難勧告・指示等の災害関連情報の取得能力、②避難そのものの必要性や避難方法

等についての判断能力、③避難行動を取る上で必要な身体能力に着目して判断する

ことが想定される。一方、避難支援の必要性については、例えば、同居親族等の有

無や社会福祉施設等への入所の有無のほか、各市町村における浸水想定区域や土砂

災害警戒区域等の分布状況、災害関連情報の発信方法（緊急速報メール等の視覚情

報での発信や外国語での発信など）等に着目して判断することが想定される。 

 

イ）名簿の作成方法 

避難行動要支援者名簿は、「地域防災計画の定めるところ」により作成することと
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しており、地域防災計画には名簿作成の具体的な方法・手順を定める必要がある。 

具体的には①名簿に登載する者の範囲、②名簿作成に関する関係部署の役割分担、

③名簿作成に必要な個人情報及びその入手方法、④名簿の更新に関する事項を定め

ることが一般的に考えられる。なお、これらの事項を地域防災計画に定める際には、

細目的な部分を下位計画等に委任することとしても差支えない（以下５．において

同じ。）。 

ウ）名簿の用途 

避難行動要支援者名簿の作成目的は「避難の支援、安否の確認その他の避難行動

要支援者の生命又は身体を災害から保護するために必要な措置を実施するための基

礎とする」ことである。 

ここでいう「避難」とは、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に危難

を避けることをいう。災害の中には、台風や津波などその原因となる自然現象の発

生から実際に被害が生じるまでの間に一定の時間的猶予があるものもあり、こうし

た災害については、その発生のおそれが明らかになった時点で、名簿情報に基づき

速やかに避難支援を行い、要支援者を指定緊急避難場所等の安全な場所へと避難さ

せることが重要となる。 

一方、地震のように突発的に被害をもたらす災害が発生した場合には、自力での

避難が著しく困難である要支援者は被災家屋に取り残されている蓋然性が高いこと

から、このような場合には、名簿情報に基づき速やかに安否の確認を行い、その結

果に基づき的確な救出活動を実施することが重要となる。 

「その他の…必要な措置」としては、安否確認に基づいた救出・救助の実施のほ

か、災害発生時に迅速な避難支援等が行えるよう、平常時からの避難訓練や防災訓

練の実施等に名簿を活用することも想定される。 

エ）名簿の更新 

避難行動要支援者名簿に登載される要支援者は、転出・転入、出生・死亡、障害

の発現等により地域において絶えず変化するものであり、これを市町村において常

に完全に把握することはおよそ困難であると考えられるが、可能な限り実態に即し、

公平・的確な名簿作成に資するため、本項では、当該市町村に居住する要支援者の

把握に努めることを市町村長に義務付けている。 

各市町村においては、名簿作成の担当部局と福祉部局等の連携を密にし、要支援

者に関する情報を適時に共有するとともに、これに基づき定期的に名簿を更新する

よう取り計らわれたい。 

 

② 名簿の記載事項（第２項） 

本項第１号から第４号までに掲げる事項は、いわゆる住民基本台帳の４情報であり、

要支援者本人の特定に必要となる基本的な情報である。 
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第４号の「住所」とは、各人の生活の本拠（民法第２２条）であり、必ずしも住民

基本台帳に記載されている住所に限定されない。一方、「居所」とは、人が多少の期間

継続して居住しているが、その場所とその人の生活との結びつきが住所ほど密接でな

く、生活の本拠であるというまでには至らない場所をいう。本法に基づく名簿は市町

村内に居住する者を対象とするものであり、その居住場所が講学上の住所であるか居

所であるかを問わないことから、本号では両者を並列して規定したものである。 

第５号の「電話番号その他の連絡先」は、災害の発生時又は発生するおそれがある

場合における迅速な安否確認に必要となるものであり、「その他の連絡先」としては、

携帯電話のメールアドレス等が想定される。 

第６号の「避難支援等を必要とする事由」とは、視覚障害、聴覚障害、肢体不自由

等の障害の種類及びその程度、要介護状態区分などの要支援者個人の避難能力に関す

る事項のほか、同居親族の有無等といった避難支援等を特に必要とする理由の概要を

指すものであり、災害発生時における緊急的な避難支援等の実施に当たり、必要な人

員数や支援方法等を的確に判断する上で必要となる情報である。 

第 7 号は、市町村長の裁量により名簿に記載・記録する追加的事項である。このよ

うな追加的記載事項としては、例えば、同居家族の連絡先を記載し、災害発生時の安

否確認手段の複線化を図ることが考えられる。 

 

③ 名簿作成に必要な個人情報の利用（第３項） 

ア）個人情報保護条例との関係 

現在、全国の市町村の全てで個人情報保護条例が制定されており、それらの条例

では、本人以外からの個人情報の収集、市町村が保有する個人情報の目的外利用及

び外部提供を一般的に禁止しつつ、一定の場合に限り例外的にこれらの行為を行う

ことを許容するという構成を採用している。 

各市町村の個人情報保護条例では、こうした例外類型の一つとして「法令に定め

がある場合」を規定しているのが一般的であり、本項の規定は、市町村内部におい

て個人情報を目的外利用するに当たっての条例上の根拠を設けるものである。 

  なお、各市町村の個人情報保護条例によっては、「法令に基づく場合」を個人情報

の目的外利用に関する例外類型として規定しておらず、条例による規定と法律による

規定とが相互に矛盾抵触することもあり得るが、このような場合には、「地方公共団

体は、…法律の範囲内で条例を制定することができる」との憲法第９４条の規定と、

本法律の趣旨から、本法律の規定が条例の規定に優越することとなり、各市町村にお

いては、いずれにせよ名簿の作成等に必要な個人情報を取り扱うことが可能である。 

イ）利用範囲 

「避難行動要支援者名簿の作成に必要な限度」とは、地域防災計画に定められた

要件に該当する要支援者の個人情報を取得する場合のほか、地域防災計画において
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名簿に登載する者の範囲を定めるために必要となる、いわば検討段階において必要

な個人情報の取得も含むものである。名簿作成に係る上記のような個人情報の利用

の態様に鑑み、本項に基づき市町村内部で目的外利用することができることとする

情報の範囲については、結果的に要支援者には該当しない可能性のある者まで含み

うるものとして「要配慮者に関する情報」としている。 

「内部で利用」とは、地方自治法第１５８条第１項の規定により市町村長の権限

に属せられた事務を分掌させるために設けられた「内部組織」の間での相互利用で

ある。このため、市町村の機関であっても、教育委員会等はここでいう「内部」に

含まれず、これらの機関が保有する個人情報を利用するためには、第４項による情

報提供の求めを行う必要がある。なお、各市町村において具体的にどの機関が内部

組織に該当するかについて疑義が生じる場合も想定されるが、こうした場合には、

当該市町村の個人情報保護条例に規定する「実施機関」の区分に則り、市町村長と

は別の実施機関として列挙されている主体については、内部組織に含まれないと解

するのが適当である。 

ウ）市町村内部での目的外利用が想定される個人情報 

名簿作成に必要な個人情報として市町村内部での目的外利用が想定されるものと

しては、例えば、福祉部局が保有する要介護認定情報、障害者手帳情報などが想定

される。 

なお、名簿の作成に当たっては市町村が保有する住民基本台帳を活用し、独り暮

らし高齢者等を把握することも想定されるが、住民基本台帳は、住民基本台帳法（昭

和４２年法律第８１号）に基づき「市町村（特別区を含む。以下同じ。）において、

…その他の住民に関する事務の処理の基礎とする」ことを目的（同法第 1 条）とし

て作成するものであり、本項に基づく目的外利用によらず、住民基本台帳作成の目

的の範疇に属するものとして、名簿作成のため市町村内で活用することが可能であ

る。 

 

④ 名簿作成に必要な個人情報の取得（第４項） 

ア）個人情報保護条例等との関係 

本項は、避難行動要支援者名簿を作成するに当たって必要となる個人情報の収集

の円滑化を図るため、市町村長から依頼を受けた市町村外部の機関・団体が要配慮

者に関する個人情報を市町村長に提供する場合における個人情報保護法制上の根拠

を設けたものである。 

名簿作成に当たり市町村長が外部の機関・団体に情報提供を求める際には、求め

を受けた都道府県については当該都道府県の個人情報保護条例、市町村の機関につ

いては当該市町村の個人情報保護条例、民間事業者については個人情報保護法がそ

れぞれ適用され、これらの条例又は法律においては、「法令に定めがある場合」等を
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除いて、本人の同意を得ずに個人情報の目的外利用や第三者提供を行うことを禁止

しているが、本項の規定による求めに応じて行う情報提供については、「法令に定め

がある場合」等に該当するものとして、条例上又は法律上許容されることとなる。 

イ）情報提供の依頼先 

「関係都道府県知事その他の関係者」としては、障害者手帳の保有に関する情報

や公費助成を受けている難病患者に関する情報等を保有する都道府県の福祉医療部

局等が想定されるほか、必要に応じて民間事業者に情報提供を求めることも可能で

ある。 

なお、本項による情報提供の求めは、個人情報保護法制との関係を整理する観点

から法令の根拠を設けることを目的として規定したものであり、情報提供を求めら

れた者に対して応諾義務を課すものではないが、市町村長から情報提供を求められ

た者が、個人情報保護法制における「法令に定めがある場合」に該当するものとし

て、要配慮者に関する個人情報を市町村に提供することを可能とするものである。 

ウ）留意事項 

要配慮者に関する情報提供の依頼及びこれに対する情報の提供に際しては、個人

情報保護法制との関係を整理する観点から、「法令の定め」に基づく依頼又は提供で

あることを、書面をもって明確にすることが望ましい。 

 

（３）名簿の利用及び提供（法第４９条の１１関係） 

市町村においては、かねてより「災害時要援護者名簿」等の名称で本法  の避難

行動要支援者名簿に類似する名簿が整備されてきたところであるが、東日本大震災に

際しては、かかる名簿を有効に活用し、要支援者の命を救うことができた事例があっ

た一方、名簿を地域の支援者に事前に提供していなかった、名簿が発災後の安否確認

に利用できることに考えが及ばなかったなど、作成後の名簿の活用について必ずしも

十分でない事例も見受けられた。 

こうした事例の背景としては、名簿情報の利用に関し個人情報保護条例との関係整

理が十分になされていないこと等が指摘されているところであるが、本法に基づく避

難行動要支援者名簿制度の創設趣旨は、名簿自体を作成することにあるのではなく、

作成した名簿を適切に活用し、要支援者の生命・身体を災害から保護することにある

ことは言うまでもない。 

このため、本条では、市町村長が作成した名簿に登載された要支援者に関する情報

が地域の支援者等にも適切に提供され、災害発生時に名簿情報が最大限活用されるよ

う、名簿情報について市町村内部での利用及び市町村外部への提供に関する取扱いを

法律上規定することとしたものである。 

 

① 市町村内部における名簿情報の利用（第１項） 
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第４９条の１０第３項又は第４項の規定により、市町村長は、名簿の作成に必要な

限度で要配慮者の個人情報を市町村の内部で目的外利用し、又は関係都道府県知事等

から情報提供を受けることが可能となるが、これらの規定は、福祉部局等が保有して

いた要支援者に関する個人情報について、その本来的な利用目的（社会保障給付に関

すること等）を変更することなく、名簿の作成という別の目的に限って目的外利用等

することを認めたものであり、名簿に集約された個人情報を避難支援等という更に別

の目的に利用することは、これ自体個人情報保護条例上の「目的外利用」に当たる。 

本項は、こうした点を踏まえ、避難支援等の実施に必要な限度で市町村が名簿情報

を内部利用することができるよう法律に根拠を設けたものであり、本項に基づく個人

情報の利用については本人の同意を得ることを要しない。 

なお、本項に基づき市町村の内部において具体的に想定される名簿情報の利用用途

としては、ⅰ）名簿情報の外部提供に関する本人同意を得るための連絡、ⅱ）防災訓

練への参加呼びかけなど防災に関する情報提供、ⅲ）災害発生時又は発生のおそれが

ある場合の情報伝達、避難支援、ⅳ）災害発生時の安否確認・救助等が考えられる。 

この際、市町村の内部組織である消防部局においては、本項に基づき、本人同意の

有無にかかわらず、避難支援等に必要な限度で平常時から名簿情報を利用することが

できるので留意されたい。 

 

② 平常時における名簿情報の外部提供（第２項） 

本項に基づく名簿情報の事前提供は、これを受領した民生委員等の地域の避難支援

者が要支援者と個別に面談すること等を通じて、災害発生時における避難方法や避難

支援の内容等を事前に検討し、個々の要支援者ごとに実効性の高い個別避難計画を準

備しておくことを可能とすることを主たる目的としたものである。 

ア）名簿情報の提供先 

本項で名簿情報の提供先として列挙した主体は、避難支援等に携わる行政機関、

特別公務員及び民間団体をそれぞれ例示したものであり、いずれも、消防庁が実施

した実態調査「災害時要援護者の避難支援対策の調査結果」（平成２４年７月３日）

において、名簿提供先の上位に挙がった者である。 

これらの者はあくまで例示として列挙したものであり、これらの者に必ず名簿情

報を提供することを求める趣旨ではなく、また、これら以外の者に対して名簿情報

を提供することを禁止するものでもない。市町村においては、要支援者の人数や所

在、必要な避難支援の態様など地域の実情を適切に勘案しつつ、名簿情報の提供先

及び方法を地域防災計画に具体的に定めるよう取り計らわれたい。 

イ）「必要な限度」について 

名簿情報の外部提供に当たっては、要支援者に関する個人情報が無用に共有・利

用されることがないよう、「避難支援等の実施に必要な限度」で提供することが原則
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である。例えば、市町村内の一地区の自主防災組織に対して市内全体の名簿情報を

提供することは、実際の避難支援等に活用され得ない情報までをも含んだものとし

て、「必要な限度」を逸脱するものと考えられる。一方、災害発生時の避難支援等に

は直接携わらないものの、個別避難計画の事前策定を通じて間接的に避難支援等に

関与する者に名簿情報を提供すること等は、ここでいう「必要な限度」に含まれる。 

ウ）同意の取得 

名簿情報の提供については、心身の機能の障害等に関する情報を他者に知られる

ことにより、要支援者やその家族等が社会生活を営む上で不利益を受けるおそれも

あることから、平常時から行うものについては、事前に要支援者本人の同意を得る

ことを必要としている。 

この際、「同意」とは、口頭によるものと書面によるものとを問わないが、状況に

照らし本人が実質的に同意していると判断できることが必要となる。 

なお、要支援者本人が未成年者、成年被後見人等であって、個人情報の取扱いに

関して同意したことによって生ずる結果について判断できる能力を有していない場

合などは、親権者や法定代理人等から同意を得ることにより、名簿情報の外部提供

を行うこととして差し支えない。 

エ）条例による特例措置 

本項に基づく名簿情報の事前提供は、本人同意を前提としているが、より積極的

に避難支援を実効あるものとする等の観点から、自治体が条例で特に定める場合に

ついては、同意を要しないこととした。 

このような特例措置としては、外部提供について同意を不要とする旨を条例上明

文で根拠を設けてある場合のほか、「個人情報保護審議会の意見を聴いて、公益上の

必要があると認めたとき」のように、個人情報保護条例上の他の規定を根拠とする

場合についても、本項にいう「条例に特別の定めがある場合」に該当する。 

 

③ 災害発生時等における名簿情報の外部提供（第３項） 

本項は、災害により要支援者の生命又は身体に具体的な危険が迫っている状況下に

おいては、個人情報の利用による利益が個人情報の保護による利益に優越するとの判

断に基づき、災害が発生し、又は発生のおそれがある場合であって、要支援者の生命・

身体を保護するために特に必要があると認めるときは、市町村長は、要支援者本人の

同意を得ることを要せずに、名簿情報を外部提供できることを定めたものである。 

ア）名簿情報の提供先 

本項に基づく名簿情報の提供先としては、第２項による事前提供と同様の消防機

関、自主防災組織等といった避難支援等関係者のほか、災害発生後に被災地に派遣

された自衛隊の部隊や他の都道府県警察からの応援部隊等が想定される。また、避

難支援等への協力が得られる企業や団体、さらには、発災後に要支援者の安否確認
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を迅速に行うため、障害者団体等に名簿情報を提供するといったことも考えられる。 

イ）運用上の留意点 

本項に基づく名簿情報の外部提供は、発災時等であれば無条件に認められるもの

ではない。例えば、大雨で河川が氾濫するおそれがある場合に、浸水予想区域内に

いる要支援者の名簿情報を同意なく外部提供することは本項の趣旨に合致すると考

えられるが、およそ浸水可能性がない地区に居住する要支援者の分までも同意なく

一律に提供するようなことは適当でない。 

市町村においては、本項の趣旨を十分に踏まえ、予想される災害の種別や規模、

予想被災地域の地理的条件や過去の災害経験等を総合的に勘案し、「要支援者の生

命・身体を保護するために特に必要がある」か否かを適切に判断するよう留意され

たい。 

 

（４）名簿情報を提供する場合における配慮（法第４９条の１２関係） 

本法に基づく名簿情報の外部提供は、要支援者に対する避難支援等に必 要な範囲

内で、消防機関や警察機関等の行政機関、民生委員等の個人、市町村社会福祉協議会

や自主防災組織等の民間団体に対して幅広く行われることとなる。 

この際、名簿情報の取扱いについては、個人単位では守秘義務を課すことにより秘

密保持を図ることとしている（法第４９条の１３）ところであるが、名簿情報が不用

意に外部漏えいする危険性を最小化するためには、このような個人単位での措置はも

とより、名簿情報を受け取る団体そのものにおいても、名簿情報を取り扱う職員を必

要最小限に限定するなど、名簿情報の管理に関し組織単位で適切な措置を講じられる

ことが求められる。 

このため、名簿情報の取扱いについてその適正管理に万全を期す観点から、名簿情

報の受領者個人に対する守秘義務と両輪をなすものとして、市町村長に対し、名簿情

報の漏えい防止のために必要な措置を講じることを名簿情報の提供先に求めるなど個

人の権利利益の保護に必要な措置を講ずるよう努めることを義務付けるものである。 

 

① 努力義務の内容 

本条に基づき市町村長に課せられる努力義務は、名簿情報を外部提供する際に、そ

の提供先に対して名簿情報の漏えい防止等に必要な措置を講じるよう求めることなど、

要支援者とその家族等の権利利益を保護するために必要な措置を講じることである。

なお、本条に基づく努力義務は、発災時に緊急に名簿情報を提供する場合も対象とし

ているが、平常時から名簿情報を保有しない者に対する名簿情報の提供についても本

条の対象としているのは、使用後の名簿情報の廃棄・返却等について求めることも念

頭に置いたものである。 

「名簿情報の漏えいの防止のために必要な措置」としては、組織の内部で名簿情報
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を取り扱う者を限定することや必要以上の名簿情報の複製の禁止、名簿情報の保管方

法の指定、名簿情報の取扱状況の報告、使用後の名簿情報の廃棄・返却等が考えられ

る。 

また、「その他の当該名簿情報に係る避難行動要支援者及び第三者の権利利益を保護

するために必要な措置」としては、受領した名簿情報を避難支援等以外の目的のため

に使用することを禁止することのほか、名簿情報の適正な管理を促進するため、市町

村において名簿情報の提供先を対象とした研修を実施すること等も想定される。 

なお、名簿情報の提供先に対してどのような情報管理措置を求めるかは、提供する

名簿情報の量や提供方法（紙媒体・電子媒体の別）、受領者の特性（行政機関・民間団

体の別や個人情報保護条例等の適用の有無）等を総合的に勘案して判断するべきであ

ることから、その具体的な内容については地域防災計画で定めることとしている。こ

のため、市町村においては、名簿情報の提供先を地域防災計画に定めるのにあわせて、

名簿情報の提供先に対して求める情報管理措置の内容等についても一体的に定めるよ

う留意されたい。 

 

② 市町村内における名簿情報の適正管理 

本条は、市町村が外部の避難支援者に名簿情報を提供する際の努力義務 を規定し

たものであるが、市町村内部においても名簿情報が適正に管理されるべきことは言う

までもない。 

市町村内部における情報管理については、かねてより、総務省の『地方公共団体に

おける情報セキュリティポリシーに関するガイドライン』に基づき、  機密性に応

じた情報の取扱方法等を定めた情報セキュリティポリシー及び具体的な実施手順（マ

ニュアル）が各自治体で策定されているところであり、各市町村においては、要支援

者個人の秘密を含んだ避難行動要支援者名簿についても適正な情報管理が行われるよ

う、改めてこのセキュリティポリシー等の遵守を徹底されるよう配慮されたい。 

 

（５）秘密保持義務（法第４９条の１３関係） 

避難行動要支援者名簿に記載された名簿情報は、要支援者に関する心身の機能の障

害や疾病に関する情報等といった極めて秘匿性の高い秘密を含むものである。 

このため、名簿情報の提供を受けた者が、正当な理由なくこうした秘密を他者に漏

らすことは、要支援者本人はもとより、その家族等の権利利益をも不当に侵害するこ

とになりかねない。また、名簿情報に含まれる秘密の保持について要支援者等からの

信用が十分に得られない場合には、平常時からの名簿情報の提供に対する同意を躊躇

させることにもつながり、結果として、地域住民等の「共助」による避難支援等の充

実・強化を目的とした名簿制度の実効性を大きく毀損するおそれもある。 

本条は、こうした考えから、名簿情報の不当な漏えいを防止し、もって要支援者等
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のプライバシーの保護並びに名簿制度の信頼性及び実効性の確保を図るため、名簿情

報の提供を受けた者に対して守秘義務を課すものである。 

市町村においては、本条の趣旨・内容を十分に承知の上、名簿情報を外部に提供す

る際には、その相手方に法律上の義務内容等を適切に説明するなど、名簿情報に係る

秘密保持が徹底されるよう特段の配慮を図られたい。 

 

① 義務の内容 

本条に基づく秘密保持義務の内容は、市町村から直接又は間接に名簿情報の提供を

受けた個人について、それによって知り得た要支援者に関する秘密を将来にわたり正

当な理由なく他者に漏らさないことである。 

ここでいう「秘密」とは、一般に『非公知の事項であって、実質的にもそれを秘密

として保護するに値するものをいう。』と解されており（最判昭和５２年１２月１９日）、

本法の要支援者に関しては、心身の機能の障害に関する情報や疾病その他の健康状態

に関する情報等が典型的に該当するものと考えられる。また、名簿情報として直接的

に知り得るこれらの秘密に加え、名簿情報を利用した避難支援等の活動に携わる中で

知り得た非公知の情報である家庭環境、人種、国籍、門地、信条等も秘密に該当しう

る。 

ただし、本条による秘密保持の対象となるのは、名簿情報の提供を受けたことによ

って直接又は間接に知り得た秘密であり、本法に基づき名簿情報の提供を受ける以前

から地縁関係等を通じて同様の事実を既に知っていた場合には、ここでいう知り得た

秘密には該当しない。 

「正当な理由がなく」とは、要支援者に対する避難支援等に必要のない理由で秘密

を漏らすことを禁止する趣旨である。このため、例えば、名簿情報の提供を受けてい

た者が、災害発生時に、要支援者の避難支援等に必要な応援を得るため緊急に名簿情

報を近隣住民に知らせるような場合は、「正当な理由」に該当すると考えられ、本条の

守秘義務違反を構成しない。 

一方、避難支援等の応援を得ることを目的とした場合であっても、災害が現に発生

していない平常時から他者に名簿情報を提供することについては、以下の理由から「正

当な理由」に該当しない。すなわち、本法においては、個人情報の保護と利用のバラ

ンスを図る観点から、平常時からの名簿情報の提供については、その相手方をあらか

じめ地域防災計画で定めるとともに、要支援者本人の同意を得ることを条件としてい

る。このため、市町村長から名簿情報の提供を受けた者が、市町村及び要支援者の関

知しない者に独断で名簿情報を提供することはこれらの規定の趣旨を没却することに

なるほか、 こうした再提供先には本条の秘密保持義務が課せられていないことに鑑

みても適当でないためである。 
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② 義務の対象者 

本条による秘密保持義務が課せられる対象者は、第４９条の１１第２項又は第３項

の規定により、市町村長から名簿情報の提供を受けた者又は名簿情報の提供を受けた

団体の職員等であって、実際に名簿情報を取得した者である。 

本法による名簿情報の提供は、地域防災計画に基づき平常時からなされる場合と災

害が発生した場合等に緊急になされる場合があるが、いずれの場合に名簿情報を取得

した者についても、本条による義務が課せられる。一方、①で例に挙げたような場合

に、避難支援等の応援のために緊急的に名簿情報の提供を受けた住民等については、

本条の義務は課せられない。 

「名簿の提供を受けた者」とは、第４９条の１１第２項又は第３項の規定により市

町村長から直接的に名簿情報の提供を受けた者を指すものであるが、名簿情報の提供

は個人に対して直接的に行われる場合だけでなく、社会福祉協議会等の市町村内の一

定の区域を管轄する法人に対してなされることも想定されることから、このような場

合には、名簿を受領した法人に対してではなく、実際に名簿情報を取り扱う役員又は

職員に対して義務が課せられる。また、名簿情報を受領する主体としては、法人格を

有していない自主防災組織等の団体も想定されるところであり、このような場合にお

ける当該団体の構成員は、社会通念上、当該団体の役員又は職員とは観念されないこ

とから、こうした者についても本条による義務が課せられるよう「その他の当該名簿

情報を利用して避難支援等の実施に携わる者」と規定したものである。 

なお、本条による秘密保持義務は、名簿情報を活用した避難支援等を行う立場にあ

った間はもとより、これらの立場を退いた後についても引き続き課せられるものであ

り、この点条文上も「又はこれらの者であつた者」と明確にされているので、留意さ

れたい。 

 

③ 義務の違反 

名簿情報を提供先として想定される者のうち、職務として避難支援等に携わる消防

機関や警察機関、自衛隊等の職員については、地方公務員法等において秘密漏えいに

関する罪が設けられており、仮にこれらの者が名簿情報を外部に漏えいした場合には、

これらの法令に基づき所要の罰則が課せられる。 

一方、自主防災組織の構成員など、職務としてではなく善意に基づき無償で避難支

援等に携わる民間人については、名簿情報の受領について過度な心理的負担を課し、

「共助」による避難支援等の裾野自体を限定的なものとすることのないよう、本法で

は守秘義務違反に対する罰則を設けていない。ただし、この場合においても、名簿情

報が漏えいし、民事上の損害賠償訴訟が提起された場合には、本条の義務違反が不法

行為責任の認定根拠となり得るのでその旨留意されたい。 
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（６）その他の留意事項 

これまで「災害時要援護者名簿」等の名称で避難行動要支援者名簿に類する名簿を

作成していた市町村については、当該名簿の内容が、本法に基づき作成される避難行

動要支援者名簿の内容に実質的に相当している場合に限り、改正法の施行後に改めて

避難行動要支援者名簿を作成する必要はない。ただし、この場合においても、名簿の

作成方法等について地域防災計画に位置付ける必要があるのでその旨留意されたい。 

また、改正法の施行の際現に名簿情報を外部の避難支援等関係者に提供している場

合には、当該名簿情報を受領した個人に対して本法に基づく秘密保持義務が課せられ

るよう、改正法の施行後に改めて名簿情報の提供を行い、法律に基づく義務が発生す

る日が明確になるよう取り計らわれたい。 
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３．避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針（概要） 
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避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針（平成 25年 8月）     

http://www.bousai.go.jp/taisaku/hisaisyagyousei/youengosya/h25/hinansien.html 
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４．避難勧告等に関するガイドライン（概要） 
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避難勧告等に関するガイドラインの改定（平成 29年 1月） 

http://www.bousai.go.jp/oukyu/hinankankoku/h28_hinankankoku_guideline/index.html 


